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第  ７  回  大  山  町  議  会  定  例  会  会  議  録（第３日）  

平成２２年９月１６日（木曜日）  

                                                       

議事日程  

平成２２年９月１６日午前９時３０分  開議  

1．開議宣告                                               

日程第  １     一  般  質  問   

通告  

順  

議 席

番  号  
氏     名  

 

質        問        事        項  

1 10 岩井  美保子  

1．山陰本線で最古の御来屋駅を町の指定文化財にできない    

 か  

2．指定文化財の「名和公邸跡」の管理はどのようになされ

ているか  

3．大山診療所の今後の方針について  

2 4 杉谷  洋一  1．生活習慣病対策について  

3 11 諸遊  壌司  
1．大山町エコ農業野菜周年栽培について  

2．山香荘サッカーグランド整備について  

4 7 近藤  大介  
1．行財政改革の取り組みについて  

2．過疎地域自立促進計画について  

5 9 吉原  美智恵  
1．山香荘の現状とこれからは  

2．町財政の健全化と予算編成のあり方は  

6 1 竹口  大紀  
1．定住施策と住宅需要  

2．幼児教育環境・子育て支援策と出生数  

7 3 大森  正治  
1．同和対策事業は終結を  

2．国保をだれにも喜ばれる保険に  

8 2 米本  隆記  
1．ふるさと納税の現状は  

2．行政が農業公社的な組織は作れないか  

９  5 野口  昌作  

1．行政のプロ集団の館にするための方策は  

2．過疎地域自立促進計画の策定と過疎地域脱却に向けた  

政策は  

3．大山町交通安全指導員隊のあり方と対策協議会の活動は  
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本日の会議に付した事件  

1．開議宣告                                               

日程第  １     一  般  質  問   

通告  

順  

議 席

番  号  
氏     名  

 

質        問        事        項  

1 10 岩井  美保子  

1．山陰本線で最古の御来屋駅を町の指定文化財にできない    

 か  

2．指定文化財の「名和公邸跡」の管理はどのようになされ

ているか  

3．大山診療所の今後の方針について  

2 4 杉谷  洋一  1．生活習慣病対策について  

3 11 諸遊  壌司  
1．大山町エコ農業野菜周年栽培について  

2．山香荘サッカーグランド整備について  

4 7 近藤  大介  
1．行財政改革の取り組みについて  

2．過疎地域自立促進計画について  

5 9 吉原  美智恵  
1．山香荘の現状とこれからは  

2．町財政の健全化と予算編成のあり方は  

6 1 竹口  大紀  
1．定住施策と住宅需要  

2．幼児教育環境・子育て支援策と出生数  

7 3 大森  正治  
1．同和対策事業は終結を  

2．国保をだれにも喜ばれる保険に  

 

 

出席議員（１８名）  

１番  竹  口  大  紀      ２番  米  本  隆  記  

３番  大  森  正  治      ４番  杉  谷  洋  一  

５番  野  口  昌  作      ６番  池  田  満  正  

７番  近  藤  大  介      ８番  西  尾  寿  博  

９番  吉  原  美智恵     １０番  岩  井  美保子   

１１番  諸  遊  壌  司     １２番  足  立  敏  雄  

１３番  小  原  力  三     １４番  岡  田    聰  

１５番  椎  木    学     １６番  鹿  島    功     
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 １７番  西  山  富三郎     １８番  野  口  俊  明   

                                         

欠席議員（なし）  

                                        

事務局出席職員職氏名  

局長  ………………  諸  遊  雅  照       書記  ………………  柏  尾  正  樹  

                                        

説明のため出席した者の職氏名  

町長  …………………森  田  増  範      教育長  ………………山  根    浩

副町長…………………小  西  正  記        教育次長………………狩  野    実  

総務課長  …………  押  村  彰  文      社会教育課長  ………手  島  千津夫  

中山支所総合窓口課長…澤  田   勝      幼児教育課長  ………高  木  佐奈江  

大山支所総合窓口課長…岡  田   栄      学校教育課長…………林  原  幸  雄   

企画情報課長  ………  野  間  一  成      税務課長  ……………小   谷   正   寿  

建設課長……………  池  本  義  親      農林水産課長  ………山  下  一  郎  

水道課長  …………  坂  田   修       住民生活課長補佐……吹  野  正  幸   

福祉介護課長  ………  戸  野  隆  弘         観光商工課長…………福  留  弘  明    

保健課長……………  斎   藤    淳       人権推進課長…………門  脇  英  之  

農業委員会事務局長…近  藤  照  秋       地籍調査課長…………種   田   順   治                        

教育委員長……………伊  澤   百   子  

                                       

午前９時３０分  開会  

      開議宣告  

○議長（野口俊明君）  おはようございます。ただいまの出席議員は１８人です。

定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。  

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。本日は一般質問を行いますが、一

般質問を通告された議員は、９人ですので、本日と明日の２日間にわたり行う予定

であります。  

────────────────・───・─────────────────  

日程第１  一般質問  

○議長（野口俊明君）  それでは日程第１、一般質問を行ないます。通告順に発言

を許します。１０番、岩井美保子君。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  １０番  岩井美保子君。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  おはようございます。早速質問に入らせていた

だきます。３項目の質問を通告しておりますが、第１、山陰本線で最古の御来屋駅
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を町の指定文化財にできないかということでございます。  

御来屋駅舎は明治３５年から開設され、その後外部の改修や事務室などに増改築

が施されております。外観、待合室は当時の面影を色濃く残しており、鉄道発祥の

駅として旅情ある開業当初の姿を留めております。これを町当局ではどのようにお

考えでしょうかということを質問いたします。   

それからそれに付随してですけれども、鳥取県の教育長でありました平成１０年

の３月にですね、田淵教育長がですね、これは鳥取県の近代化遺産の総合調査をさ

れましたときにこういう冊子を出しておられまして、「発刊にあたって」ということ

で、御来屋駅も指定をしていただいております。そのことも触れさせていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。  

○議長（野口俊明君）  町長、森田増範君。  

○町長（森田増範君）  おはようございます。まず岩井議員さんのご質問に対しま

して、まずわたしのほうからそしてあと教育委員会のほうから述べさせていただき

ますので、よろしくお願い申し上げます。  

 議員さんご指摘のように、御来屋駅の駅舎でございますけれども、これは建造物

としての価値のみではなくて明治３５年の山陰線発祥の駅ということもございます。

日本の近代化の遺産としても価値のある建物であると私自身認識をいたしておると

ころでございます。ただ、ご質問いただきました町文化財への指定ということにな

りますと、教育行政としての取り組みになりますので、詳しいところは、教育委員

会のほうから答弁をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。  

○議長（野口俊明君）  教育委員長、伊澤百子君。  

○教育委員長（伊澤百子君）  はい、議長。おはようございます。よろしくお願い

いたします。そういたしましたら、今の岩井議員さんからの山陰本線で最古の御来

屋駅を町の指定文化財にできないかというご質問にお答えいたします。  

御来屋駅舎は、山陰に鉄道が敷かれ、境港から御来屋までの第１期区間として開

通した際に開設された駅舎の一つで、明治３５年の開設以来、大きく外観を変える

ことなく今に至っており使われております。山陰線では最古級の駅舎であるという

ふうに認識しております。  

ところで、先ほどおっしゃいました文化財ということですが、文化財はその価値

の重要度に応じまして町・県・国での指定による保護がございますが、いずれにし

ても指定を受けまして手厚い保護策を講じていただけるという代わりに、いろいろ

な強い規制を伴います。今後も利用を続けていくためにその形を変えるという可能

性が高いものである場合には、指定制度で保護することというのは難しいというの

が現状でございます。  

この様な状況にある文化財のうち、特に保護措置が必要な建造物を保護していく
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ために、国の指定ではなく、登録文化財という制度が設けられました。この制度で

は、外観を大きく変えないことを重視しておりまして、内部を改装しながら利用を

続けていくということを前提にした比較的緩やかな保護措置をとっていけるという

制度で、町内では既に江戸時代建立の５つの建築物が指定を受けて登録となってお

ります。   

御来屋駅舎につきましては、この指定文化財より今の登録文化財としての活用の

ほうが性格的に合っているものかなと考えられ、町の文化財の保護審議会でもそう

した方向でただいまご意見をいただいているというところです。  

あくまで、国レベルでの申請になりますので、文化財建造物の専門家の方に調査

をいただくというところから慎重に進めてまいりたいと今考えているところです。

以上でございます。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  岩井美保子君。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  ただいまご答弁をいただきました。よく分かり

ましたですが、先ほどもちょっと触れましたですけど、鳥取県の教育長の田淵教育

長さんが出しておられます「発刊にあたって」というところでですね、これは平成

１０年の３月でございます。実態の把握がほとんどできておらないと。それで文化

財としての保護措置も講じられていない状況にあります。  

さらに今日の急激な世界の変動の中で鳥取県民の生活や文化も加速度的に変容し

てきており、本県の近代化を支えてきた産業、土木、交通分野の各種構造物、建造

物などはさらなる技術革新や産業構造の変化によって急速に失われつつあります。

鳥取県ではこうした状況に鑑み、鳥取県内に残る近代的手法によって構築された産

業交通土木などに関わる文化財を近代化遺産として位置づけその保護と活用をはか

るための基礎資料とすべく、平成８年から９年度に２か年かかって国庫補助を経て、

鳥取県近代化遺産総合調査を実施いたしましたと書いておられます。  

そのようなこともありまして、わたしたちから見ればこういう遺産的なものです

から、指定をしていただけるものではないかなということを伺ったわけでございま

すが、今登録文化財という方向性のほうがいいじゃないかということで、国レベル

の問題ですからということでちょっと時間が掛かるようでございますね。そういた

しますとどのぐらい待てばできるもんでございましょうか。  

○教育委員長（伊澤百子君）  議長、教育委員長。  

○議長（野口俊明君）  伊澤教育委員長。  

○教育委員長（伊澤百子君）  ただいまの岩井議員さんからのご質問につきまして

は、教育長の方がお答えいたします。  

○教育長（山根  浩君）  議長、教育長。  

○議長（野口俊明君）  山根教育長。  
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○教育長（山根  浩君）  岩井議員さんがお話されましたのは、この冊子だろうと

思います。これはお話のとおり、８年と９年にわたりまして、県が国の補助を受け

て鳥取県に残ります近代化遺産、特に明治から後でございます。今まで文化財とい

うのは、主に江戸時代から前っていいますか、そういったことが主だったわけです

けれども、特に文化庁は平成になりましてから、非常にいわゆる日本が近代化して

いく中で、だんだん崩れていくものを何とかして残していかなければならないじゃ

ないかと。皆さんご存じのように、岩井議員さんはご存じだと思いますけれども、

一番最初に、近代化遺産で登録されて、重要文化財になりましたのが、富岡の製紙

工場でございます。あるいは皆さん方ご存じの琵琶湖疏水でありますとか、そうい

うものが近代化遺産になってくるわけでございます。で、どれぐらい待てばってい

うことのご質問でございますけれども、国の指定という形になりますと、それでも

だいぶ町の文化財保護審議会でいたしまして、審議をいただいてあるいは専門家の

皆さんのご審議をいただきながら、できるだけ早くはやりたいと思いますけれども、

それでもまあ３、４年は掛かるんではないかなというふうに最低でも思っています。 

ただ、岩井議員さんが、お話いただきましたように、明治３５年１９０２年でご

ざいますけれども、から１００年たった時平成１４年に外側はあまり変わってない

わけですけれども、中は大きく変わって、みくりや市とかですね、そういったこと

になっております。まあ外観だけの、今残っているのをいずれにしましても大事に

していかないけんということを思っています。以上でございます。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  岩井美保子君。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  この問題は６月議会に出そうかと思っておりま

して教育委員会のほうに相談にきました。というのは文化財のほうです。そうしま

したら今とっても国レベルの関係で忙しくてできませんということで、その場でこ

うこうこうとこれですけれどって言ったですけれど、ご相談かけましたけどとても

忙しくて、相手にできませんとは、言われませんでしたですけれど、そういうこと

でとっても忙しいですということを言われて、それでまあわたしも相談かけたって

直接議会のほうで訴えたほうが早いんじゃないかと思いましたので今回出させてい

ただきました。って、言いますのはですね、よそのっていいましても鳥取県内の駅

なんかも指定になっておりまして、そういうことが御来屋駅もできないだろうかと

思ってわたし質問に出させていただきましたですけれど、３、４年かかるというこ

とでございますのでじっくり待たなければいけないなと思っております。取り組み

についてはご理解をいただいて、きちんとやっていただけますかということをもう

一度念押ししたいと思います。  

○教育委員長（伊澤百子君）  議長、教育委員長。  

○議長（野口俊明君）  伊澤教育委員長。  
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○教育委員長（伊澤百子君）  ただいまの岩井議員さんのご質問にも重ねて教育長

よりお答えいたします。  

○教育長（山根  浩君）  議長、教育長。  

○議長（野口俊明君）  山根教育長。  

○教育長（山根  浩君）  失礼なことがあったとは知りませんでしたけれども、ま

あ実は大山僧坊のとですね、所子の重要伝建のと２つ抱えておりましてですね、そ

ういうような言葉になったでないかなということがありますけれども、それは大変

失礼なこと言いまして申し訳ございません。がんばっていきたいと思いますけれど

も、あくまで国も形になりますので、そう簡単にはならないということだけはご理

解いただけたら、がんばってまいりたいと思います。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  岩井美保子君。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  はい、次の質問に入ります。  

２番目はですね、町の文化財の指定を受けております名和公屋敷跡でございます。

これは名和長年公の屋敷の跡とわたしは思っています。そこが指定管理がしてござ

いますですが、見学者がバスを連ねてですね、来られてその屋敷跡を見られて管理

が行き届いていないためにがっかりして帰られるということでございます。で、道

のそばですから、わたしもその話を聞いて気にかけてずっと通ってみてみますと、

本当に荒れ放題とは言いません。時々管理がしてありますから、木は大きくなって

おりまして、その木の伐採すらできない。それから下の草刈りもしてなくって、時

たま年に１回はされるんでしょうか。どなたがされるか分かりません。どのような

管理をしておられますでしょうかということをお伺いいたします。  

○教育委員長（伊澤百子君）  議長、教育委員長。  

○議長（野口俊明君）  伊澤教育委員長。  

○教育委員長（伊澤百子君）  ただいまの岩井議員さんの指定文化財の「名和公邸

跡」の管理はどのようになされているかというご質問にお答えをいたします。  

 「名和公屋敷跡」と一般的に言われておりますが、この屋敷跡は坪田地内にあり

まして、敷地の中に石碑がありますが、その石碑と共に昭和５７年の５月３１日に

町の指定となった史跡で、集落内の３６１平米がその範囲となっております。  

今まで伝統的に坪田地内の皆さんの手によって守られてきたというふうに伺って

おりまして、指定以降も住民の皆さんとそれから所有者の方の手によって管理が行

われてきておりまして、そのご労苦にも感謝を申し上げるところでございます。  

 実際には、町条例では、町の指定文化財の管理及び修理、復旧はその所有者もし

くは管理団体が行うということを基本としておりますので、所有者や管理いただい

ているその住民の皆さま方と今後の管理の在り方につきまして相談をしたり、確認

をしあえたらというふうに考えているところでございます。以上でございます。  
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○議員（１０番  岩井美保子君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  岩井美保子君。  

○議員（１０番  岩井美保子君） ただいまご答弁いただきましたよく分かります。

それでですね、いろいろとこの指定文化財には、町から補助金が出ておるんですよ

ね、管理について。それで例えば、名和地内で言えば一族郎党の墓にも１万円ぐら

い出ています。それから、はっきりわたしも覚えていませんが、いろいろとこの間

の決算資料も見せていただきましたら、たくさんのところに大山町内で補助金が管

理するための補助金が出ているようでございます。それでこの間、質問のときにそ

れはどうしたら出ますかということで聞きましたら、申請をしてくださいというこ

とを言われたんですよね。それは２分の１といわれましたかね。申請した部分の金

額の。ということですが、そういうことを今まで地区でやっておったけれど、高齢

者にもなりましたし、木を伐採するにも大変だと、そしたら業者をお願いせないけ

んということになりますが、そうした場合に、その申請書を出せば補助金というも

のがちゃんといただけるものなのでしょうか。そこのところ確認しておきたいと思

います。  

○教育委員長（伊澤百子君）  議長、教育委員長。  

○議長（野口俊明君）  伊澤教育委員長。  

○教育委員長（伊澤百子君）  ただいまの岩井さんのご質問につきましては、担当

課の社会教育課長よりお答えいたします。  

○社会教育課長（手島千津夫君）  議長、社会教育課長。  

○議長（野口俊明君）  手島社会教育課長。  

○社会教育課長（手島千津夫君）  ご答弁させていただきます。先ほどの管理関係

につきまして、申請すれば補助金等々の形で出るのかというご質問でございました。  

実はこの名和公屋敷跡及び碑の関係につきましては、かなり以前も文化財の方の

審議会の委員さんのほうからもお聞きしてるんですけれども、正に古い時代から地

元の方のほうが大切に管理をしてきておられたということのへんを承っております。

この関係で、逆に言いましたら、そこの地区の皆さんが自分たちの誇りとして守っ

てきておられるということで、合併前と合併後も続けておられるということを聞い

ておったのが本当のところでございます。これにつきましては、やはり皆さんの大

昔からのお気持ちでの管理ということが続いておる格好でございまして、これにつ

いてこちらのほうから直接声を出すということでなくて、これまできておったとい

うのが、本当のところでございます。  

 ただやはり管理につきまして、町のほうでもそういう届ければあれば、そういう

形のものを予算内での結局ご協力ができるよということが規定してありますので、

もちろんそれを受け継ぐことができます。ただ管理団体あるいは所有者の方からの

申請ということがどうしても必要になりますので、そのあたりあくまでも所有者の



 140 

方の了解が必要になります。そのあたりのところはしっかりした上でのこちらのほ

う、お受けをするという形になりますので、そのあたりのところが整えば町の方と

しても対応させてもらったらと思っております。よろしくお願いいたします。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  岩井美保子君。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  よく分かりました。早速帰りまして相談してみ

たいと思います。  

次に入りまして、３番目ですが、大山診療所の今後の方針について伺うというこ

とで出しております。６月議会では、同僚議員の質問に対して２階入院施設にする

には、２４時間体制の医師と看護師が必要で非常に実現が難しいということの答弁

と、それから福祉介護施設としての利用は可能性がある。それでですね、有意義な

利用方法の研究をして、平成２３年４月の運営開始を目標に進めていきたいと町長

は明言されておりました。そして固定医師の確保にこだわらないような検討も必要

ではないかということを答弁されております。その後ですね。どのようなことでそ

れこそ有意義な利用方法を見つけられましたのでしょうか。それともまだ途中でし

ょうか。お伺いしたいと思います。  

○議長（野口俊明君）  町長。  

○町長（森田増範君）  ３つめのご質問でございます、大山診療所の今後の方針に

ついてということにつきましてお答えをさせていただきたいと思います。  

まず、大山診療所の現状についての報告でございます。現在、大山診療所は外来

診療のみ行っているという状況が継続しております。なお診療いただいております

先生、ご存じのようにご高齢の先生でありましたり、あるいは町内の開業しておら

れます先生のご協力、それから鳥大の医学部のほうからの出張の診療という形で進

めております。実際に診療いたしておりますのが、毎週で、月・水・木曜日ですね、

これが午前の９時から１２時までということと、午後が２時から５時までというこ

と、それから火曜日、これは午後２時から４時までということ、それから金曜日に

ついては午前９時から１２時までと午後２時から４時までという形での変則的な診

療時間という形で運営をしているところで、これがまあ継続している現状でござい

ます。  

患者の方々の数でございますけれども、１日の平均がだいたい２０人くらい、約

２０人というところでありまして、固定医が診察にあたっておられました２年前の

約３分の２程度に減少しているという状況でございます。この減少の要因は、臨時

の休診があるということや、診療日程が不安定であるということ、またそういった

面での利用者の皆さんにご不便・ご不安をおかけしているということの中でその影

響が大きいのではないかなというぐあいに思っておるところでございます。  

先ほど議員の方からもございましたように、この状況を打開するためにとっての
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固定医ということの確保の問題についてでありますけれど、引き続きその固定医の

確保ということについては取り組みを進めておるところでありますけれども、なか

なかいい方との巡り合わせがないというのが、今の現状でございます。固定医の確

保ということについては、引き続き努力をしていきたいというぐあいに思っておる

ところでございます。まあできるだけ、その確保ということにつきましての情報に

ついてわたしどももできるだけの情報をいただきながら接触をしたりしているとこ

ろでありますけれども、また町民の皆さん、あるいは議員各位の皆さんのほうから

もそういった新しいまた出会いや情報がございましたら、出会いにでも行って直接

でもお会いしたいというぐあいに思っておりますので、お力添えを賜りたいという

ぐあいに思ってるのが現状でございます。  

それから入院病棟の活用、いわゆる２階の活用でございますけれども、これにつ

きましても先ほど議員述べられましたように２階の利用ということについて、固定

医の確保と切り離してですね、取り組まなければならないといことを述べさせてい

ただいた経過がございます。その中で、そういったことを踏まえて複数の医療機関、

あるいは介護事業者の方々からの情報の提供はいただいておるというところでござ

いますけれども、特にこの２階の入院病棟、これが医療目的以外の活用策になりま

すと、現在の施設整備に充当いたしましたところの補助金、あるいは起債の取扱い、

さらには諸手続き等一定の整理が必要になるということが判明をして、そのことに

ついて担当課のほうでいろいろあたったりしているところであります。  

これからの取り組みとなりますけれども、そういったことを踏まえて今後活用に

向けていただく取り組みの提案、提供、そういったことを、内容をよく吟味いたし

ながら、当然議会の皆さん方とのご相談やご意見を賜りながらということになりま

すけれども、大山診療所の入院病棟に最もふさわしい活用策、これを選択して、来

年度の早い時期に供用開始という形に結びつけたい、目指したいというぐあいに今

考えているところでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  岩井美保子君。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  ご答弁いただきました。まだはっきり言われな

いようでございますので、わたしたちも気がせれますけれども、それもいろいろな

ことがあるということでございますので、そこの中身についてわたしたちは分かり

ませんので、あれですが、実は８月でした。わたし名和中学校の同期生会をいたし

まして、その同期生会に医師になっておられる先生も一人おられます。それから県

議会議員が２人ですね。それでその先生方に大山診療所のことについても相談を持

ちかけました。そうしましたらみんなが口を揃えて、「町長の考え方だわい、町長が

しっかり方針を出しなってあれすればみんながまたそれについて相談にものられる

んだけれども、はじめは固定医、固定医と言っておられるんだから、町長がそのよ
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うな固定医を探しておられるんだけ、それに従わなにゃあいけんでないかや」と、

わたし言われたのでございます。それもありますけれど、わたしたちとしては、町

民といたしましては、早いこと何とかこれを打開していただくことにならないだろ

うかという思いが募っております。  

まあ現在町長さんは、町長さんですけれども、以前は議員をしておられましたの

で、その仲間であったと思っておりますが、今のところですね、答弁を聞いており

ますと、まだちょっとも進展していないんじゃないか、中では話し合いをしておら

れますけれど、わたしたちに発表していただくようなことはなっていないのかなと

思いました。それでいいでしょうか。まだここでお話できる内容は全然ありません

でしょうか。なんか疑うようなことを言って申し訳ないですけれど、本当にね、み

んなが待ち望んでおりまして、町長さんのはっきりとした意志、こういう方向に向

けるんだよという、固定医も探しながらこうじゃこうじゃっていうよりも、パシッ

と言ってもらわないと、周りの人も動けないと思いますので、一つお願いいたしま

す。  

○議長（野口俊明君）  町長。  

○町長（森田増範君）  ご心配をおかけしておるなということでありますけれども

具体的にという話かなというぐあいに思いますけれども、この件につきましても明

日全員協議会が予定されておりますけども、その中で少し経過といいますか、こう

いう検討をしておるということは触れさせていただきたいなというぐあいに、時間

を賜りたいなというふうには思ってはおるところではありますけども、取り組みを

進める中で、特に障害となっておりますのが、大山診療所医療という形の中での入

院病棟であるということでありまして、これを例えば福祉の事業に形態を変えてい

くということになりますと、補助金の問題であったりとか、その当時借り入れをし

ておりました起債の問題であったりとか、あるいは事業を変えるということに対す

る用途に対しての変更の問題であったりとか、いろいろと国の省庁とのやりとりの

中でも難しいものもあったりしておりまして、時間が経っておるのが現状でありま

す。  

そういったことを踏まえながら、起債の問題等の取り組みについても具体的にこ

ういう形でやったらどうだろうかというような検討をですね、少しずつ詰めてきた

りしておるところでありましてそういったことも全員の皆さん方のほうでお話を出

させてもらいながら、ご意見も賜りたいなと思っておるところであります。  

 いずれにいたしましても来年の３月、４月ということをめざすということになり

ますれば、早い機会にこういった形の中での提案をですね、受けるというときも必

要になってくるわけでありまして、こういったことについても、もう少し、議会の

皆さんのご意見も賜りながら詰めていきたいなというぐあいに予定をしておるとい

うところでありますのでご理解を願いたいと思います。  
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○議員（１０番  岩井美保子君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  岩井美保子君。  

○議員（１０番  岩井美保子君）  はい、明日全員協議会の中で相談をさせてもら

うということでございますので、これ以上聞けるわけがございませんので終わりま

す。  

○議長（野口俊明君）  これで岩井美保子君の一般質問は終わります。  

────────────────・───・─────────────────  

○議長（野口俊明君）  次、４番、杉谷洋一君。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  ４番、杉谷洋一君  

○議員（４番  杉谷洋一君）  みなさんおはようございます。今月はがん制圧月間

ということでわたしも生活習慣病対策というようなことで、今日は町長に４点ほど

お尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。  

生活習慣病対策についてということで、医療技術が進歩し、病気の早期発見、あ

るいは早期治療が可能となり、多くの命が救われています。特に生活習慣病におい

て、病状があらわれたときにはですね、既に病状がかなり進行している場合が多い

ため、なかなか大変のことになることもあります。で、自覚症状がない時期に病気

を発見し、治療することが、何より効果が上がると言われています。  

しかし、突然の病気で倒れてしまった場合、本人や家族の精神的・経済的負担は、

計り知れないものがあります。「健康」のありがたさをいくら強調してもしすぎるこ

とはありません。また、大病を患ったり、後遺症を抱えてしまったりすれば、なお

さら健康のすばらしさ、有難さを感じるものです。わたしもそうなんですけど、特

に入院しとったらですね、お金も何にもいらんわ、健康が一番だわ、健康であれば

という、皆さんの中にも入院された方は特にその辺は強く思ってるおられる方もあ

ろうかと思います。   

本町においても、肺がん・大腸がん・子宮がん・乳がん・前立腺がんなどのがん

検診を中心とした、生活習慣病検診が実施されています。また、自発的に詳細な検

診として有効性が高い人間ドック、脳ドック検診などを受診している人もおられま

すが、検査費用が高額なため、脳ドック受診を受けたくても受けられない方もおら

れます。  

町民一人ひとりが、自らの健康づくりに関心を持ち、健康増進と健康に対する意

識の高揚、並びに病気の早期発見・早期治療をすることが、医療費の軽減になろう

かと思います。そして、更に町民が健康で生き生きした人生を過ごすことにより、

本町の全体の全体の活性化につながると考えます。  

そこで次のことを町長にお尋ねします。まずは、一般検診の受診状況及び取り組

みはということで、本町においても日本人の三大疾病の一つのがん検診などが実施
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され、健康増進に役立っているが、現状はどうか。合わせて受診者への取り組みは

どのようになっておるのか。  

２つ目、人間ドックの受診状況及び取り組みは、どうなのかということで一般的

な健康診断では、発見しにくい病気を人間ドックでは、細かく検査ができ、病気を

未然に防ぐことができ、近年ニーズが高まってきております。そこで本町の受診状

況と取り組みはどうなっているのかお尋ねします。  

次に３番目は、脳ドック検診の公費助成はということで、脳ドック検診は、脳疾

患の早期発見に有効な検査であり、説明するまでもなく、予防医学的には高い評価

を得ております。磁器共鳴診断装置ＭＲＩなどで、脳腫瘍の有無や脳卒中、血管異

常、脳梗塞の危険余地が診断でき、早期に治療することによって、動脈破裂の９割

は完治すると言われています。  

また脳疾患での治療費は高額で患者にとっても大きな負担になっております。脳

ドックを受診することにより、病気の早期発見、早期治療につながり、健康な人生

を歩むことができ、結果的には、医療費の節約にもなります。日本人の死亡原因と

しては、１位ががん、２位は心疾患、３番目に多いといわれているのが脳疾患です。

つまり脳の血管が詰まる脳梗塞、血管から出血する脳出血、血管にこぶができる脳

動脈瘤が破れ、くも膜下出血があります。この血管疾病に対して有効な脳ドック検

診による早期発見、早期治療が求められております。本町では脳ドック検診は公費

助成の対象外となっております。早期発見、早期治療、また予防に向けた取り組み

を強めるため、脳ドック検診の公費助成はできないか。  

 最後に、愛育委員会の検診への係わりはどうなのかということで、旧大山町では、

愛育委員さんによる健康診断に支援がなされておりますが、他の地域の名和、中山

での取り組みはどのようになっているでしょうか。町長の所見を伺います。  

○議長（野口俊明君）  町長、森田増範君。  

○町長（森田増範君）  杉谷議員さんの生活習慣病対策についてということにつき

まして、数点のご質問をいただきました。  

まず一般検診の受診状況及び取り組みにつきましてお答えをさしていただきたい

と思います。  

平成２０年度から始まりました特定健診・特定保健指導、通称メタボ健診という

ことでありますけれども、これは大山町国民健康保険の被保険者を対象といたしま

す「特定健康診査実施計画」に基づく取り組みでございます。この計画は平成の２

４年度が目標の年度でございまして、目標値は特定健診受診率が６５％、また特定

保健指導実施率が４５％に目標値が設定されているところでございます。２０年度、

そして２１年度の特定健診受診率の実績を申し上げますと、それぞれ２０年度が２

８％、そして２１年度が３３％というぐあいになっておるところでございまして、

概ね計画通りに推移をしているのではないかなというぐあいに考えております。  
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しかし、特定保健指導の該当者の方には、直接、文書通知や電話での利用の勧奨

をいたしているところでありますけども、この実施率が１１％程度と低調でござい

ます。  

次にがん検診についてでございますが、厚生労働省公表の資料によりますと、大

山町は肺がん検診と乳がん検診の受診率は県下の平均より高いようでございますけ

れど、胃がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診は低い値となっておるところでご

ざいます。  

平成１９年６月に国が策定をいたしました「がん対策推進基本計画」では、５年

以内にがん検診の受診率を５０％以上に引き上げるということを目標にしていると

ころでございます。昨年度の大山町の受診率が約２０％でございますので、目標達

成には極めてハードルが高い状況にあるというところでございます。  

受診率向上を目指したその取り組みといたしましては、ケーブルテレビの大山町

チャンネル、あるいは広報だいせん、また防災の行政無線等で継続的に受診勧奨の

呼びかけを行っているところでございますし、また愛育委員さん等地域の健康づく

りボランティアの地縁的なつながりにも期待をいたしているところでもございます。

また、昨年からは日曜日、休日の検診日を設定いたしまして、平日に検診できない

方々への便宜を図って受診率の向上に努めているところでもございます。  

二つ目に、人間ドックの受診状況及び取り組みについてでございます。人間ドッ

クの受診者は、事前の申し込みによりまして受診券を配布をし、ご本人が指定され

ました医療機関に予約をして、受診していただいているというところであります。

平成２０年度の受診者が２７４人でありましたけれども、２１年度は大幅に増加を

して、６５１人でございました。自己負担金は１人あたり８，０００円と金額とし

ては高額でありますけれども、検査メニューが個別検診よりも充実しているという

ことから、利用の方々が増加したのではないのかなというぐあいに推測いたしてい

るところであります。人間ドックは、市町村が実施しなければならない個別検診と

は違いまして、義務的サービスではありませんけれども、国保被保険者のニーズや

費用対効果などをにらみながら、引き続き対応してまいりたいと考えております。  

三つ目に、脳ドック検診の公費助成の可能性についてでございます。  

ご指摘のとおり、現在、大山町は「脳ドック」を検診のメニューには入れており

ませんけれど、鳥取県西部では、１市３町がメニュー化しておられます。脳ドック

も人間ドックと同様に費用が高額でございまして、２万円～３万５，０００円を医

療機関に支払わなければならないところでございます。その内の個人負担は自治体

によって異なるわけでありますけれど、４，０００円から７，０００円の範囲でご

ざいまして、費用の概ね２割程度となっているようでございます。  

さて、本町の昨年度の国民健康保険特別会計決算額におけます保険給付費は、約

１４億円でございます。県の国民健康保険団体連合会発行の病気の分類統計表を基
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に推計いたしますと、本町の国保の被保険者を対象といたしました脳梗塞など脳疾

患の医療費は約１億１，０００万円でございます。仮に、脳ドックの受診者の方が、

昨年の人間ドックの受診者の４０％であるとして費用を積算しますと、国保会計の

ほうから６００万円程度の持ち出しが必要となる、これ本当の試案でございますけ

れども、そういう状況であります。  

脳ドックによって医療費がどれくらい抑制できるのかを予測することは難しいと

思いますけれども、すでに実施をしております自治体の状況等も調査、あるいは研

究をしながら検討を加えてまいりたいというぐあいに考えておるところであります。 

４つ目にございます、愛育委員の検診への関わりについてでございます。これは

旧大山町、いわゆる大山町地区の「愛育委員会」でございますけれども、これは、

旧大山町で取り組んでいただいた母子保健、あるいは健康づくりの支援の団体とし

て実は５０年前に組織をされたところでございまして、その取り組みが非常に歴史

のあるまた深いものでございます。現在もその精神は受け継がれて、行政との２人

３脚によりまして、保健事業を中心として活動していただいているというところで

ございます。個々の委員さんの活動は、地元での各種の検診の受診の勧奨、あるい

は保健業務のお手伝い、支援でありまして、委員会の活動といたしましては、委員

さん集まっての研修ということが中心でございます。また、近年は大山賛歌体操の

作成や普及活動にも積極的に取り組んでいただいたところでもございます。  

さて、大山地区の「愛育委員さん」と同様に、名和地区では「健康づくり部落推

進員さん」、中山地区では「保健委員さん」を各集落から選出していただいて、それ

ぞれの地区で開催をされております年１回の検診説明会の場で、該当いたします世

帯への各種の検診の書類の配布や呼びかけなど、地元で受診を促すための取り組み

をお願いをいたしているというところでございます。  

したがいまして、町が実施いたします検診業務の支援という役割につきまして、

私は３つの地区の委員さんには同じような取り組みを期待をしているところでござ

いますけども、ただ違いといたしましては、旧町からの取り組みの流れがあるとい

うことでございますけれども、名和地区、中山地区の委員さんに対しては、検診業

務の支援、これが主な目的となっておりますのに対しまして、大山地区の愛育委員

さんは、検診業務の支援、これはもちろんですけれども、健康づくりや検診を通じ

た地域での支え合いや助け合い、そういった関係づくりが目的であり、また目標に

なっていると感じておるところでございます。今後もそういった愛育委員会の取り

組みに注目をさせていただきながら、支援もしていきたいなと思っておるところで

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  杉谷洋一君。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  まあ先ほど町長からいろいろ、るるご説明いただき
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ました。そこで一つずつゆっくり、じっくりお尋ねしてみたいと思います。  

まず最初に一般検診の受診状況のところでございますけれども、この前の決算審

議の中で、同僚議員の質問で受診率が低いんではないかというような質問がありま

した。わたしもこれは低いんではないかなというふうに思いましたけども、そのあ

たりはどうでしょうか、町長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  数字の方につきましては担当課のほうから述べさせていた

だきたいと思いますけれども、私も受診率が低いなというぐあいに感じております

し、これを何とか向上していく取り組みをしなければならないのではないかなとい

うぐあいに考えています。  

○保健課長（斎藤  淳君）  議長、保健課長。  

○議長（野口俊明君）  斉藤保健課長。  

○保健課長（斎藤  淳君）  各種がん検診の受診率につきまして、少し数字をあげ

てご報告述べますと、例えば胃がん検診でありますと、鳥取県の平均が２２．７％、

それに対しまして大山町は、８．８％という数字になっていますし、肺がん検診は、

２４．８％、２４．９％が県の平均でありますけれども、大山町は２９．４％とい

うことで、これは県の平均より高いレベルにございます。それから大腸がん検診に

ついては、鳥取県が２６％でありますが、大山町が１４．５％ということでこれも

低い位置にあります。子宮がんも鳥取県は２８．４％が平均でありますが、大山町

は１９．１％だと。これも県より平均は低いということであります。最後に乳がん

検診でありますが、これは２４．８％が県の平均であるのに対し、大山町は４１．

３％ということで、乳がん検診と、肺がん検診については、県平均よりは高いんで

すけれど、他のものが全体的に低いということが言えようかというふうに思います。

以上です。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  杉谷洋一君。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  数字的なことはよく理解できました。ただ低い、低

いと言っておってもですね、これが上がってくるものじゃありません。じゃあどの

ようなことをしたらもっともっと上がるか、そういうようななんか手段、方法って

ちゅうもんはありませんでしょうか、町長。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  私も、議会の議員の一員の時にも同じ質問をした経過が実

はございます。非常に、大山地区、中山地区、名和地区それぞれも地区によっての

受診率の違いがあったりしておるのも現状でありました。その中で感じております

のは、やはり行政のほうからいろいろとＰＲ等をあるいは啓発活動、啓発の情報を
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提供を盛んにいたすところでありますけれども、それを受け止めて受診をされる方

が少ないのかなというのが現状かなと思っております。それをこう振り返ってみま

すとやはり声かけをしていったり、一緒にこの検診にいかいやという声かけであっ

たりですね、そういった支え合う、声かけをし合う、地域の中での啓発活動もやは

りこう芽生えていったり、そういったところからもう一度啓発の地点を置くという

ことも大切ではないのかなと思っておるところであります。  

この１年間の中で現状がそういう中でありますので、特に来年度に向ける中でで

きるところから、あるいはそういった取り組みを進めていかなければならないので

はないのかなと。それからまあ愛育委員会さんのほうでもいろいろとそういった取

り組みもしていただいてるところでありますけども、声かけであったり、集落の中

での受診率の状況ですね、そういった状況も少し細かく把握をして、実際に真実が

本当にどの地域がどのように低いのか高いのかということも一度把握をして、しっ

かりと今後の向けての検討をしなければならないのではないのかなというぐあいに

考えておるところであります。これは、本当に大切なテーマでありますけども、パ

ッとこれで成果が上がるということになかなかならないなということをわたしも少

し感じながら、この取り組みを何とかしなければならないというぐあいに考えてお

るところであります。それと同時にこの４月に保健課ということで、福祉保健課を

保健課と福祉介護課という形に課の再編をさせていただいた経過もありますけども、

そういった保健の充実ということもそういう意味合いで保健課のほうで、もう少し

力を入れる形の中での取り組みを強化したいという思いの中でございますので、今

後このテーマに向けてももっと詰めながら進めていかなければならないというぐあ

いに思っているところであります。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  杉谷洋一君。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  まあ、しっかり一生懸命がんばってください。  

 次に、大山国民健康保険の特定健康審査等調査実績計画によりますと、本町の三

大習慣病の三大疾病や、肺炎による死亡者が、全国平均や県平均よりと比較して高

いわけです。この計画書なんですけど、ここに書いてありますけど、えらいこの大

山町は高いなと思うわけですけど、これはなぜこれほど高いでしょうかね。町長、

お答えいただきます。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  内容につきまして担当課のほうから述べさせていただきま

す。  

○議長（野口俊明君）  斉藤保健課長。  

○保健課長（斎藤  淳君）  お答えいたします。杉谷議員がお持ちなのは、特定健

康審査等実績計画、確かに糖尿病やあるいは高血圧という病気についてはですね、
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県の平均よりも総人口に対する治療者の数は多いということでありますが、心疾患、

虚血性心疾患、あるいは脳血管性疾患、虚血性心疾患については県とほぼ同じよう

な数字でありますけども、虚血性心疾患については、鳥取県の平均よりは若干低い

というふうなことになっております。その原因はということでありますけども、現

時点でその内容について分析はまだいたしておりません。以上です。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  杉谷洋一君。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  やっぱりですね、このがん検診とかそういうのにわ

たしは何か影響があるんではないかなとわたしは素人考えですので、はっきりこれ

が原因で死亡が高いというのは、言えませんけど、それではないかなと思います。   

次に進みます。人間ドックの受診状況の取り組みはということですけど、まあ平

成２０年度には、２７４人が受診され、平成２１年には申し込みが８７５人あって

２００人の人は辞退されて実際の受診者は６５１人ということで、この急にですね、

この１年間で受診者が増加しました。何かその辺りでいろいろと町としては、何か

いろんなことをやられたのか。この辺りのことをお聞かせください。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  ２０年度と２１年度の人数のこの大きな違いということに

ついてであります。一つは、先ほど申し上げましたように、人間ドックの検診の充

実ということ、その評価を皆さんがしておられるということであろうと思っており

ます。それともう一つは、２１年度、実はわたしもそうだったんですけれど、２０

年度、人間ドックの申し込みの関係で４月の１０日だったと思いますね。が締め切

りということでありまして、そこにどうしてもうっかりあるいは申し込みがなかっ

たというときのあとのこう申し出等が当然できないということでありまして、２０

年度のそういった受診に対する申込書のこうやり方の町民の方々への十分な把握が

出来てなかったところで思いがあったんだけれども結果的にはこの２７４人でなか

ったのではないのかなと自分なりにこれは感じております。そしてそれを踏まえて

２１年度同じ流れではありますけれども、皆さんの方からこのときまでに申し込み

までに、この申し込みを出して受けたいということの中で、実際に８７５人の申し

出があって６５１人の受診ということになったのではないのかなと、周知されてこ

ういう形の中での人間ドックの申し込みがあったというぐあいに理解をしておりま

す。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  はい、議長。  

○議長（野口俊明君）  杉谷洋一君。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  わたしも町長と一緒に今年の春、保健課のほうに行

ったら、「ああもう終わりましたよ」ということでしたので、「あれ」と思ってね、

そしたらそれまでにね、しっかりした周知がなされておったのかなと思う。わたし
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もどっちかというと、そっちのほう、まあまり健康状態もそう優れたほうじゃあり

ませんので、気にしているほうですので、忘れておったんですけど、ついついうっ

かりということで、その辺りのことはですね、この際言いますのが、大腸がん検診

受けてくださいよ、受けてくださいとたびたび言われてですね、ああそうだなとい

うところで実際、受診される人があろうかと思うんですけど、その辺りは、来年以

降どのようにがんばっていただけますでしょうか、お答えください。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君） 人間ドックの受診についての申し込みという形ですけども、

１年２年３年という経過の中で、期日を定めながらの取り組みということでありま

すので、その形は引き続いていくというぐあいに思っております。ただまあそれま

でについての周知の方法とかですね、ああいったあるいは健康、人間ドックに対す

る申し込みに対してのその期限についての検討であったり周知の方法であったりは

これから来年に向けてということになりますけども、検討していくことかなという

ぐあい思っております。その他のことで、また検討すべきことがあれば担当課のほ

うともいろいろと情報を共有しながら、進めるべきことがあればまた提案をしてみ

たいなというぐあいに思ってるところであります。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  はい、議長。  

○議長（野口俊明君）  杉谷洋一君。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  あのですね、８７５人が申し込みがあって２００人

が受けられてないということで。なんかそうするとせっかくの数をですね、確保し

ておいて再度ねアナウンスしてもらえば、じゃあ受けますよということになろうか

と思いますけど、まあそれはそのようなこともご検討いただきたいと思いますし、

この人間ドックについてはですね、一昨年より去年増えてますけど、これは大体そ

の枠というのは、町長、設けてあるんですか。枠は何もなくて申し込めば、申し込

んで全員受けてくださるんでしょうか。お答え願います。  

○町長（森田増範君）  はい、議長。  

○議長（野口俊明君）  町長。  

○町長（森田増範君）  まず１点目の申し込みをしたんだけども、こう受検が結果

としてされないという場合があったりすることについてのお話だと思いますけども、

年度が、年度といいますか、年が変わってあともう数箇月しかないということの中

での呼びかけはしたい、呼びかけをするということはあろうと思いますけれども、

ただこれも希望されます所の医療機関のほうがですね、受け入れる日にち、指定日

等々があるわけでありまして、そこについては各それぞれが受けれるところでの受

診という形にしていただかなければならないのかな、例えば米子のほうに思ってお

ったんだけども、そこがいっぱいで受けれないということになるとするならば、例
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えば、町内の、という場合もあるのかなと思ったりしております。  

 それから枠の件については、担当課のほうから述べさせていただきたいと思いま

す。  

○保健課長（斎藤  淳君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  斉藤保健課長。  

○保健課長（斎藤  淳君）  お答えいたします。大山町におきましては、人間ドッ

クの定員等の枠は設けてございません、現時点では。ただ、今後その人間ドックが

どんどん普及啓発されて希望者が増えてきた場合に、人間ドックのその国保会計か

らの持ち出しというのもかなりのものでございますので、会計を圧迫するようなこ

とになりそうだということになればですね、その段階で枠を設ける必要も出てくる

んではないかなというふうに感じてはおります。ちなみに、他の県西部の市町村で

人間ドックをやっておりますところは、だいたい定員５０名ですとか、１００名で

すとか、５年に１回ですとか、そんなようなことでは設定しているところが多いよ

うでございます。以上です。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  はい、議長。  

○議長（野口俊明君）  杉谷洋一君。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  はい、よく分かりました。じゃあ続いて脳ドック検

診ついてもう一度町長にお伺いします。  

 先ほど町長のほうからですね、既に実施している自治体の状況等も調査研究しな

がら検討してまいりますというようなお答えでありました。  

 そこでわたしなりにちょっとこれ、わたし、これがちょっと今回のメインであり

まして、これを是非と思うですけれど、そこでですね、脳ドック検診は本町が実施

して検診ではなくてですね、脳ドック検診を受けたいけども、費用が高額のため二

の足を踏んでいる、そういう町民の方がおられます。脳疾患で倒れた本人は元より、

家族にとっても本当に突然の大事件で、運よく入院、命の危険を脱したとしてもで

すね、下半身、左半身、右半身の障がいが残ったりということで、大変苦しんでお

られます。まあリハビリ治療が必要になり後遺症でも大変苦しんでおられます。ま

たわずらった脳梗塞は、わずらった友人等の話ではですね、思えば足の一方が２、

３日前ちょっとしびれておったんだわ、あるいは軽い頭痛があったんだわ、あるい

は軽い言語障害があったんだ、その時はまさか自分がですね、脳梗塞になるとは夢

にも思わんかったと。このような大病になるなら事前に予防する方策があるなら万

全を期していたのにと悩んでおられます。このような事例があります。が、まあ町

長は、検討してますというようなことでしたけど、是非ですね、これはですね、早

く、できるなら明日からでもということになりませんけども、本当に来年からです

ね、是非これはですね、まず他町村でも、先ほど町長も言われました、境港市、伯

耆町、江府町、日野町ではですね、本当に、これ４，０００円から７，０００円の
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範囲の負担ということでやっておりますし、また伯耆町や日野町では、専門医の話

ではですね、この脳ドックは毎年受けなくても、５年ぐらいにいっぺん受ければだ

いたい大丈夫だよということで、まあ伯耆町や日野町では５年に１回というような

形でですね、これがあるようですので、まあ町長その辺りは是非来年から是非実現

していただきたいと再度これについての町長のご見解をお願いいたします。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長。  

○町長（森田増範君）  議員のほうからこれがメインで是非ともということで力が

入っておるところでございますけれども、先ほど申し述べましたように人間ドック

の関係も国保会計であります。人間ドックの受診をどんどんフリーでもしていただ

こうという例えば捉え方にしますれば、その時点でも国保会計のふくらみにつなが

っていきます。一方では、先ほどおっしゃいましたように脳ドック、ＭＲＩの関係

ですけれども、これもやれればなおいいなということではありますけれども、いず

れにしても国保会計に影響してくることであります。先ほど述べましたように他町

村の事例もございますので、そういったことも踏まえて、それから先ほどお話がご

ざいましたように何年の何歳になった時に限ってということもあろうかと思います

けど、そういったことも踏まえて研究をさせていただいて、検討させていただきた

いということでご理解を願いたいと思います。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  杉谷洋一君。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  まあそういうことですのでよろしくお願いしたいと

思います。なんせ人間はですね、命があってのものなんです。命がなくなれば何も

ありません。そういうことを特に頭の中入れてですね、町長、来年から是非よろし

くお願いします。  

 次に、愛育委員の検診の関わりということで、最後にお尋ねいたします。旧大山

では愛育委員さんが受診を促してくれてますが、名和や中山は、やっぱり大山町と

同じように委員さんが一緒にですね、検診を促しておられるのか、もう一度お聞き

いたします。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長。  

○町長（森田増範君）  大山地区にあります愛育委員さん、それから名和地区での

健康づくりの集落の推進員さん、中山地区での保健委員さん、これは旧町からのそ

れぞれのやっぱりやり方の歴史があります。で、そういった旧町ごとのやり方の中

でご選任をいただいております委員さんでありますので、それが現在も引き継がれ

てきているというのが現状でございます。昨年、一昨年でしたか、愛育委員会のほ

うの会長さんのほうから名和の委員さん、あるいは中山の委員さんのほうにも、そ
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ういった取り組みについての働きかけであったりとか、あったようでございますけ

ども、なかなかこれが一体的な形になり得なかったといいますか、一つ前に進まな

かったような経過も聞いたりしておりました。これはやはり旧町からのそれぞれの

委員さんの役割といいますか、取り組みがそのまま現在も継承されているというこ

とであろうと思っております。で、それは非常に地域地域にあったやり方であると

思っておりますので、これも大切な仕組みでもありますし、重要だと思っておりま

す。  

一つさらに踏み込んでいかなければならないなと思っておりますのは、先ほど申

し上げましたように、集落から出ていただいております委員さんが、やっぱり集落

への支えあう、あるいは声かけあいをしあう、助け合いをする、そういった仕組み

への展開にどういう形でつなげていくのかなというところがこれからのポイントか

なと思っております。それが現在の委員さんの形なのか、新しい形の中での取り組

みなのか、そこはこれから検討しなければならないことかなと思っておりますし、

意見もお伺いをしながらでなければこういうぐあいにやりましょうという形で行政

のほうからボールを投げてもなかなかこうそれがきちっと受け止めていただいて広

がっていくということにならないのかもしれませんので、この状況については、現

状の状況を把握をしながら、今後に向けての意見交換もしていかなければならない

んではないかなというぐあいに考えておるところでございます。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  はい、議長。  

○議長（野口俊明君）  杉谷洋一君。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  大山町の胃がん検診だ、あるいは肺がん検診、大腸

がん検診のこういう資料の中でみますとですね、この大山地区はですね、名和地区

は大腸がん検診は多いわけですけど、全体的に大山地区は多いということはですね、

まあこのたびその５０周年記念誌というようなことでこの中にも書いてありますけ

ども、先進地の視察研修であるとか、あるいは講師先生を迎えての研修会であると

か、というようなですね、そういうことがまあこの大山地区委員さんはこの２年で

すし、名和・中山の委員さんは１年ということで、そのあたりも影響があるんでは

ないかなというふうにわたしは思いますし、そこでここに書いておられます戸野課

長、おられますけど、当時は福祉保健課長ということで、ここに書いて述べておら

れますけど、「各種の研究会と独自の取り組みも自主的に企画されました」とか、あ

るいは「会員それぞれの集落の皆さんへの検診の連絡や声かけ等、積極的に行って

おられます。おかげで大山地区の検診受診率は押しなべて高くなっております。」と

いうことでですね、課長も認めていらっしゃるじゃないでしょうか。  

 そういうことでですね、町長のほうもですね、これ読ませてもらうとですね、先

ほど町長も述べられたようなことをですね、中山、名和のですね、尊重しながら一

体化して元気で安心して暮らせるまちづくりを推進を推し進めていきたいというよ
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うなこともここで述べておられます。  

 そこでもうこれが最後ですけど、今後の生活習慣予防対策について、今後の高齢

化社会の中で町民の願いは元気で長生きです。がんの早期発見や脳疾病の予防で健

康増進となり、町全体の活性化につながると考えますが、今後町長としてはですね、

この生活習慣病に対してですね、どのような取り組みをなされるか。それからもう

一つこれ余分かも分かりませんけど、他地区の自治体に比べてですね、特に本町が

進んでいる自慢できる安心安全な医療は何か。最後にお答えください。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長。  

○町長（森田増範君）  生活習慣病ということについてのまず話でございますけど

も、現在取り組みをしておりますこと、これをたくさんの方々にしっかりと受け止

めていただいて、やはり受診率を高めるということだろうと思っておりますので、

啓発活動であったり、そういったことに向けてのお互いに声を掛けたり支え合って

いく仕組みづくり、地域活動が大切でないのかなと思っておるところであります。  

 自慢ということでありますけども、現在そういったことで、さまざまな事業につ

いては取り組みを進めております。他町に比べても進んだ取り組みもしております

し、いろいろな諸事業がございます。そういったことをもってですね、これをしっ

かりと今後につなげていく、結果として先ほど申し上げますように受診率を高めて

いくということに結びつけていくということ、わたしは必要ではないかと思ってお

ります。新しい事業ということが自慢ということと誤解されやすいところがありま

す。新しい事業に取り組みますと、よそより早く取り組みますとですね、先進的で

ないかという捉え方をされますけども、それはもとに戻しますと社会保障の経費が

膨らむということにもつながります。これも継続的にどんどんこう膨らんでいくと

いう形もあるわけでございまして、その辺についてもしっかりと検討しながら、慎

重にそういった判断をしながら進めるべきは進めていくということかなと思ってお

るところでありますのでご理解を賜りたいと思います。  

○議員（４番  杉谷洋一君）  はい、以上終わります。  

○議長（野口俊明君）  これで杉谷洋一君の一般質問は終わりました。  

 ここで暫時休憩いたします。再開は１１時ちょうどにいたします。  

午前１０時５１分  休憩  

────────────────・───・─────────────────  

午前１１時  再開  

○議長（野口俊明君） 再開いたします。引き続き一般質問を行います。次１１番、

諸遊壌司君。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  １１番  諸遊壌司君。  
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○議員（１１番  諸遊壌司君）  諸遊でございます。このたびの９月議会には２項

目についてわたしの意見を述べ町長の考えを質したいと思います。  

まず始めに、大山町エコ農業野菜周年栽培について質したいと思います。長年農

協の営農指導員としてがんばっておられました町長の強い思いで、このたびハウス

建設代金３分の２の町補助制度が創設され、当初予算が１，０００万円、またこの

たびの９月議会で５００万円の補正予算が計上されております。補助率が高いとい

うことでたくさんの農家の参加申し込みがあったようでございますが、わたしはこ

のエコ農業野菜周年栽培について、一抹の不安を感じております。  

まず１点目、少量多品目で所得の確保は可能なのか。２点目、メンバーが初心者

が多いと聞いております。その初心者が多い中で何を作付されるのか、そして消費

者が認めてくださる野菜、立派な野菜ができるまでには、まあ１年、２年かかるわ

けでございます。そういうことでは大丈夫なのか。３番目としまして、エコ農産物

の農薬、化学肥料の削減割合が不明瞭でありますけども、その点はどうなのか。４

番目といたしまして、生産物、つまり出荷物に対して、そういうエコに関しまして

は、県では一般野菜と区別をするために特別栽培というシールがあるわけでござい

ます。そういう意味で町独自のシール等を考えていらっしゃるのか。  

まず取りあえず４点について質したいと思います。   

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長、森田増範君。  

○町長（森田増範君）  それでは諸遊議員さんの大山町エコ農業野菜周年栽培につ

いてということにつきましてのお答えをさせていただきたいと思います。  

 先般の９日の本会議の中での質疑の中でも説明を少しさせていただいたところで

もございますけれども、大山町エコ農業野菜周年栽培の研究会、これが８月２５日

に発足をして、エコ農業に取り組み、野菜の多品目の周年栽培、そしてまた出荷を

するための栽培技術や方策を研究をして、その実践と所得の向上に向けて活動する

んだということを目的としてその組織が立ち上がり取り組みが始まったところでご

ざいます。まだ１か月も経っていないというのが現状でございます。  

 その中でのご質問のこの４点につきまして、まず１点目の少量多品目で所得の確

保は可能かということについてでございます。少量多品目の取り組みは主にブロッ

コリーや白ねぎというような大山町の特産品、そういったものなどの大量生産によ

ります大規模農業の形態ということではなくて、少量でも多品目の野菜を年間を通

じて生産をして、あるいは出荷をしていくということで、一年間を通じた所得、こ

を確保をしていくという取り組みと考えております。  

現在、販売先として考えられますのは、地元の農産物の直売所でありますＪＡの

アスパル、あるいは大山恵みの里公社が取り組んでいます県内・県外への出荷とい

うものが考えられるところであります。  
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今、現在もこれらの出荷をされている方々が多いんじゃないかなと思っておると

ころでありますけれども、これから求められる農産物の研究や、周年の栽培計画等

を研究をされて、さらなる所得の確保に向けての取り組みということになっていく

ものと考えております。  

 ２つ目の初心者が多い中での何を作付、あるいはまた出荷できるようになるまで

は何年も掛かるがということについてであります。ご存じのように研究会の会員の

中には、本当に初心、はじめて２年目だという方もおられますし、そういった方々

からベテランの方々もおられます。作付けにつきましては、今後の研修で最近の求

められる品目、あるいは品種の動向などを研究をされながら、研究会の会員さんが

取り組まれる品目、そういったさまざまなものを各自が、自主的に選定をしていか

れるものでございまして、農協で進めておりますようにブロッコリーであったりと

か、ねぎであったりとかという特定な品目の作付けということでの促すといったこ

とでは考えておらないところでありますし、メンバーの方々もそのような思いでお

られると思っております。  

また、初心者の方に限らず出荷できるまで、どれくらいかかるかにつきましては、

各会員さんの活動に委ねられるということでありますので、会員相互の栽培技術や

情報交換等を通じて活動を行っていかれることと思っております。葉菜類は種を蒔

いてから早く収穫になるものもありますし、そうでないものもあります、期間が短

いものもありますし、長いものもあります。また技術の習得ということについての

時間を要するものもあろうかと思っております。まあこれは個々の考え方の中での

品目選定ということになっていくと考えておりますし、そこの中での技術の向上と

いうぐあいに思います。  

３つ目のエコ農業の、エコ農産物の農薬・化学肥料の削減割合が不明瞭であると

のことについてでございますけれども、設立総会の研修会、ここの中では県の方か

ら来ていただいて、担当課のほうから現在の県としての認証制度、そういったこと

についての説明がありました。研修をしていただきました。ＪＡＳの有機物の農産

物の関係であったり、特別栽培農産物、そういったことの内容、あるいは基準等に

ついても示しをしていただいて研究会の会員の皆さん、研修をされたところでもご

ざいます。  

研究会の取り組みの目標といたしましては、研究会で申し合わせた基準に基づい

て、周年を通した野菜の栽培を行う組織となって、特徴のある生産・出荷・販売、

その取り組みが大山町全体に広がっていくことを目指していくものとしておるとこ

ろであります。もちろんそれぞれの所得確保ということはもちろんでございますけ

ど。  

そういったところから当初から削減の基準を決めた取り組みとするのではなくっ

て、現在あります認証制度、この基準ということについても参考にしながら、ある
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いはそれを目標にしながら、今後の研究会でご指摘の基準作りについても検討して

いくということになろうと思っております。  

 ４つ目の生産物に対しての、町独自のシール等を考えているかということについ

てでございます。環境にやさしい農業で周年を通じて多品目の野菜を生産して、出

荷をしていく取り組みのなかで、いかに所得の確保につなげていくかにおきまして

は、おっしゃいますように、買っていただくためのＰＲも必要であるというぐあい

にわたしも思っております。またそのひとつとしては、研究会独自のシールという

ものも考えられると思いますので、他の事例等も参考にしながら、今後の研修にお

いての検討事項になろうと思っておりますし、また研究会のメンバーでもそういっ

たことの取り組みもなされるのではないかと思っております。  

 ご質問の内容につきましての回答は以上になりますけれども、研究会の会員の皆

さん、これらの取り組みの目的をご理解いただいたうえで、自らの所得向上を目指

して、消費者が求めるものを、いかにいい物を作って、売っていくかという研究を

されて、研究をしていく、またそういった思いをもって参加しておられると思って

おりますので、この研究会の取り組みがこれからの大山町の農業のひとつの経営形

態として、出来上がっていけば、確立していけばと思います。研究会の活動がそう

いった形の中で活発に行われるよう期待をいたしたいと思いますし、またたくさん

の皆さん方のご理解、ご協力も賜りたいと思っておるところであります。以上で終

わります。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  諸遊壌司君。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  今大山町では、ブロッコリー栽培が盛んに行われ

ておりまして、これは中山地区から発祥して今全町に広がっております。西日本で

は、一番の産地、そして全国的に見ても、有数の大産地になっております。そして

所得も本当に１，０００万以上の農家が何十件、３０件でしょうか、４０件でしょ

うか、そんなにたくさんできたと聞いております。  

 で、そこで町長、何故ブロッコリーが西日本一の産地になったか、どう思ってお

られ、何故日本有数の産地になったか、という意味ではどういうお考えでしょうか。

何故なったのか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長。  

○町長（森田増範君）  短い質問の中でありますけれども、奥の深い質問でござい

まして、言葉一つでは言い切れないと思っておりますけども、一番大切なのはそこ

におられる農家の方々、関わっておられる関係者の方々の努力と考えております。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  諸遊壌司君。  
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○議員（１１番  諸遊壌司君）  もちろん関係者の努力、指導、農協の指導の努力、

農家の努力、もちろんございますけども、一番肝心なのは、市場で大山町のブロッ

コリーが信用された、もう大山町のブロッコリーは間違いないものであるという市

場で信用されたから、こういう大きな大産地になったと思っております。つまりブ

ロッコリーが年中、春夏秋冬、これを周年栽培というんですよ。一つの種類の野菜

が、春夏秋冬出るのが周年栽培と言っておりますけども、それがずっと滞りなく出

たがために、わたしは大山町が一番の西日本一番の産地になっただろうと思ってお

ります。そこは分かっておりますね、町長。  

 そこでね、少量多品目、誠にいいようなことでございますけど、わたし昨年でし

た。恵みの里公社から、つまりスーパーにおろすのに何か違った野菜が欲しいとい

うことで、ちゃんこ葱という、まあいわば青ねぎと白ねぎの中間へんの葱を作って

みてくれということで作りました。で、野菜に関しては、まあ素人みたいなもんで

すけども、それでわたしも農業にいそしんでおりまして、まあそこそこのものがで

きました。面積が間口が５メートル、奥行き２５メートル、まあ１畝ですね。１畝

でちゃんこ葱を作ったわけでございます。  

ところがね町長、ここですわ。県内のおろすところ、今のＪＡのアスパルですか、

それから恵みの里が契約しておりますホープタウンとか、ああいいうところ３つ、

４つありますね、それから県外の岡山のなんていうところでしたかいな、そこに出

したんです。ところがね、余るんですよ。本当にねいろんなところに出します。と

ころがね、そんなにそんなに売れるわけがないんですよ。だからわたしが心配する

のは、１５人、一応１５人の人がいろんな野菜を作られる。で、それを４か所、５

か所、県内を含めて県外を含めて４か所、５か所に出されると必ず余ります。そし

てわたしまあ売れてるぞーと思っていきて、無いから売れてるぞと思ってバックヤ

ードに行きますと、残ってるんですよね。もう農家の気持ちとして涙が出るような

もんです。せっかく作ってね、１本１本きれいにして束ねて出して、バックヤード

にいくと半分、多いときに半分、少ないときには１割２割残ってるんですよ。たっ

た１畝のねぎなんですよ。  

ここでね、わたしが少量多品目をその道の駅といいますか、スーパーの大山町コ

ーナーに出す、誠にきれいないいような施策でございますけども実際問題として、

農家の所得に通じるのか、安心して農家が野菜を作ることができるのか。そういう

ことに心配するわけでございます。ここで町長の答弁をお願いします。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  議員の自分の実例を上げながらということでございますの

で、ご苦労されてるんだなというぐあいに思いますけども、余る、残るについては、

消費者のニーズに合うか合わないか、品質がいいか悪いか、いろいろあると思いま
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すので、そこについてはその状況の中で、そういう結果だったんじゃないかなとい

うぐあいに思っております。  

先ほどブロッコリーを一つの例にして述べられましたけども、市場から信用され

たからブロッコリーが特産品として今の位置があるということでありました。もち

ろんその通りであります。市場から認められるために、どれだけの努力をするかと

いうことが農家の力であり、関係者の力であるということであります。いい物を作

って、それを求められる品物をしっかりと市場に、そして消費地に届けるという努

力があってこそ、信用があって市場での評価が高まり、それができるだけ秋だけで

はなくって、春も周年もというニーズの中でこの現在の大山町のブロッコリーの周

年出荷形のものが出来上がったと思っております。  

 中山の方でも一番スタートは名和の方からというぐあいに伺っておりますけど

も、それがこのスタートの中で秋からスタートしました。秋のブロッコリーでも西

日本一をとった中山のブロッコリーの時代があったわけでありまして、その当時か

ら今日は周年に向けての取り組みという形でさらにその産地の評価は高まり、有利

販売、農家の所得の確保ということにつながっておると思っております。  

その中で少量多品目ということについてでございますけれど、このエコ農業の周

年栽培ということの研究会については、少量ということについては、どこの規約等々

にあってもうたってございません。多品目周年出荷という捉え方であります。これ

は研究会として、多品目のものを周年出荷をしていこうということでありまして、

個人で必ずしも少量の多品目でなければならないということの取り決めやルールも

全くないというのが現状であります。結果として個々の選択として少量多品目とい

う方もあろうかというぐあいに思っておりますけども、研究部会としては、先ほど

述べられましたように１年間を通じてこの大山町の研究部会の産品がエコにこだわ

った産品が消費地の方に届けれると、１年間大山町の研究部会のいろいろなさまざ

まな野菜が消費地に届けられて、お互いの顔が見れる関係を作り上げていこうとい

うところが、大きな有利販売につながっていく、信用を作っていく大きな柱である

とわたしは思っておりまして、この周年という意味合いはそこにありますし、もう

一つは、周年といいますのは、やはりブロッコリーもそうです。ねぎもそうですけ

ども、目標としては、勤めておられる方も、月々の給与等があるわけですけれども、

毎月、農家に所得がある、お金が入ってくるという仕組みづくりをしっかりと農業

の部分でも作り上げていく経営形態、これも今後の、あるいは現在実践をしておら

れる方々の大きな事例としてあるわけでありますので、それをこの周年の研究会の

中でもトライをしていく、作り上げていく、それを目指していく、ということであ

ろうと思っております。個々の少量多品目という中でのご苦労はあろうと思ってお

ります。それは市場ニーズをあるいは状況を把握する中で、自分のリスクを持ちな

がら作っていくということでありますので、そこの売れる、売れないについてはや
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はり生産された方においての自己責任という問題はあろうと思っております。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  諸遊壌司君。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  町長の答弁ある意味では分かります。わたしも農

家をしておりますので、町長の答弁が間違っているわけではございません。ただわ

たしが先ほど述べましたように、自分の実体験として心配をするわけでございます。 

それで先ほどのわたしの質問の追加でございますけども、まあ普及所辺りと相談

しました。どうしようかと。で、市場と相談しました。市場はね、やっぱり量が少

なくて相手にしてごしならんですだ。そこで市場と取り引きできるような量ではな

い。かといってまあスーパー大山町コーナーですか、アスパルに出してもそんなに

売れない。そういうことも是非とも踏まえてね、これから進めて欲しいと思うわけ

でございます。  

先ほど申しましたように専業農家の所得向上ばかりでなく、兼業農家の、言わば

奥さんの小遣い稼ぎというのは失礼かもしれんですけども、そういうこととか老後

のおじいちゃん、おばあちゃんの収入の増加、そのためにこういう施策もまあそう

だなと思いますけども、つまりわたしは出したものが全てお金になる、そのために

はやはり種類をある程度絞られまして、市場にも出せれる、こういうこと、こうい

う作り方をしているんだよという意味で、そういう作り方とか、量をまとめられて

市場にも出せれるという経営形態、指導方針でなければ、真のあなたが持っておら

れる農業施策にならないではないかと思ったりします。再度お答えください。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君） 品目の選定ということについては、研究部会、あるいは個々

のそれぞれの思いの中で選定をされていくものだろうと思っております。いくらこ

う作っても売れないというものも当然あります。ただ売れないと思っているもので

もですね、例えば研究部会、こういった形で周年をしてこういったこだわりの取り

組みをしておられるそういうものが一年間、コンスタントに出荷をしていけるとい

う例えば体制であったり、形ができた中では変わったもんでもこだわったものにつ

いて、買っていただくところから、こういうものを作って欲しいなという提案も当

然出てくると思います。例えばその中に先ほどおっしゃいましたちゃんこ葱ですか、

というものも出てくるかもしれない。やはり売り先、売れ先、そういったニーズを

把握する中での取り組みができれば一番こう農家にとっての安定生産、安定所得に

つながると思っております。  

ただ、やはりそれができあがるまでには、冒頭に議員おっしゃいましたように、

信用、ファンづくりということにつながっていくと思いますので、少し時間が掛か

ると思いますけども、研究部会の部会員さんのその努力の中でこだわりといいます
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か、このエコ農業ということについての取り組みはやはり土づくり、あるいは農薬

を減らしていこう、化学肥料を減らしていこうという視点での取り組みで思いをも

って集まっておられる方の会でございますので、そういったところを一つのこの研

究会の売りとして、技術の確立定着はもちろんですけども、品目の選定も当然研究

部会の方から県外のマーケットの方との情報交換であったり、交流であったりもこ

れからしていかれると思いますし、そういった中での取り組みに多品目という形に

つながっていくんではないかと思っております。やみ雲にこれを作ったから高く買

ってもらわにゃいけんという形での部会の取り組みにはならないと思いますし、で

はないと思っておるところであります。以上であります。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  諸遊壌司君。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  是非とも行政もしっかりバックアップされまして

成功に終わること願うっていいますか、是非とも成功させたいものだと思っており

ます。  

 続いて２番目に、山香荘のサッカー場グランド整備について質したいと思います。 

 大山町は、本年４月より本町の人口減、高齢化率の上昇から、国より過疎地域の

指定を受けました。そのため、過疎対策事業債の活用で平成２３年度に、来年度で

すね、山香荘にサッカー場建設が具体的に計画されましたが、まだ費用対効果の具

体的な検討に入っていない現状の中、計画によりますとそのサッカー場に４億７，

０００万円の大金を投じる計画になっています。また町長自身の選挙公約マニフェ

ストにも、違う、あなたは箱物を使わん、作らない、ソフト事業を重点とする施策

をするというマニフェストと違う事業に、町民の血税を注ぐことはいかがなもので

あるかと私は思うわけでございます。  

 マスコミ報道によりますれば、米子市内のゴルフ場跡にガイナーレ鳥取が名称、

まあ仮称でしょうけども「やじんスタジアム」を作る計画がございます。コートが

２面の計画でございます。これは市民より３億円の協賛金を募り市からの財政負担

は一銭もない、ゼロであると、そういうことでございます。米子にサッカー場が建

設されれば競合し山香荘サッカー場の利用者も激減すると思うわけでございますが、

町長の考えを質したいと思います。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  ２つ目の質問でございます。山香荘サッカーグラウンド整

備についてのご質問にお答えさせていただきたいと思います。  

 議員ご指摘のとおり今議会に提案いたしております過疎地域自立促進計画におき

まして、山香荘をはじめとした大山町地域休養施設を「鳥取県フットボールセンタ

ー」として整備する計画を含めておるところでございます。本計画は、３月の定例
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議会の場で整備の計画につきましてのご相談を開始をさせていただき、その後この

６月の定例議会の中で一定の調査費を計上していただいたことによりまして、概略

の施設整備計画とそれに伴います概算の経費を算定させていただいたものでござい

まして、あくまでも事業を実施した場合の数字等を計画内に盛り込んでいるところ

でございます。事業実施が不確定なものを自立促進計画に盛り込むことの是非でご

ざいますが、本計画は、事務レベルで、計画具体化段階のものでございまして、執

行部としての一つのご提案として提示させていただいているものでございます。と

申しますのも、全ての事業を実施レベルまでに詳細に議論をいたしましてから自立、

過疎のこの自立促進計画に盛り込み、計画の変更を申請するといったことになりま

すと、事業実施までに大変長いタイムラグが生ずることとなりますために、当初計

画に最大の規模を想定したところで盛り込ませていただいたところでございます。  

従いまして、今後議会の皆さんなどと幅広い議論や検討を行いました上で、方向

性、結論を出していく考えでございますので、ご理解を賜りますようにお願いを申

し上げたいと思います。もちろん、必要経費の全てを過疎債に頼るのではなくって、

有利な補助制度の活用につきましても、何かいいものがないかということの検討を

指示いたしているところでございます。整備費用を必要最小限にとどめていきます

ことも、申し上げるまでもなく当然のことでございます。  

 また、私自身のマニュフェストとの整合性についてでございますけれども、これ

につきましては、最初の昨年の６月の議会でも議員のほうからの同じご質問もござ

いました。その時にも申し上げておりますし、幾度となくその後も申し上げている

ところでございます。「目的達成のための十分な協議・検討がなされていない行政

施設建設、その手法を見直す」ということでございまして、しっかりとした利用計

画をもつ施設の建設は、不要であるとは考えておりません。このことは常に申し述

べているところでありまして、議会の皆さん方と協議しながら、必要であるものは

建設しなければならないと考えております。  

 それから今年のガイナーレ鳥取の活躍はめざましいものがございます。現在もト

ップをばく進中でございます。Ｊ２入りが確実になってきましたことは、私も県民

の一人として大変嬉しく思っておりますし、ガイナーレのスポンサー、これも「大

山」にちなんだ会社が多く関わっていただいておりまして、大山の知名度向上にも

大きな期待をもっているところでございます。  

ご指摘のように現在、米子市のゴルフ場跡地を活用して「やじんスタジアム」と

称します市民サポーターからの寄付によります本拠地グラウンド整備計画が実行さ

れようといたしております。この計画と本町におきますサッカーグラウンドとの競

合をご心配いただいているところでございまして、特にＳＣ鳥取のご計画はあくま

でもＪリーグに加盟するプロの球団が、自身の本拠地を基準に沿った形で整備しよ

うとされているものでございまして、付属しますジュニアあるいはユースチームが
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利用される以外は、一般のアマチュアグループ等が使用することはほとんど考えて

おられません。わたくしはそのように理解しております。  

また、本町の場合は鳥取県サッカー協会さんのほうから提案されております「鳥

取県フットボールセンター」、いわゆる拠点の施設として管理されることを想定し

ておりますので、県のサッカー協会が絡む催し等は原則としてこのフットボールセ

ンターを拠点に行われることになりますし、夜間照明付き人工芝グラウンドとする

ことによりまして、その付加価値、優位性はより一層高まるものと見込んでおりま

す。  

 そもそも本構想は、サッカーグラウンドを整備すること自体を目的としているも

のではありませんでして、住民の福祉増進、特に地域活性化を目的として整備をさ

れ、長い間にわたって親しまれ、近隣の観光農園とのタイアップ等、地域の活性化

に一定の役割を果たしてきましたこの山香荘の再生の策を検討する中で、現実的な

対応策として浮上しているものでございまして、本来の地域休養施設整備の目的を

できるだけ残しながら、活用を図っていきたいと考えているところでありますこと

をご理解賜りたいと思います。  

 今後の周辺を含めました具体的な活性策につきまして議員の皆さまともご相談を

重ねて参りたいと思っておりますので、その際にはどうぞいろいろなご意見をいた

だきますようお願いを申し上げ答弁とさせていただきます。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  諸遊壌司君。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  時間がね、あと２０分少々、この件につきまして

は、あとから野口議員も吉原議員も質問されますので、はしょって質問したいと思

います。   

まずね町長、首長にとって町民に対して一番必要なことはなんだと思われますか。

ちょっと言い方を変えれば、町長と町民との間にどんな関係が望ましいと思ってい

らっしゃいますか。簡単な言葉でお答えください。  

○議長（野口俊明君）  町長。  

○町長（森田増範君）  町民の皆さんとの関係、短い言葉でなかなか表すことがで

きませんけれども、急にちょっと振られますと困ります。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  はい分かりました。  

○議長（野口俊明君）  はい許可を受けて。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  はい、議長。  

○議長（野口俊明君）  今度は、諸遊壌司君。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  はい、わたしと同じ考えだったらうなずいてくだ

さい。わたしは首長と町民の考えは、信頼関係だと思っています、どうですか。同

じ考えだったらうなずいてください、町長。信頼関係ですね。そうです、もう町長
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とトップ、大山町民のトップと町民とが信頼が結ばれていなければ、行政はやって

いかれない。  

そこでもう一度繰り返します、あなたは今答弁の中に目的達成のための十分な協

議、検討がされていない行政施設建設手法を見直すということで、しっかりとした

活用計画をもつ施設建設は不要であるとは考えておりません。ということはしっか

り議論すれば作ってもよい、箱物を作ってもよいということだろうと思っておりま

す。ね、ところが今はそうおっしゃいますけども、あなたが１年半前に立候補され

て出されたあなたをぼくはいつも見ておりますよ、町長。本当に。やっぱりね、今

そういう弁解じみたことをおっしゃいますけども、「全部箱物行政を変えます。」ね、

「とにかくわたしは見直します。箱物行政からソフト重視へ転換します。」絶えずそ

のことが書いてあるんですよ。で、今は協議がしっかりしてあれば作ってもいいよ

ということにちょっと方向転換されたと思いますけども、わたしはね、一番心配な

のは、あなたは箱物を作らんと言って出られました。当選されました。そして一年

経つかたたんうちに、４億７，０００万の、もちろん補助もありますよ、助成もあ

りますよ。４億７，０００万の大きな施設を作る、ここを考えに町民が賛成するか、

賛成しないか、賛同するか、しないか、理解を示すか、示さないかだとわたしは思

うわけでございます。  

いいですか、町長。わたしはね、どうしても作りたいと、鳥取県のフットボール

センターの拠点にしたいというならば、あなたは２１年に立候補され当選されまし

た。２１、２２、２３、２４、２４年まであなたは町長の資格があります。２５年

に立候補されるときに堂々とわたしは借銭をしてでも、町民の血税を使ってでも作

りたいと堂々と述べて当選されませ。そうなれば堂々とできるじゃないですか。今

このまんまこの計画を進められますと、町民が、町民と行政、町民とあなたに不信

感が生まれるのでないかと、わたしは本当に心配するわけでございます。ここまで

でご答弁を。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  たびたび申し上げますけども、諸遊議員の思いとわたしの

思いが違うんだろうなと思っております。箱物という捉え方をされますけども、や

はり保育所であっても、これも箱物であります。当然、必要なものは、議論をする

中で議会のご了解を議決をいただいて建設がなされるものであります。わたしもい

ろいろな状況の中で、必要のあるものは、施設であれ、あるいはソフト事業であれ、

取り組みをしなければならないと思っております。その都度議会のほうの皆さんの

ほうにもご相談をし意見を賜り、議決を受けた上でなされるものであると考えてお

ります。  

この山香荘の件につきましても、あとからまた他の議員のほうからのご質問もご
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ざいますので、またその場でも触れることがあろうと思っておりますけれども、新

しく作るものではありません。今まで現在、数十年この施設が使われてきておりま

す。そしてたくさんの町のほうからの持ち出しもしながら、地域活性のために取り

組んできた事業であります。今その事業を今後どのようにして山香荘をしていくか

という大切な判断をする時期にわたしはあると考えています。その環貫の中で、過

疎法の中の関係がありますので、計画の中にもあらかじめ提示をさせていただいた

りしておるところでありますけれども、その一つの取り組みとして、先ほど述べて

おります案件を提案として入れております。もちろん先ほど申し述べましたように

これを本当に実施するのかどうか、議会の皆さんとの意見賜りながら、不要という

ことであるならば、それはできないということになると思っております。議決案件

でございます。予算が伴います。しかし、必要であるという思いの中でしっかりと

説明をし、理解を求めた上でいけれるものなら、これは今の現状の状況を把握する

中で前向きな取り組みとしてすべきではないのかというぐあいに思っておるところ

であります。以上であります。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  議長。   

○議長（野口俊明君）  諸遊壌司君。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  箱物には、学校の耐震とかあるじゃないかとおっ

しゃいましたけど、もちろんございます。しかしね、町長、それはね、大山町の総

合計画に載ってるんですよ。学校を耐震にしよう、どこだか直そうというのは。と

ころがこのサッカー場は、大山町の総合計画も無く大山恵みの里構想にも無いもの

が、あなたは１年も、町長になられて１年も経たないうちにぽんと出されて、その

金額が４億７，０００万。これはね、町民の一人としてそれはいいことだという、

サッカーが好きな人はそう思われるかもしれんですけど、一般町民の感情からして

拍手喝采をする施策ではないとわたしは思っています。  

 そしてね、町長、これうーん、スポーツにはね、流行があるんですよ。戦前戦後

は、西山議員じゃないですけど、相撲が盛んでしたね、どっこにも神社にも中学校

にも土俵がありました。ところが今、相撲する子どもたちは、昨日は名和小学校で

ありましたけども、ほとんどなくなりました。ね、それから次のブームは、野球は

ずっと続いておりますけども、テニス、テニスは皇后陛下さんが結婚されたような

頃からテニスブームになりました。山香荘にも大山の体育館にもね、米子のハイツ、

尾高ハイツですか、それから皆生の体育館ですか、温泉プールのところにもたくさ

んテニス場ができました。ところが今見てください。全部、クローズになっており

ます。スポーツにはね、流行があるんですよ。ね、そして問題はね、その箱物を作

るということには、町民がどほど利用するか、町民のための施設でなければならな

い。確かに県のサッカー協会が拠点にしたい、それいいかもしれんです。でも税金

を使うのは町民なんです。町民のための施設でなければこの計画は駄目だとわたし
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は思うわけでございますけども。１３分間。えーどうでしょうかね、そういうスポ

ーツの種類が変わってきた。流行が変わってきた。そして今大山町の人口が毎年、

２５０人から３００人減っておりますよ。子どもたちもどんどんどんどん減ってお

ります。そういう現状において、本当に血税を注ぐのがいいのかどうなのか、とい

うことですけれど、再度ご答弁ください。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君） 最後の質問だということでございますので、（「再度ですよ、

まんだ時間限りします」との声あり）誤解があってもいけませんので、お話をさせ

ていただいたらと思いますけれども、まず施設の関係につきましては、本当に新し

いものを作っていくということでなくって今現在ここにいたるまでの、この山香荘

の利用の状況、３年前に指定管理という形に出させていただきました。わたしも議

会の中で今後の活用ということも含めて提案があり、３年間指定管理を委ねた経過

があります。しかし、３年を経過した中で新しい展開にならなかったという現状が

あります。  

 設置をされてから、今年、昨年ぐらいまでの中で、町が投入いたしました、繰り

入れをいたしましたものがだいたい平均といたしますと、年で１，５００万ぐらい

ございます。  

指定管理の関係では、３年間で平均１，０００万ぐらいだったのかなと思います

けども、厳しいそういう流れの中で、特に指定管理の継続の中で状況を伺いますと

きに、やはり１，０００万、５００万から１，４００万ぐらい必要であるという提

示も受けたりしております。そのことも議会の皆さんの方にもお話をさせていただ

きながら、この２２年度については、町の直営でやっていこうという方向性につい

てご理解をいただいてその取り組みを今しておるところであります。将来に向けて

も、その山香荘の活用という形の中で必要なものは出ていきます。その使い方の中

で有効に施設を利活用していく手法も今検討し判断をしていかなければならない時

であります。  

テニスコートとか、いろいろなブームのことを話をされました。わたくしが今こ

の取り組みを提案させていただいておりますのは、県のサッカー協会、これが１０

年間の計画という捉え方の中で議員の皆さんのほうにもすでにそういったお示しを

していただいてる資料もお持ちだろうと思いますけれども、活用計画、１０年間の

活用計画、今現状が１万人くらいの山香荘の利用でありますけれども、３倍ぐらい

の３万人ぐらい利活用の計画を示しておられます。当然県のサッカー協会でありま

すので、子どもたちへの活用も多くあろうと思っております。子どもたちが来ると

いうことについては、家族も保護者も来られるということも想定をされます。今の

現状よりもたくさんの方々がこの山香荘に来ていただけるそういう計画を示してい
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ただいておりますし、またこの計画の中にも自らが活用するということももちろん

ですけれども、大山町の周辺の活用、大山寺との関係さまざまなこの大山の資源、

活かす提案もされております。いろいろな形の中で、合併をいたしましてから大山

の恵みを活かした、そういったまちづくりということが大きなテーマになってきて

おります。交流人口の増やしていこうということも大きな現在の、合併をした当初

からの恵みの里計画のプランの中の柱でもございます。そういった取り組みの中で、

１０年の計画を立て、そしてしっかりと計画の中で利用の計画を持ち、提案されて

いる内容であるということをもって、このたびの過疎法への計画の中へ載せている

というところであります。  

ただし、金額につきましては、申し上げておりますように、本当に最大限のもの

の提示でありますので、今後議員の皆さんと協議をし、ご意見を賜る中で、こうい

った事業費の予算の削減等々について縮小ということについてもご指摘もあろうと

思いますし、検討していかなければならないことであろうと思っておるところでご

ざいます。たくさんのご質問があったかと思いますけども、十分でないかもしれま

せんが、現状のこの質問につきまして、現在の質問につきまして答えとさせていた

だきます。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  諸遊壌司君。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  あと、７分。今ね町長、町民があなたとわたしの

やりとりを見ていらっしゃると思います。この放送が再度にわたって流れてくると

思います。で、町民の皆さんがあなたが言っておられることに賛成されるのか、あ

るいはわたしが言ってることに賛成されるのか、これをね、議会でなしに町民に問

わなければならない。それを問うためにはどうするか。それはやっぱり次の選挙な

んですよ。いいことに…、なんですか。わたしに発言中は黙ってください。  

 つまりね、こういう大事なこと、４億、５億掛けることをポーンと１年経つか経

たないかのうちに決めてすぐするということはね、町民に非常に不信を抱くものだ

とわたしは思っています。この過疎債は２２年から２７年間の６年間、使えるわけ

でございます。この計画はこの計画で残しておきましょうよ。そして、あなたが次

の立候補されるとき２５年、皆さんに町民に訴えなさいよ。そして、そこであなた

が信任を受けられたら堂々としたらいいじゃないかと思っています。最後の質問で、

最後お答えください。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  一番最初のスタートの話に戻らせていただきます。この取

り組みにつきまして、相手があるということ。利活用にとっての相手があるという

こと、そのことが大きなポイントであるとわたしは思っております。山香荘を作っ
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て人工芝にして、さあこれをどこかの皆さん使ってください、予定されているかど

うか分からない状況の中で建設をする、そういう視点はもっておりません。これも

たびたび議員にも話をすることであります。そのことについて理解をしていただい

ていないということであろうと思っております。県のサッカー協会、鳥取県のサッ

カー協会、たくさんの利用者あるいは会員、もっておられます。年間を通じてさま

ざまな計画を立てて取り組みをしておられます。そのサッカー協会がここの山香荘

を利用するという１０年間の指定管理の提案を今受ける、今受けなければ将来はあ

りません。そのことを町民の皆さんにも理解をしていただきたいと思いますし、ま

た議会の中でもこのことについて十分な議論がわたしはなされることと思っており

ます。わたしはわたしの思いを、あるいはわたしの提案を精一杯議会の皆さんの方

にも諸遊議員さんにもお話をさせていただいているつもりでありますけれども、当

然理解ができないという方もたくさんの中にはおられることも承知をしております。

長い将来を考えて、今ある今判断をしていかなければならないこの状況の中で、町

民の皆さん、そして議会の皆さんにもご理解をいただく中でこの提案は最終的に議

決いただくかいただかないか、わたしどもは精一杯の説明や提案の内容については

あるいは予算についても努力をいたします。最終的には議会の皆さんが決めていた

だくことであると思っております。その中には、反対される方も中にはあると思い

ますし、賛成をされる方もあると思っております。私はそれが議会であると思って

おります。終わります。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  諸遊壌司君。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  全ての施設は、全ての町民のためにあるべきだと

いうことを申し述べましてわたしの質問を終えたいと思います。  

○議長（野口俊明君）  これで諸遊壌司君の一般質問は終わります。  

 ここで正午の休憩に入りますが、再開は午後１時といたします。これで午前中の

一般質問は終わります。散会いたします。  

午後０時  休憩  

────────────────・───・─────────────────  

午後１時  再開  

○議長（野口俊明君）  そういたしますと、これからまた午後の一般質問を再開い

たします。７番、近藤大介君。  

○議員（７番  近藤大介君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  ７番、近藤大介君。  

○議員（７番  近藤大介君） 近藤大介です。そうしましたら通告にしたがいまして

今回は２項目質問をさせていただきます。  

まずはじめに、行財政改革の取り組みについてということで町長にお尋ねしたい
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と思います。  

実は今年３月の定例会で今回大山町が過疎指定されたということと、もう一つ住

民自治の取り組みについてということで一般質問しておりますが、この際に大山町

の財政のことについても少し質問しております。今回はその大山町の財政について

もう少し踏み込んで行財政改革の取り組みということで、質問をいたします。  

今、国、地方とも財政は大変厳しく、行財政の改革はどこの地方自治体も抱える

大変大きな問題となっています。今定例会におきまして、今昨年度の決算をわれわ

れ審査しておりますが、財政的な面からわたしなりに今回の決算を総括してみます

と、平成２１年度におきましては、大山小学校の大規模改修工事ですとか、中山の

ほうにできました農産加工施設の建設など、建設事業をはじめさまざまな事業を行

ったうえ、２１年度では３億７，０００万円を新たに町の基金に積み増しすること

ができ、町の基金の総額は、３７億７，０００万円に今なっております。一般会計

と特別会計の借金の総額は、２４２億円と依然大きな借金が残っておるわけですけ

れど、これも昨年１年間で１０億円返済しておりまして、その分借金が減っておる

というところでございます。決算書だけで判断すれば２１年度、概ねいい決算がで

きたのではないかなというふうに振り返ることができると思うんですが、しかし忘

れてはいけないのは、平成２６年度までは、市町村合併の特例措置で、国からもら

う交付税の金額が随分多めにもらえているということであります。３月の定例会の

際にも触れましたけれども、この交付税が２７年度からは少しずつ減額をされ、１

０年後特例措置がなくなった時点では、今現在５２億、２１年度で５２億もらって

いる交付税から８億ないし１０億円は減額されるという見込みでございます。大山

町の町税の収入が１５億円しかない中で、町の収入が１０億減ると、このことが町

の財政に非常に大きな影響を与えるということは、町長も先だっておっしゃってお

られたところです。合併以来、これまでも行財政改革には取り組んでおるところで

はありますが、わたしは今の取り組みでは決して十分だとは思っておりません。今

外部の識者の方による大山町行財政改革審議会で、今後の取り組みについて議論い

ただいているところでありますけれど、やはり将来に向けて、なお一層行革に取り

組んでいく必要があると考えますが、この行財政改革についての今の取り組み状況、

それから森田町長の今後の方針について、ご説明をお願いします。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  近藤議員さんのほうからまず一つ目の質問ということで、

行財政改革の取り組みについてということの質問でございました。お答えをさせて

いただきたいと思います。  

 まず行財政改革の取り組みにつきましては、今年の６月２日に第１回目の行財政

改革審議会を開催をいたしまして、第２次になります。行財政改革大綱の作成、集
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中改革プランの見直しについて諮問を行い、現在まで４回の審議会を重ねて、今年

中に第２次の行財政改革大綱及び集中改革プランの答申をいただく予定といたして

おるところでございます。  

 行財政改革は町民の安全・安心、そして快適な暮らしづくりに資するところの財

政基盤を確立をするためのものでございまして、何より町民の方々の視点に立って、

これまでの行政の前例、あるいは慣例などを払拭したうえで、町民サービスの維持・

向上のため、受益者の負担も含め、何をしなければならないのか、何を変えていか

なければならないのかを議論していく必要もございます。そのため、厳しい財政状

況下におきまして、より多くの行政サービスを確保するためには、職員に負担を仰

ぐもの、そして町民の皆さまにもご負担を願うもの、そういったさまざまな改革を

可能な限り展開をして、聖域のない改革として取り組みを進めてまいりたいという

ぐあい考えておるところでございます。  

行財政改革の推進につきましては、町民の皆さまにも大きく関わりのあることで

ございますので、策定の段階までにまたその見直しにおきましても、適切な情報の

公開を行いながら、また意見を伺いながらご理解、ご協力を賜りたいというぐあい

に考えておるところでございます。  

今後、答申されます大綱、そしてプランを基本、念頭におきまして新年度の予算

編成でその方向性を明らかにしてまいりたいというぐあいに考えておりますが、行

財政改革への取り組みについては、私の強いリーダーシップのもと、危機意識と改

革意識を職員と共有をして、そして町民の皆さまのご協力も賜りながらその取り組

みを行ってまいりたいと考えておるところでございます。どうぞよろしくお願い申

し上げます。  

○議員（７番  近藤大介君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  近藤大介君。  

○議員（７番  近藤大介君） この行財政の改革が今大山町にとって最も重要な課題

の一つであるということについては、間違いないところだとわたしは思ってるんで

すけれども、今町長のお話の中で、厳しい状況下の中で、より多くの行政サービス

を生み出すためにも、職員の皆さんに負担を仰がなければならないものもあるだろ

うと。町民の皆さんにもご負担を今以上のご負担をお願いしなければならない部分

もあるだろうというところで、聖域なき改革を取り組む、そのためには、これまで

の前例や慣例などを取り払っていくんだと、その上で町長自らの強いリーダーシッ

プで取り組んでいくという、まあ大変力強いご発言をいただきました。是非こうい

う方向でがんばっていただきたいなと、本当に思うところではあるんですけれども、

本当にこの改革を進めていく上でわれわれ議員も勿論知恵を絞らなければならない

でしょうし、町民の皆さまにも協力してもらわなくてはならない。何よりもやはり

ここで一番主体的にがんばっていただかなければならないのは、行政の運営を任さ
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れている町長であり、町長を支える職員の皆さんだと思うんです。  

そこでですね、今現在行革審、行財政改革審議会で議論されている部分を基本に、

新年度の、来年度ですね、２３年度の予算編成で方向性を明らかにするというご発

言もございましたが、先ほども言いましたように、本当に主体として取り組んでい

ただかなければならないのは町長であり、職員の皆さんでございまして、今現在行

革審で協議はされていますけれども、今まさに取り組めることもたくさんあるので

はないだろうかと。行革審の答申を待って待たずともできるところから、一歩ずつ

どんどん進んでいく、そういう姿勢をもっとお示しいただきたいなというふうに思

うんですけれども、具体的に今こういうことをやっているというところがあれば、

ご説明をお願いいたします。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  詳細につきまして担当課長のほうから述べさせていただき

たいと思います。  

○総務課長（押村彰文君）  議長、総務課長。  

○議長（野口俊明君）  押村総務課長。  

○総務課長（押村彰文君）  行革審を待たずして今取り組んでいることということ

でございますが、まず行革審の中でも、今後の財政についてどうするかっていうの

は、非常にまあ重要なポイントだと思っております。それに向けて、先ほど議員さ

んのほうからもありましたけども、合併後１０年では交付税が落ち込んでいるとい

うのがもう目に見えておりますから、今その将来の財政に対してのどうあるべきだ

というのはわれわれとしても取り組んでおるところでございます。具体的に今取り

組んでおることをなかなか説明しづらいところがございますけども、たとえば職員

の定数管理、この辺につきましては、将来に向けて職員定数、どうあるべきか、と

いうことは現に計画として示しております。それから職員の時間外手当のことにつ

いても、これはもちろん健康上のこともございますが、経費のこともございますの

で、そのへんの取り組みには既に今年度に入ってから取り組んでおるところでござ

います。以上でございます。  

○議員（７番  近藤大介君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  近藤大介君。  

○議員（７番  近藤大介君）  町長のそのこれからの行革に向けて取り組んでいか

なければならないその理念とか決意は、正に本当にそのとおりだと思うわけで、そ

の中でですね、今総務課長のほうから説明もいただきましたけれども、今後こうい

う取り組みをしていかなければならない、いこう、そういうところは始まっている

ようですけれども、もっと具体的にですね、今の事業、個々の事業を見直しながら、

これは廃止すべきだとか、そういう踏み込んだ議論であったりとか、こういう経費
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を削減する、削減した、そういう具体的なところにもっと積極的に取り組んでいた

だきたいなと思うんですけれども、まあそのことは取りあえず置いときましてです

ね、これまでの、あ、失礼しました。そもそもその今現在取り組もうとしている、

その行財政改革の中でですね、特に主要な課題を町長なり執行部の皆さんはどうい

うふうに認識しておられるのか、このへんもう少し追加で説明お願いします。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  現在取り組んでおります行財政改革の課題ということでご

ざいますので、審議会の内容等々もございます。担当課長の方から答えさせていた

だきたいと思います。  

○総務課長（押村彰文君）  議長、総務課長。  

○議長（野口俊明君）  押村総務課長。  

○総務課長（押村彰文君）  行財政改革の主要課題についてお答えさせていただき

ます。  

 これまでの行財政改革の成果と課題を踏まえまして厳しさを増す地方財政の現状

を認識しながら、少子高齢化、高度情報化などの地域課題と住民ニーズに適切に柔

軟に対応できる質の高いサービスの提供するために、行政と住民の情報の共有、住

民参画、協働のまちづくりを柱に行政と住民が役割と責任を担い合い、地域課題の

効果的な解決に向け、自立と協働のまちづくりを進めるために、行政改革に今取り

組んでおるところでございます。  

 また町民から信頼される町役場となるため、まちの組織、機構や事務事業をはじ

め、あらゆる分野におきまして発想の転換をはかり、従来の考え方、仕事の進め方

にとらわれない総合的な行政内部の改革、職員の意識改革の変革を進め、より一層

効率的、効果的な住民サービスができますよう、職員一人ひとりが徹底したコスト

意識をもち、経費の削減に一層留意するとともに、総意と工夫により行政運営に取

り組んでいくことが課題であるというふうに考えております。以上でございます。  

○議員（７番  近藤大介君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  近藤大介君。  

○議員（７番  近藤大介君） ちょっといっぺんに覚えきれませんでしたけれども、

ひとつは例えば住民と、行政と住民が課題であり、情報を共有化して協働のまちづ

くりをしていかなければならないという課題の提起がひとつあったと思います。ま

た効率的、効果的な行政をやっていくために、職員のレベルアップというかそうい

うことも必要だというところだったと思いますが、例えばその住民と協働のまちづ

くりということは、４年前の行革審の答申といいますか、行財政改革の大綱でも示

されておったところでして、それに向けて住民の皆さんに町がしっかり情報提供し

て共に考え、共に取り組んでいくというような課題は既に示されておったと思いま
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す。そういった意味で、今、現在もそういった取り組みがある程度できていないと

いけないわけですけれど、今現在じゃあ住民との協働のまちづくりというのはどう

いうふうにできているのか、改めてお尋ねいたします。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  議員さんご指摘の協働のまちづくりということについてで

ございますけれども、特に昨年、そして今年ということの中で住民視点のまちづく

りあるいは議会のほうから地域自治組織という提示もございましたけれども、やは

り地域に住む軸足、そこに集落があるわけでございまして、集落からのまちづくり、

そしてそこから出てきますいろいろな問題点、あるいは旧校区単位あたりの広域的

な問題点、そういったことも含めて取り組みを進めていくということで集落の健康

診断であったり、集落からのワークショップ、そういった取り組みを始めようとい

うことの提示、取り組みと同時に、まちづくり推進員さんに集っていただく中での、

広域的な取り組みということについての課題を出していただいたり、検討をしてい

ただいたりということで今進めつつあるという段階であります。  

そういったそれぞれの住民の皆さん方のほうから検討されたり、意見が出てきた

り、あるいは施策の提案があったりする中で、行政とそして住民のそれぞれの立場

におられます方々との情報の共有化を含めて、一緒に汗をかいて取り組んでいこう

という協働のまちづくりが進んでいくものというぐあいに考えているところであり

ますし、その取り組みを現在進めつつあるというところであります。  

○議員（７番  近藤大介君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  近藤大介君。  

○議員（７番  近藤大介君）  集落に出向かれての集落の健康診断の事業であった

りとか、あるいは自治組織の取り組みというのは勿論大事な事業ではあるんですけ

れども、それらの取り組みというのは今その集落、その地域で抱えておられる課題

はなんだろうということでむしろ町民の皆さんから情報を出していただいてそれを

共有するという取り組みだと思うんですけれども、わたしが今ここで言ってるのは、

さっきも言ったようにこれから非常に財政的に厳しくなると、大山町として町の行

政を運営する上でさまざまな課題を抱えているということをどうやって住民の皆さ

まに伝えているのかと、正にそのことなんでありまして、例えばその行革に関わる

ところで、１９年の３月には、集中改革プランを作っておるわけですけれども、こ

れに基づいてさまざまな改革もされていますが、こういう改革ができた、こういう

改革がまだできない、そういった情報提供、本来であればホームページでお知らせ

するという予定だったと思うんですけれども、今現在できていないように見ており

ますし、一体その町の行政上の課題は何なのかというのを住民の皆さんにやはり十

分に伝えきれていないのではないかというふうにわたしは思うんですね。まあそう
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いった意味でお尋ねしたいんですけども、先ほども言いましたように４年前に集中

改革プランを作っています。今度また新しいものを作ろうとしているわけですけれ

ども、１９年３月の集中改革プラン、さっき言ったようにどういうところが達成で

きて、どういうところが課題として残っているのか、その達成の状況について簡単

で結構ですので、少し説明お願いします。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  詳しいところにつきましては、担当課のほうから述べさせ

ていただきたいと思いますが、特に町報のほうでも２０年度版だったと思います。

取り組まれた中での成果という形の中でもページをさいて成果とあるいは問題点等

について記載をされた経過があったと思っておりますけれども、それはそれといた

しまして、ご質問の件について担当課のほうから述べさせていただきたいと思いま

す。  

○総務課長（押村彰文君）  議長、総務課長。  

○議長（野口俊明君）  押村総務課長。  

○総務課長（押村彰文君）  行政改革の達成状況あるいは実績ということでござい

ます。行政改革の中には、何本かの柱を定めましてその中で細かく行動計画を示し

ておりますが、その主だったものを報告させていただきたいと思いますけども、ま

ずまあ住民参画の推進ということで先ほど町長のほうからもありましたけれど、集

落の健康康診断ですとか、まあ座談会ですとか、それはまだ数は少ないかもしれま

せんけども、それを今ただいま実行中でございます。  

もう一つ住民参画ということでは、このたびの行政改革案を審議していただくの

にインターネットによりますパブリックコメントを求めておるということもござい

ます。これは一つの住民参画の手法だというふうに思っております。  

それから情報化をはかり、行政サービスの向上を図るということもございますけ

ども、これにつきましては、ケーブルテレビによりまして、行政の情報を提供をし

ておるというところでございます。  

それから住民との役割分担ということもございます。これにつきましては、自主

防災組織の強化育成ということで現在７７集落が自主防災組織を設立していただい

ておりますが、部落でできることっていいますか、自主的に自らで守ること、それ

はまあ自主防災組織と行政のほうのすみ分けをやっていくということで取り組んで

おるところでございます。  

それから事務事業の見直しにつきましては、いろいろやっておりますが、大きな

ものを説明させていただきますと、たとえば投票所の見直しを行ったということが

大きな実績であろうと思っております。それから民間委託の推進ということで、外

部委託も行っておるところでございますし、施設の適正配置、統廃合ということで
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赤松分校の大山小学校への統合ということも行政改革の中に位置づけられたものだ

というふうに思っております。  

それから、住民ニーズに対応できる組織、機構ということで、大山支所、中山支

所をそれぞれ総合所方式から分庁方式へ変えて適正な課の配置、人事配置に努めた

ということも実績であろうというふうに思っております。以上何点か説明させてい

ただきました、以上でございます。  

○議員（７番  近藤大介君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  近藤大介君。  

○議員（７番  近藤大介君）  まあ集中改革プランについては確か８０項目以上の

課題について取り組んでおられてできたところまだまだのところあろうかと思いま

すが、まあ今一部成果について説明いただきましたが、個々のそのことについては

少し置かせていただきましてですね、冒頭申し上げましたように、１０年先には、

今の大山町の収入が８億ないし１０億減ってくると、それに対してどう備えるかと

いうところからもう少し質問したいわけですが、まあ先だって大山町の方で町の職

員の方の定員適正化計画ということで計画がされたようでして、向こう５年間、平

成２７年度までに定数の見直しということで正職員は普通会計の方で１３人削減す

るということでの計画ができあがっとるようです。人件費ベースで金額にして約１

億円ぐらいかなというふうに思ってるんですけども、先ほど言いましたように、こ

れから８億、１０億削減しなければならないという状況の中で、１億円の人件費の

削減、向こう５年間で１億円の人件費の削減ということが十分なのかどうか、町長

のご認識はいかがでしょうか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  議員ご指摘のように合併をいたしましてから１０年間で合

併の交付税がこう段階的に５年かけて減額するということでありまして、非常にそ

のことに対しての取り組みを強化していかなければならないということで、このた

びも行革審の方での答申をお願いしているところでもございます。現在具体的な数

字を述べられましたけれども、借入金の返済の減額であったりということも含めて

あるいは先ほどの職員定数の問題、それから今日もずっと一般質問のほうでもござ

いますけれども、いろいろな社会保障の施策に対する提案等々もございます。充実

をしていくということは非常に必要でありますけれども、反面ご指摘の財政への影

響もございます。そういったことも含めて暫時いろいろな諸施策について集中ある

いは選択という捉え方の中で、取り組みをしていかなければならないというぐあい

に考えているところでございます。以上です。  

○議員（７番  近藤大介君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  近藤大介君。  
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○議員（７番  近藤大介君）  経費なり行政コストについて削減をしていくという

ことが非常に大切なわけですが、まあそれを補う新たな町財政の収入、例えば固定

資産税や住民税の増収であるとか、あるいは別の自主財源の確保が出来れば幾分か

補えるところもあるわけですけれども、自主財源の確保については、町長どのよう

にお考えでしょうか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  自主財源ということについてでございます。２１年度の決

算ということでいきますと、数字的には、２５億４，０００万ほどで全体の２３％

ほどであります。２１年度の決算額が１１１億円ということが限定でありますけれ

ども、そういう状況にあるということでありまして非常に自主財源ということにつ

いての厳しい状況は変わっておりませんし、これからも続くものと思っております。 

今現在取り組んできておりますことの取り組みの強化ということが、まず第一かな

と思っております。それは委員会のほうからもご指摘のございます滞納の関係の取

り組みの、やっていくということ、あるいは施設等々の関係であります利用料ある

いは使用料の件についての検討というものがあると思います。それからもう一つは、

これも取り組みを進めていかなければならない町有財産、遊休地も含めてですけれ

ども、そういった資産、町有財産があります。議会のほうでもこの点についてのご

指摘もいただいたりしておるところであります。こういったところをまずは、やは

りできるところからやり始めるということが肝要かな、大切かなというぐあいに考

えておるところであります。  

○議員（７番  近藤大介君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  近藤大介君。  

○議員（７番  近藤大介君）  町独自の財源、自主財源の確保ということについて

は、今定例会の質疑で、他の議員からも指摘がありましたけれども、たとえばふる

さと納税という制度もあるわけでして、町の取り組みとして力を入れれば、今年度

の決算額では、７５万円前後だったと思いますけれども、このふるさと納税ももっ

ともっと増えるのではないかと、町の税収が１５億ほどの団体ですから、５００万

でも１，０００万でも入ればこれ非常に貴重な財源になるはずです。境港市あたり

では力を入れておられるところで、２０年度だったか、２１年度の数字では、６０

０万以上の数字を挙げておられます。町のふるさと納税のことに限らず自主財源を

確保するということでの取り組みまだまだ努力する余地が残されていると思うんで

すけど町長どのようにお考えですか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  ふるさと納税につきましては、またはほかの議員さんのほ
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うからも質問が出ておりますので、そちらのほうでまたお答えをさせてもらってと

思いますけれども、できるところから取り組みはしていかなければならないと言う

ぐあいに思っております。ただまあ、不安定要素が定額でございませんので、不安

定要素が多いということも認識をしながらの取り組みであるというぐあいに思って

おります。自主財源の確保ということについては、先ほど申し上げましたように大

山町におきましては、非常に比率が低い状況にあります。これを高めていくという

ことについてなかなか厳しいものがあろうと思っております。反面の中で必要な経

費を減らしていくという努力、このことも大切だろうと思っておるところでありま

す。  

○議員（７番  近藤大介君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  近藤大介君。  

○議員（７番  近藤大介君） 平成１７年に合併をしましてね、中山、名和、大山、

３町で合併しまして、まあ３人おられた町長が１人になった。議員の数も大幅に削

減した、町の職員さんについても削減がされてきているということで、合併したゆ

えの人件費の削減効果というのは、ざっと６億円ぐらいの削減効果がわたしあると

いうふうに思っとるんです。で、先ほど来、言っておりますように１０年先には、

収入のほうが１０億ぐらいは減ってくると思っておっとったほうがいいと思うので、

まあその差が４億、さっき触れましたけども、今後５年間で人件費をさらに適正化

で削減していくということで、少なくみても１億円の削減効果はあると思っとりま

すから６たす１で７、１０億から引いてまあ３億円、少なくても２億円は、これか

ら先１０年を見据えて、２億ないし３億、今の行政費用を削減していかなければな

らないということなんだろうとわたしは思っとるんです。本当、今でもそんなにそ

んなに無駄な事業をしてるわけではないなかで、１００億の予算のうちの２億、３

億というとみやすいようですけれど、実は本当、削るの大変だろうとわたし思って

るんです。どこを削るのか、ほんとうにこれ町長をはじめ職員の皆さん、あるいは

議員もですけれども、考えなくてはならないところでしょうし、住民の皆さんにも

きちんとした情報提供しながら、福祉の予算はこれからますます増えるところが予

想されるわけですけれども、福祉予算の伸びを抑えるのか、教育に掛かる予算を削

減するのか、産業振興の部分を削減するのか、あるいは県外の自治体では極端な例

もあるようで、職員の給料も本当に２割３割ボーナスを半額カットだなんていうよ

うな自治体もあるようですけれども、そこまで踏み込んで人件費に手をつけるのか、

大変大きな課題だと思っとるんですけども、町長は今の考えとしては、そのわたし

が思うには２億３億っていうことですけれども、どういった部分を削減していくべ

きだというふうにお考えですか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  
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○町長（森田増範君）  具体的な削減ということについては、審議会の答申のほう

もいろいろと検討していただいてると思っておりますので、そちらかの提案をしっ

かりと受け止めていきたいと思っておるところであります。一方では、先ほど来か

らございますように、いろいろな町の中での施策、福祉もあります、あるいは教育

もございます。あるいは元気というテーマの中での経済、地域活性の対策もござい

ます。いろいろな問題を抱えているのが、わが町だけではなく、全国的にそういう

状況であろうと思っています。さまざまな課題を抱えながら、今あるそれぞれの部

署で持っております、テーマ、課題を解決していかなければならないということで

あります。  

 冒頭申し上げました、先ほど申し上げましたようにそのポイントは、やっぱり選

択と集中ということであろうと思っています。ある部分はやはり我慢する、抑える、

ある部分はこの年度、複数年度あたりに少し強化をしていく、そういったことが必

要になってくるのではないかと思いますし、そういった取り組みが必要であると思

っております。そして、もう一つは、合併から、特に合併をいたしまして、合併の

ときに協議をされましたいろいろな町づくりの事業等々があります。最初の５年間、

これをきっちりと合併当初の目的を達成していくという形の中での施策の展開、事

業の展開がございました。これからの５年間の中ではそういったことも踏まえなが

らですけれども、やはり行政のほうからいろいろな提案を町民の皆さんのほうにボ

ールを投げていくということだけではなくて、やはり住民の方々からのさまざまな

提案、あるいはそれを行政が一緒になって支え合ってそれこそ協働して一つの目的

達成、課題解決に向けて仕上げていくということが大切だろうと思っております。

行政と同時に住民の皆さんのこの協働参画ということについての取り組みを強化を

していくこと、住民の皆さんのほうから、そのことについての理解をいただいて共

に目標に向かって汗をかいていくということがこれから特に必要なことではないの

かなと思っております。それをすることによっての事業費の節約であったり、ある

いは逆にそこによって必要な場面も出てくると思いますけども、そういった取り組

みの中での行政経営あるいはまちづくりということが、これからのポイントになっ

てくるんじゃないかというぐあいに考えておるところであります。  

○議員（７番  近藤大介君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  近藤大介君。  

○議員（７番  近藤大介君）  この項に関して、最後にもう一つだけ質問いたした

いと思います。  

今、町は、本当にさまざまな分野で、さまざまなたくさんの事業をしているわけ

ですけども、一つ一つの事業について、特に今決算の時期なんですけれども、その

事業の、その成果はどうだったのか、もっと効率よくやる方法は無かったのか、あ

るいは時代や社会状況の変化の中で、もうそろそろ必要がなくなってきた、予算削
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減してもいいかもしれない、廃止してもいいかもしれないというような一つ一つの

その事務事業の見直し、これが今ちょっと大山町では十分にできていないように感

じておるんですけれども、来年度２３年度の予算編成に向けて、この一つ一つの事

務事業の見直し、しっかりと取り組んでいただきたいと思うんですけれどもいかが

でしょうか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  先ほど来から申し上げておりますように、合併をいたしま

してから６年目に入っております。スタートしてから各旧町ごとの事務の調整をし

り、一本化をしていく形の中で今日を向かえ、調整をしながら今日の状況になって

きておると思います。その中で、ご指摘の点、これまでやってきたことについての

評価をしながら今後の新年度に向けての、取り組みということに当然なっていくこ

とであると考えております。わたしのほうも担当課、管理職会の中で、特に新年度

に向けての取り組みについて、逆に進めていこうということであるとするならば、

早い段階でいろいろな取り組みについての提案、あるいは団体との関わり、あるい

は住民の皆さんとの関わり、そういったことの接触をしながら、来年度に向けてい

く予算を立てるにあたっての効果的な取り組みができるような視点での検討を指示

しているところでもございます。まあご指摘の点については十分に我々も検討しな

がら来年度に向けての取り組み、そして行革審のほうからの答申を受け、さらにそ

の中身についてもしっかりと実施してまいりたいというぐあいに思っておりますの

で、よろしくお願い申し上げたいと思います。  

○議員（７番  近藤大介君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  近藤大介君。  

○議員（７番  近藤大介君）  次の項にいきたいと思います。過疎地域自立促進計

画についてということでお尋ねしたいと思いますが、過疎指定を受けたことに関し

ては、３月の定例会でも質問しておるところでございますが、端的に改めて町長に

お尋ねしたいと思います。  

まあこの特別措置法２７年度までの延長であるわけですけれど２８年度に向けて

ですね、過疎指定受けたわけですけれども、過疎指定を受ければ、過疎債とか有利

な財政措置はあるんですけれども、財政上有利だから過疎指定でいいと思われるの

か、それとも２８年度に向けて過疎解消に向けて積極的な取り組みをなさるのか、

町長のお考えをお願いいたします。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長  森田増範君。  

○町長（森田増範君）  ２つ目の質問でございます。過疎地域自立促進計画につい

てということでございます。特措法が、現行法程度に再延長されると仮定をしてと
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いうことでございますけれども、２８年度において、その脱却を目指すかというこ

とでございました。  

まず、現行法におきましては、指定要件の追加という形で本町もこの４月に指定

を受けたところでございます。再延長されるといたしましても、指定要件の追加の

みが行われるのではないかと思っておりますので、現行法の指定要件はそのまま残

るというふうに考えております。したがいまして、本町の過疎指定は存続するので

はないかなというぐあいに思っておるところであります。  

町といたしましては、このまま人口が減少し続けるという現状を少しでも緩やか

にする、そのために、定住促進でありましたりとか、子育て支援、あるいは産業活

性策等に積極的に取り組んでいるところでございます。  

また、民間のノウハウを活用した民間の宅地の開発、そういったこともこれから

誘導していくような施策も必要ではないのかな、人口を増やしていくという視点の

中でひとつの案としてはあるのかなというぐあいに思ったりはしておるところであ

ります。そういったことに対して町としてどのような支援の体制がとれるのか、そ

ういったことも含めて検討していくことが必要だというぐあいに考えておるところ

でございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  

○議員（７番  近藤大介君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  近藤大介君。  

○議員（７番  近藤大介君）  まあ質問の内容、先週通告した時点でわたしもちょ

っと過疎法に対しての勉強が不足しておりまして、今町長説明いただきましたけど

も、２８年度において現行法が仮に継続されても、まあ法律上、その過疎指定から

脱却するというのは難しいということでございました。少しわたしも勉強しました

けども、国の方で過疎対策の法律ができたのが昭和４５年、以後１０年おきに新た

に法律が、特別措置法が作り直され、平成１２年に今の過疎地域自立促進特別措置

法ができたわけですが、それから１０年たった、平成、まあ今年ですね、あらたに

特別措置法を作り直すということではなくて、単純に、少し延長、単純にではない

ですね、若干改正して延長したということのようでございました。この過疎に関す

る対策法については、昭和４５年に初めて法律ができたときから、昭和３５年の人

口に比べてどれだけ人口が減ったのかというのがひとつの基準になっておるようで

して、その人口については、国勢調査の数字が基になるようです。と、なるとまあ

仮に次、法改正が１からされるにしても、次、改正されるときは、平成２２年の国

勢調査の数字が基になると思いますから、今の状況だとやはり町長もご説明された

ように今過疎指定から外れるというのは、難しいことなんだなというふうにまあわ

たしも勉強しなおしたんですけれども、それはさておいてですね、３月定例会でも

申し上げましたけれども、鳥取県西部の中心市である米子市に隣接しております町

でございますわが町は、米子市の中心市街地まで近いところでは、大山のほうから



 181 

であれば２０分もあれば、中心地にいけます。もっとも離れている中山の羽田井近

辺あたりからでも１時間はかからないと。通勤に、まあ地域によっては、若干時間

は掛かりますけど、決して米子まで通えない距離ではない。海沿いに幹線の国道９

号線が走っていると。大山という観光地もあると。農業も盛んだと。そういった中

で過疎と、まあ従来から過疎指定されている地域のことを思えばこういう言い方は

適切でないのかもしれませんけども、大山町が過疎指定になるということ、わたし

本当に残念でならないと思っとるわけでございまして、まあその上で改めて町長に

お尋ねしたいんですが、３月の定例会のときにですね、例えば過疎対策として定住

対策室とか設けたらいかがですかという投げかけをさせていただきました。今回同

僚の野口議員からも同様の質問があるようですけれども、まあ３月の町長の答弁で

は、過疎対策であったり、定住対策については、担当する部署間で今現在取り組ん

でいる施策を着実に進めていく、それが対策になるというお答えではありました。

まじめにコツコツとねばり強くということなのかなというふうに受け止めさせてい

ただいて、ある意味町長のお人柄を反映しているのかなというふうにも思ったんで

すけれども、少し話はそれますが、今日本は円安の対策どうするかということで、

いろいろ新聞にも話題になっております。  

先日、日銀が円売りドル買い介入すると、したということで円安傾向も前後少し

上がってきたようです。いや、違うな、円も少し安くなってきたようです。失礼。

で、何が言いたいかといいますとですね、やはりここ一番の勝負どころであったり

とか、いろんな危機が訪れた時というときはですね、やはりその周囲に分かりやす

くメッセージを発信するということも大事なんじゃないかなというふうに思うんで

す。今現在取り組んでいるところを着実にやっていくということはもちろん大事だ

と思うんですけれども、その例えば定住対策室を設けるだとか、あるいは町民が「お

っ、なんか始まったな」と思わせるような象徴的な事業を行うとか、そういったま

あ今年初めて過疎指定になったわけですから、そのことを捉えてですね、機会にと

いいますか、職員さんに対してであったり、町民に対してであったり、あるいは町

外に向けてですね、大山町はこれからこういう取り組みをしていくんだという、一

つ柱を掲げるということもあっていいんじゃないかなと思うんですけれども、その

後町長のお考えには変わりは無かったでしょうか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  近藤議員さんのほうから、コツコツという話で、そういう

方向性で話をもって進めてきておられるような感触をもったのですけれど、私自身

は、すべきことは一つひとつ着実にということが、まず基本だと思っております。  

 しかし、まあ昨年からそうですけれども、やるべきことについてはそれなりに判

断をして議会のほうからもいろいろなご指摘や、ご意見を賜りながらいろいろな取
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り組みをさせていただいてきていると思っております。午前中にもございました山

香荘の問題もそうだと思いますし、あるいは大山の大山恵みの里計画という形の中

でさまざまな取り組みが今日なされてきているという段階であります。５年間で進

んできたものを、しっかりとそれを太くしていくということがやはりこの次につな

げていくためにも大切だろうと思っています。コツコツとということであろうかと

思いますけれども、大胆に施策はしていかなければならないと思っております。い

ろいろな場面で議会の皆さんのほうにも提案をし、ご意見をいただきながら詰めて

いきたいと思っております。診療所の問題もありますし、さまざまな担当課でさま

ざまな課題をもっております。そういったものを含めて、中でいろいろと検討した

ものをまた議会の皆さん方のほうにも提案させていただきながら、そこで意見をい

ただき議論をいただいて、施策に、事業に反映していきたいというぐあいに考えて

おるところであります。  

メッセージの発信ということもございますけれども、実際に大山町のこの状況を

見る中で、ご指摘のように、雇用、若い方がなかなかこの地に留まって勤めたいと

思っても、それがなかなか叶わないというのが現状であります。これは大山町に限

らず鳥取県、鳥取県西部であります。特に円高という形の中で、先般も訪問されま

したこちらに来られました町内企業の方々とお話をする中で、本当に厳しいと、事

業展開は進んでいるんだけども、順調であるんだけれども、ここの日本に工場をな

かなか持ってこれない現状があるということもぽろりとこう話をしておられるのが

現状であります。本当にこの日本の中での雇用機会ということがどんどんどんどん

縮小していく、懸念をもっておるところであります。過疎という位置づけの中で、

そういう状況でありますから、これから、過疎を脱却するために人口増に結びつけ

ていくというような積極的な目標を掲げるということはなかなかできないと思って

いますけども、そういう状況を踏まえてとにかく減少に歯止めをかける、あるいは

緩やかな減少になれるように、取り組みを進めていきたいというぐあいに考えてお

るところでありますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  

○議員（７番  近藤大介君）  以上で終わります。  

○議長（野口俊明君）  これで近藤大介君の一般質問は終わりました。  

ここで休憩をいたします。再開は２時１０分。  

午後１時５７分  休憩  

────────────────・───・─────────────────  

午後２時１０分  再開  

○議長（野口俊明君）  再開します。次、９番、吉原美智恵君。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  それでは通告にしたがいまして、２問質問いたし

ます。  

１問目は、山香荘の現状とこれからはということで、午前中にも先輩議員が質問



 183 

されましたけれども、今、山香荘の活用にあたって岐路に立っていると感じますの

で質問いたしました。  

 大山町神田にある地域休養施設「山香荘」は、築約３０年経過し、この頃は残念

な事柄で注目を浴びたところであります。  

 当初は、町民の利用も活発でコンサート等のイベントで夕陽の丘「神田」として

西部一円にも知られ、毎年１１月にはりんごマラソンも開催され、山香荘内でりん

ごの販売もあったりし、地域の活性化に大いに貢献していたものであります。  

 さて、現在は、スポーツ合宿の活用がほとんどであり、町民の利用は、グランド

ゴルフ大会等があるくらいで宿泊施設の活用はほぼ無いに等しい状況と聞いていま

す。町民の利用です。これまでの指定管理を解消し、町の管理下になりましたが、

一層の維持管理費が必要となる見込みです。これからどのような方向性を持ってい

くのか、お尋ねします。  

○議長（野口俊明君）  町長、森田増範君。  

○町長（森田増範君）  吉原議員さんの山香荘の現状とこれからはとのご質問にお

答いたします。  

 まず、この春、山香荘で発生をいたしました食中毒並びに無許可営業につきまし

て、先ほど議員さんのほうからもご指摘がございました。議員さんを始め町民の皆

さんに多大なご迷惑とご心配をおかけいたしておりますことに、改めてお詫び申し

上げたいと思っております。事件以来、施設の改修、職員の研修等に努めてまいっ

たところでございます。おかげさまで７月からの利用開始ということになりました

けども、多くの利用者の皆さまから暖かい励ましのお言葉などいただき、長期の休

業の期間があったにもかかわりませず、利用者などほぼ前年と同じ水準となってお

りますことをまず報告をさせていただきたいと思います。  

 さて、議員さんご指摘のとおり、かつて山香荘は地域活性化のエース級として露

出度も高く、隣町の住民として時にはうらやましくさえ思ったほどでございました。

加藤登紀子さんのコンサート等にも行かしてもらったことがございます。しかしな

がら現在、経営の実態は残念なことに大変厳しいものがありました。毎年多額の一

般会計からの繰入金で維持されていたということはご承知のとおりと思います。現

在ではリンゴのもぎ取り園も含めて、かつての勢いや話題性がなかなか十分ではな

く、また遊具施設や野外音楽施設も使用を休止をし、現在、陸上やサッカーの基本

的安い合宿場所としてその命脈を保っていると言ってもいい状況でございます。平

成１９年度から３年間、指定管理者制度の活用によりまして、その再生を図ろうと

いうぐあいにいたしたところでありますが、残念ながら状況の改善は見られなかっ

たというのもご承知のとおりでございます。  

 そこで、山香荘を中心といたします地域休養施設の今後の活用策の検討を行なっ

てきているところでございますが、選択肢はいくつかのものが考えられたところで
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あります。  

まず、施設全体を廃止してしまう方策であります。これは究極の対応とも言えま

すけれども、整備の経費と維持管理経費を併せてこれまで十数億円の費用を投じて

３０年近く運営してきたこの施設、それをそう簡単に廃止することはできないだけ

ではなく、これまでの３０年間そのものが問われることにもなるのではないのかな

というぐあいにも思いますし、当然このことについての判断は慎重にならざるを得

ないところでございます。宿泊施設の営業を休止をし、一般的な住民の方向けの社

会体育施設として利用する、いわゆる縮小の均衡を図るといった方法も考えられる

ところでありますが、現在のグラウンドは、正規のサッカーコートではありません

し、また野球も事実上できない社会体育施設を利用していただく、そういった方々

が住民の方が果たしてどれくらいおられるのかということを考えますとその選択も

大きな不安となるのも現実であります。  

さらに、こうした方策では周辺の活性化には全く結びつかず、地域活性化の拠点

施設という本来の位置づけを完全に否定をしていくこととなっていくではないかと

思っております。かと言いまして、現状のまま、現在の山香荘の経営を続けていき

ましても平均で年間約１，５００万円ほどの額が一般会計からの繰り越しを続ける

こととなり、さらに施設の老朽化に併せて改装も必要となってくるものと容易に予

想されるところであります。  

 そうしたなかでいろいろな角度から検討いたしたものが、高い利用頻度を保つこ

とが可能な人工芝によります正規規格のサッカーグラウンドを整備をして、運営を

鳥取県サッカー協会という実績豊富なプロの集団に委ねて、鳥取県フットボールセ

ンターとして県のサッカーの拠点として正式に認定していただくことにより、現状

でも利用者比率が高く、リピート率も非常に高い、サッカーの合宿や練習、そして

正規な大会を開催していただくことにより、より多くの利用者をこのエリアに招き

入れるといった言わば前向きな施策であります。もちろん、これだけでは地域の方々

への波及効果は十分とは言えず、直接の住民の方々への利用には課題は残るわけで

ありますけれども、神田エリア、陣構エリアなど、あるいは大山、あるいはこの日

本海にいたります御来屋、そういった広域的な一体的な活性化策に過疎対策事業を

活用して取り組むとか、ありますバンガローやキャンプ施設の積極的な活用、ある

いは山香荘にございます地下水、この大山北麓の水を活用した新しい魅力付けなど

いくつかの対策を複合的に取り組むことにより活路は見いだせるのではないかとい

うぐあいに考えております。  

 いずれにいたしましても、議員の皆様を始め幅広い議論を重ねたうえで方向性を

確定していきたいと考えておりますので、今後もご助言、ご意見、積極的に賜りま

すようお願い申し上げまして答弁とさせていただきます。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  議長。  
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○議長（野口俊明君）  吉原美智恵君。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  午前中から先輩議員がサッカー場のことで質問さ

れました。それでそのことは少し今おいておきまして、十分に議論されたとは思い

ませんけれども、地域の活性化ということはどういうことでしょうか。ちょうど地

方議会人、今日いただいたんですけれど、地域にプラスになる反応が常に起こって

いる状態、そして地域の人と交流があってこそ、地域活性化ということになると思

います。そして今のこの頃の状況ですとスポーツ合宿がいつも行われて、本当に利

用人数が多いように見えますけれども、地域の方と全然交流がない、そういう状況

であります。それが本当に地域活性化につながるのか、そういう疑問がありますが、

その点についてはどうなのか。町長の答弁においても、直接の住民には課題が残る

といわれております。そのへんについてもう少し聞きたいと思います。  

そして、その今の地域住民との交流といいますと、地域住民に対して神田の周辺

の皆さまに、このことが方向付けがされるまでにですね、一度町長も話し合う場、

交流の場を設けたらと思います。そして、わたしの提案ですけれども、子どもを対

象にしたプログラム等がこの頃流行っております。で、町長が何を重点施策にする

のか分かりませんけれども、例えば大山寺でもずっとやっています禅の会、そして

それは子ども体験プログラムというものがありまして、２泊３日で親が預けます。

その中にはいろんな体験がありまして、大山登山があったり、カヌーがあったり、

で、結構米子の親といいますか都市部に住んでいる親はですね、子どもにそういう

体験をさせたいという、そういう希望が多いみたいで、また県外でも子どもさんが

来られているようです。そして、隠岐の島などにもプラグラムがあって、それでそ

れに関してですね、応募が多いと聞いています。そういう考え方はできないのか。

そして、それをプログラムとしてこう考えていきますと、山香荘には海があり山が

あり、そしてリンゴ作業があり、梨もあります。で、お茶つみの体験もできます。

そういうプログラムで活性化していく、そういうことを考える場合には、サッカー

で指定管理になってしまうと、そういう幅ができないと思いますので、本当に地域

住民との交流を図りながらこれから地域活性化する点でサッカー協会に委ねてしま

っていいのか、その辺聞きたいと思います。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  吉原議員さんのほうからの地域住民の方々との交流という

ことがテーマでのご質問かなと思います。まずお伝えさせていただきたいと思いま

すけれども、先ほども少し触れましたけれども、山香荘が事業がスタートしてから

３０年、ここ数年間の地域の住民の利用がどういう状況であるかということを多分

ご承知だと思いますけれど、宿泊については、本当にパーセント、全体の中での僅

か２％ぐらいしかないという利用状況であります。そして先ほど述べられましたよ
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うに、現在の現状が、グラウンドゴルフとかですね、本当にそのレベルでの使用し

かないというのが、ここ数年間ずっと続いてきた状況であります。  

 そのことをまず認識をしていただきたいと思います。これまであそこの山香荘が

地域の皆さん方のほうから本当に利用されてきていないという現状であります。そ

れを今後どのようにしていこうかという提案のなかでこのたびの提案を過疎計画の

中を含めてですね、させていただいているということがあります。議員の皆さんの

ほうにもサッカー協会のほうからの提案書が、早い段階でお手元にお渡しをさせて

いただいて、目を通していただいておると思っております。県のサッカー協会の方

でもその提案の中で１０年プランを出され、サッカー協会としての活動は勿論です

けれども、この大山の山香荘を活用した取り組みという形の中で、スポーツ振興を

通じた町の活性プラン、恵み溢れる自然で、体験、体感、体現、一年中スポーツ大

山という捉え方の中で、山香荘を活かしていきたいという提案も示してありますし、

目を通していただいてるところだと思っております。  

たくさんの方々にこの山香荘に来ていただく、現在１万人ぐらい、それが３万人

辺りの計画をされております。午前中申し上げましたように、県のサッカー協会へ

の協会、組織、非常に懐の広いエリアで、あるいは部会で、組織であります。たく

さんの利活用の拠点として、ここに山香荘が位置づけられるとするならば、たくさ

んの方々がここに来られると。人が来るということが、明らかに提示をされている

プランであります。来られる方々をこの大山町にどのように、大山町で体感をして

いただくか、それはこれから、サッカー協会のこの提案を受けて、関係団体や地域

の皆さんのほうと連携を取りながら詰めていくことではないのかなと思っておりま

す。そうした取り組みが可能となる提案であるということをご理解願いたいと思い

ますし、今までがいくら頑張っても、町民の方々の利用ができてこなかったという、

この状況もお互いに確認し合わなければならないのではないかと思っております。

いくらいいプランを描いたとしてもやはり来ていただく方をしっかりと捕まえると

いうことがわたしは今非常に大切なことだろうと思っております。そこにこの県の

サッカー協会が今あるということであります。  

 午前中も申し上げましたように、このタイミングは、２年後、３年度有り得ませ

ん。サッカー協会にとってもいろいろな検討をなされる中で、熱い思いをもってこ

の提案を出していただいておるものと思っております。そのこともしっかりと受け

止めていただきたいと思いますし、議論もしていただきたいと思いますし、そうい

った形の中での山香荘の活用の今の提案であるということでご理解を願いたいと思

います。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  吉原美智恵君。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  えーとですね。そのサッカー協会に指定管理に出
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す前にですね、整備として結局お金の話も入りますが、午前中にもありましたよう

に、今調査費用出して見積もったところによるとあまりまあ数字が一人歩きしては

いけないと言われましたけれども、４億ぐらい掛かると。けれどもいろいろな方策

を使えば１億５，０００万円位になる可能性がある、そういう感じでしたけれども、

１億５，０００万円じゃあ掛けてですね、本当に費用対効果測れるのか。そのへん

の今時期時期って言われますけれども、そこをきちんとはっきりしないと町民さん

自身が、ただよそからばっと来てサッカーして帰る。本当にサッカーから他のとこ

ろに行くのかどうか、そういうことを調査されたことはあるのかどうか。これまで

スポーツ合宿していましたけれど、そういうこともなしに、ただたくさん来られて

そして帰ったから活発になった、それはちょっと難しいと思います。  

そして時期的なことを言えばですね、これは全国のことになりますけれども、一

昨年  文科省、農水省、総務省の３省合同プロジェクトとして子ども農山漁村交流

プロジェクトが発足ということになっています。で、５年後には、全国の小学校５

年生を全員農山漁村で宿泊させる方向を決めたと。そういう事由もあります。です

ので、町長は以前あるものを磨いていくんだと、そういう考えを持っておられまし

た。そうなると山香荘の施設というのが、農山プロジェクトと言っても、急に民泊

とかは本当に大変できにくので、今ある施設の山香荘を使って、そういうプログラ

ムを広げていけばそういうたくさんの人に来てもらって交流が生まれるという可能

性のほうもあると思います。一つだけ、こうサッカーだけっていう考えでなくって

そういうことの検討も早急に進めてもらってはどうかと思います。そして子どもだ

けでなく、大学生なども今興味をもっております。そしてそういう人たちと地元の

人が交流して、そしてその、例えば大学生でしたら斬新な感性で、地域に対して貢

献していくとか、それからまたＩターンが生まれえる、そういうやはりなんか違う

方策というのも少し一緒に考えていかないと、確かに相手があることで期限もあり

ます。けれどもそれで改装をしてまた指定管理料もそれから要ります。どちらにし

ても、サッカー協会に対しても払わなくていけません。そういうところで本当に、

町民全体がそれでよし、本当に町長の考えに賛成だ、みんなで盛り上げていこうと

いう考えにならないとやはりサッカーでたくさん来られても、ああ来て帰ったわと

いう感じになってしまってはいけないと思います。本当に、試合で来られたりする

と、もう余裕がなくって帰ってしまう状況もあるかも分かりません。そして泊まら

れたとしても他の大山の観光に行ったかどうか、やはり日程的に試合に来れば、試

合が終わったら帰る、そういうことも多いかと思います。ですから、今この農山村

プロジェクトということの検討も合わせてしてもらっていかに有効に使うかと、少

ない費用で。そういうことを考える余地はありませんでしょうか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  
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○町長（森田増範君）  吉原議員さんのほうからのいろんなプランの提案だったと

思いますけども、プランはいくらでもできると思っております。しかしそのプラン

を誰が実行していくのか、あるいはそれにたくさんの方が来てくれるのか、問題は

そこであると思っています。  

特に今現在の山香荘の利用ということについて、サッカーに来られても、練習を

してそのまま帰ってしまわれるという状況であります。そのとおりであります。そ

れはそこの管理をするという形の中で、来られる方に対して受け入れをして、予約

の受け入れをしてもらってきちっと使っていただいて帰っていただくという形だけ

の今の現状であるということであります。指定管理を出して、指定管理者を決める

ということは、指定管理者がさまざまなプランニングを提示をして、利用を含めて

地域活性も含めて提示を提案をされることであります。その提案についての詰めを

決めて行く形の中で、いろいろな関係団体、関係地域の方々へ、さらに協力を求め

ていったり、地域活性に向けて一体となって構築していくということであろうと思

っております。  

子どものお話もございました。サッカー協会の方も特にグランド使用等々につい

ては、ジュニア辺りの練習、あるいは公式等々も当然あると思っております。そう

いった子どもたちへこの大山に来ていただく、９号線から山香荘まで芝生の多い、

日本海の見える空間をたびたび行き来していただく、その流れの中で、神田のリン

ゴ園があったり、陣構があったり、時には宿泊がとても不十分なときには、大山の

ほうへの宿泊、あるいは将来に向けて予定をされています温泉の活用等々、あるい

は中山温泉への活用、いろいろな形も出てくるのではないかなと思っております。  

さまざまな可能性をもつ選択肢としての取り組みが私は必要ではないのかなと思

って、今議員の皆さんのほうからいろいろなご意見をいただくところでありますけ

れど、精一杯のお答えをさせていただいておるところであります。実際にどうする

のか、先ほどの金額の件につきましても、当初予定しておるレベルでは、３億であ

ったり、３億５，０００万であったりという段階でありますけれども、このたびし

っかりとそういった設計業者の方々から、最大級の予算のという形での提示でこの

計画書の方に金額が載っております。金額にしましてもこれから議会の皆さん方の

ご意見をいただく中で、いろいろと検討していただくことであろうと思っておると

ころであります。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  吉原美智恵君。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  なかなか町長と噛み合う要素がないみたいですけ

れども、町長のほうの構想もですね、サッカー協会が来てくれてこうなるであろう

と、だけサッカー協会が来て確かにそこの利用することはできているけれども、そ

の他には空想であると、そんなふうに考えます、今ところ。  
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で、わたし自身の提案も別にこだわるわけではありませんが、なるべく少ない費

用でということはその改修費用が要らないと。そして今大山寺でも子どもプログラ

ムができておる、禅の会というプログラムができている。それをただ山香荘とか、

中山に広げていってそしてつなげていくと。で、それが住民との地域間交流もでき

るし、いいのではないかという話です。そしてグリーンツーリズムというので商品

がいっぱい出ておりますけれども、大山には一つも出ておりません。そしてその観

光商工課、一生懸命今考えておられますけれども、その中で検討するにあたって、

そういう検討もしていってもいいのではないかとお尋ねしてるわけです。そのこと

については、町長はサッカー協会のことは言われましたけれども、言っておられま

せんので、それについて最後伺いたいと思います。短いコメントでいいです。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  今の議員の提案でございますけれども、現在大山町のほう

で、大山町、海から山まであります、川もあります。そして農業・林業・水産業い

ろいろあります。そういった大山町の資源を活かした取り組みを体験型の取り組み

をしていこうということで、大山ツーリズムということでの立ち上げの取り組みを

今、今年度始めております。その中にさまざまな方々が参加をしていただいておる

というところであります。  

実際にやろうという思いをもっていただく方々が集まっていただいて、その共有

する中でお互いに連携をとりながら、この大山ツーリズム、先ほど述べられました

提案、それもわたしも同じ捉え方だと思っております。そういった形の中で、展開

をしていくことではないのかなと思っております。そういう取り組みと同時に、山

香荘のほうにこうして年間３万人以上の方々が来ていただける提案、来ていただく

ことが、その方々をいかにして有効に、このツーリズムにつなげていくかというこ

とが次の大きな可能性であり、また将来に向かっての取り組んでいくテーマになっ

ていくんではないかと思っております。指定管理という形で管理をしていただく、

地域の活性化策も一緒になって考えていく、そういった組織が、このたびの提案の

中であってその可能性があるということでありますので、この点についてご理解願

いたいなと思っております。それと同時に何度も申し上げますけれども、３０年来

かけてこの山香荘がずっと盛んな時もあります、どうしてもこう、そうでないとき

もあります。今本当に厳しい利活用の状況であります。平均して１，５００万の町

費の持ち出しがあります。指定管理をこれからもし出すに、指定管理をですね、こ

れまでの３年間で出した中で、平均的に１，０００万という形でお世話になったで

すけれども、もし今度また同じ形でのお願いをという形になったときに、やはり１，

５００万、１，４００万という数字になるだろうということでもございます。いず

れにしても現場の状況を続けていく、そのことについてそれだけのお金が、繰り出
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していくということが想定されるわけであります。やめるということに選択いたし

ましても、あそこのエリアが多分５ヘクぐらいあると思っております。５ヘクのエ

リアをじゃあ今度どうするのか、遊休地をどうするのかというまた大きな課題が出

てまいります。神田のエリアは本当にすばらしい場所に施設があります。今こうい

う状況の中で、いろいろな選択肢、限られた選択肢の中で、どれを選択していくか、

使っていく、いかざるを得ない、あるいはこれからの将来に向けて、町費を持ち出

していく、それの生かし方、これについて山香荘の利用ということで提案を、ある

いはこの過疎の計画の中に入れされていただいているという状況であります。どう

ぞ現状、これまでの状況、そして現状を自覚をしながらお互いに次の手を考えてい

っていきたいなと、一緒に議論を重ねたいなと思っておるところであります。以上

です。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  次にいきます。町財政の健全化と予算編成のあり

方はということで町長に問います。  

地方分権時代を迎え、改めて今、行政の責任と役割が問われています。これまで

の自治体は、中央政府のひも付き補助金を使って忠実に施策を実行することが最大

の使命とされていました。  

 しかし、１９９０年代以降、産業構造の転換と財源の不足は当然、地方経済や地

方行政にも多大な影響を与え、現在に至っています。この１、２年は幸いにも大山

町においては、交付税の順調な配分もあり、数字の上では、危機的状況にあるとは

いえません。  

 しかし、自主財源が２５％を切っており、国も町も大きな借金をかかえて、そう

いう現状があります。今、議会で、今議会で提出された決算審査の意見書にもある

ように、財政の健全化に向けた取り組みの強化が求められるところであります。  

 また、これから予算編成の時期でもありますが、貴重な財源を駆使して、町民へ

の効率的かつ効果的なサービスの提供ができるような仕組みの構築が必要ではない

かと考えますがいかがでしょうか。  

○議長（野口俊明君）  吉原議員に注意しておきます。起立して発言があるときに

は、議長の許可を得てから発言してください。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  はい、分かりました。  

○議長（野口俊明君）  町長、森田増範君。  

○町長（森田増範君）  二つ目のご質問でございます。財政健全化と予算編成のあ

り方についてでございます。  

現在、国民の暮らしを担う地方公共団体では、健全な財政を維持する経営の能力

が問われているところでございます。ご存じのとおり、平成１９年６月に「地方公

共団体の財政の健全化に関する法律」が公布、平成２１年４月に全面施行されまし

て、「健全化判断比率」及び「資金不足比率」を監査委員の審査に付した上で議会に
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報告し、住民の皆さまに対し公表することが義務付けられたところでございます。  

全ての地方公共団体は、この健全化比率等により，「健全化段階」「早期健全化段

階」「財政再生段階」の３段階に区分をされておるところであります。  

平成２１年度決算に基づきます本町の健全化判断比率を算定いたしました結果

は、報告第７号、第８号で報告いたしましたとおり、全ての指標が「健全化段階」

となっております。  

「健全化法」は、これまでの制度では、わかりにくかった財政情報の開示や、早

期是正機能がない等の課題の仕組みが整備をされ、地方分権を進める中で、公営企

業や第三セクターの会計も対象とする新たな指標を導入するなど、地方公共団体の

財政の全体像を明らかにする制度となっているところでございます。  

予算編成のあり方でありますけれども、現在、国におきまして「予算編成のあり

方に関する検討会」が開催をされておりまして、予算編成に関する基本的な方向性

に関するその論点整理がなされているところでございます。  

２０１１年度から３年間の歳入見込みや歳出削減策などを含めた「中期財政フレ

ーム」と財政健全化の道筋を示した「財政運営戦略」が策定をされ、これらに基づ

いて１１年度から「実質的な複数年度予算編成を実現する」ということとしてござ

います。  

既に国では平成２３年度の予算編成作業が始まっておりまして、「平成２３年度

予算の概算要求組替え基準」が７月２７日に閣議決定をされているところでござい

ます。  

本町におきましては、国の情勢を注視しつつ、将来にわたりまして健全で安定的

な財政基盤を確立するため、事業の根底に立ち返った厳しい見直しや、選択と集中

によります限りある財源の効果的、そして効率的な行財政運営を推進してまいりた

いと考えておるところでございます。  

またその一方で、厳しい財政状況下にあっても「大山の恵みを受け継ぎ、元気な

未来を拓くまちづくり」の実現、少子・高齢化に向けた福祉施策の充実、地震対策

や防犯対策など、町民のみなさまが安心して充実した生活を実感できる、元気で魅

力あるまちづくりに積極的に取り組んでまいりたいと考えているところでありま

す。以上で終わります。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  吉原美智恵君。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  財政健全化法というものがあります。これに基づ

いて今大山町もいろんな計画を立てているわけですけれども、これは各自治体が健

全な運営の能力を身に付けることが目的で法律化されました。で、今の状況は健全

化であるといわれましたけれども、実際には、決算審査でも指摘されましたように

一般会計の繰り入れをもって特別会計が行われていましたり、先々交付税がこの国
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の状況でありますと、減ってきますと、これまでどおりの財政の組み立てができな

いということは、もう皆さんのお分かりであると思います。  

ですので、職員と住民の意識改革が必要であると、これは皆さん共通認識だと思

っとります。じゃあ職員の意識改革においてですね、国の給与の比較として、国と

地方公務員のですね、給与を比較する指数としてラスパイレス指数というものがあ

りますが、それは今％でしょうか。  

また、職員の数がまだ定数が少し自治団体よりも多いようでありますが、それに

ついては近藤議員が質問されたときにこれから適正化していくということでしたが、

その取りあえずラスパイレス指数を教えていただきたいと思います。   

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  指数ということでございますので、２１年度であります。

ですね、２１年度が９５．５、２２年度の４月が９５．６ということであります。

それから職員の定数ということでございますけれども、合併の当初の定数について

かなり、その取り組みについては、強力に積極的に取り組みをしてきておるという

状況であります。以上です。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  その指数からもみますとですね、だんだん上がっ

てきております。  

○議長（野口俊明君）  吉原議員。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  あ、すみませんでした。はい、議長。  

○議長（野口俊明君）  吉原美智恵君。  

○議員（９番  吉原美智恵君） はい。時間が気になりまして、申し訳ありません。

焦ってしまいました。その指数から鑑みますと、類似団体と比べてみましても、ま

だ高いようでありますので、そのことについて町長はいかに考えるのか。やはり同

じように危機意識をもつということについてですね、現職員の皆さんと危機意識を

持つにつけこのラスパイレス指数なんて、難しい言葉ですけれども、その指数が上

がっているというということはですね、１８年度から２０年度まで給与が、全職員

の給与がカットされていたのが元に戻ったという、そういうのも原因があるみたい

です。わたしが調べたところによりますと。それから早期退職のところの手当ての

問題とか、そういうことで多くなってるようですけれど、これからどのように考え

るのか。そして職員と住民が一緒に血を流すと、そういう覚悟でやっていかないと

これから乗り切れないと思うんですけれども、入るを量りて出ずるを制すという言

葉もあります。そうなりますとこう何を精査していくのか。で、予算をこれから、

１０月から組み立てていくわけですけれども、その予算編成のやり方というものを

もう少し詳しく聞きたいと思います。そしてその予算編成の段階で、本当に課長以

下職員の皆さんが、予算編成に対して大山町の政策とか方向性を考えながら、予算
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編成ができていくのか、そのことも問いたいと思います。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長。  

○町長（森田増範君）  吉原議員さんの件につきまして、担当課のほうに指示をし

たりして話をしておりますので、担当課のほうから述べさせていただきます。  

○総務課長（押村彰文君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  押村総務課長。  

○総務課長（押村彰文君）  町財政の健全化に向けた考え方を少し述べさせていた

だきます。  

 まず、将来の借金につながります起債の抑制ということをまず取り組むべきだと

考えております。しかしながら、事業をことごとく削減するということでは、いわ

ゆる地域の活性化が薄まり、地域の衰退ということも出てくると思っておりますの

で、いかに有利な起債を活用し、将来の後年度の負担に対応するだけの基金をどう

して積み立てるのか、というところが一番重要なところだというふうに思ってると

ころでございます。これから過疎指定を受け、過疎債という有利な起債を活用しな

がら事業は実施していくわけですけれども、それにしても後年度には必ず起債の返

済が出てきますので、それをきちんとした形で基金として貯えておくということが

まず一番大事なことであろうというふうに思っております。  

 それから予算査定のことでございますけども、毎年、予算査定は財政担当、副町

長、町長というぐあいで厳しく査定は行っているところでございますけれども、今

大山町の査定のやり方は、全ての事業につき、１件ずつ査定をしていくということ

でございます。これの大きな目的は、その事業の優先順位をつけながら、緊急性あ

るいは重要なものを優先的にやっていくということで、なるべく不要な部分をきり

そぐといいますか、少し順番を待ってもらうということで、その緊急順位を決めな

がら事業実施に向けていくということで、将来のツケを残さないというような査定

の方針で行っているということでございます。以上です。  

○議長（野口俊明君）  答弁もれがありますか。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  はい。  

○議長（野口俊明君）  答弁もれを答弁してください。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  指数に関してどう思うか。  

○総務課長（押村彰文君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  押村総務課長。  

○総務課長（押村彰文君）  ラスパイレス指数の上がった大きな原因・・。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  いやその数字を見てどう思われるか。  

○総務課長（押村彰文君）  はい、ラスパイレス指数は、国家公務員を１００とし

た場合に我々地方公務員の給与水準が、数値で表すとどこにあるかということでご
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ざいます。９５．６％という数値が、高いのか、安いのかの判断は非常に難しいと

思っております。それは年齢構成にもあるでしょうし、２年前にやってました給与

カットというのとすれは、一時のラスパイレス指数は落ちるということがあります

けども、たまたま２１年に比べ２２年が０．１％ですか、０．１％ですね。上がっ

たのは給与カットを全職員から課長職だけにしたということが原因だと思っており

ます。ただこの９５．６％の率は、県下の市町村を比べればちょうど平均的ぐらい

のところかなというふうに判断をしております。以上でございます。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  吉原美智恵君。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  まあ、町長のお考えが聞かれないところは残念で

すけれども、答えられないということで解釈いたします。  

 行政経営という考え方がこれから必要であるというふうに思いますけども、予算

査定に関してですね、やはり重点と緊急性ということを考えて予算の施策を決めて

いかなければならないと思っております。そしてそれに対してですね、役所はです

ね、町長がどういう方向性を持っているのか、本当に何が重点、今年は何を重点施

策にするのかとか、緊急施策にしたいのか、そういうことが分からないとですね、

課から上げられたときに全部上げてしまうとか、そういうことになってしまうと思

います。そして新規施策をしようと思うときにですね、やはり方向性、大山町がど

っちを向いているのか、町長は何を今回重点的にしたいのか、そういうことを鑑み

ながら、それがないと新規施策という案を出すときに課長たちが困るんではないか

と。そういうところも緩急を付ける点では、大事なのではないかと思いますが、こ

れまでどおりただ全部ずーと全部予算配分の中で出していくんではなくって、課の

中で自分たちが一生懸命考え議論して早い遅い、重点とか、これは緊急性を要しな

いとか、そういうことまでしながら上げていかないと査定のとこでぱっと決ってし

まいますと、その査定の決まった経緯が分からない。そしてそのなんでその施策が

取り上げられたのかという情報公開に関して住民もまた決って、決ってから議会で

議決したから、はい決ったということでは住民の理解も得られないし、その２つで

すね。一つは、その予算編成のあり方で課長なんかで課で議論があるのか、そして

重点施策を町長の意向に沿って決めているのか、ということと、それから住民に対

して一緒に汗を流そうと思うんでしたら、やはり住民に対して説明責任として、単

なる決ったこうですよではなくって、途中の決る仮定、そして町長の思いを汲みい

れてこういう施策が決りましたとか、財政的にこんなことを鑑みながらでもこれは

攻めないけんからやりますとか、そういう決まるまでの住民に対する情報公開の場

っていうか、そういうものがないように感じますがいかがでしょうか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長  森田増範君。  
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○町長（森田増範君）  予算の決め方の中で誤解があってもなあと思いますけれど

も、担当課の方で当然いろいろと検討をし、課長、担当部署、それぞれ意見を出し

ながら、議論をしながら政策の新年度に向けての提案をしてくるわけであります。

当然それに予算が伴うわけでありまして、課長の中で、この担当課として必要であ

るということについてさらに査定を受ける段階で上がってくるという形であります

ので、ぽんと出たものがぽんと決っていくというものではないということを改めて

おつなぎをさせていただきたいと思いますし、その予算の案件につきましても、住

民の方々の汗ということもございますけども、現在取り組んでおります集落の健康

診断であったり、まちづくり推進員さん中心として検討されております課題であっ

たり、あるいはいろいろなグループ、組織等々で活動しておられます方々との事業、

そこの中からの新しい事業、あるいは継続した事業、いろいろな提案があるわけで

あります。農林水産業に関わられる団体の方もあったりするわけでありますし、そ

ういったところからのいろいろな意見を出していただく中で、この新年度のあるい

は新しい年度の予算編成がなされていくものでありますし、それに対して本当にい

いのかどうかということを精査をして方向性を出し、まとめていくということであ

ると思っております。ご指摘の内容については少しそうではないのになあというぐ

あいに感じておるところでありまして、この予算編成については、それぞれの部署

から、あるいは関係団体から、あるいは地域のそういった住民の皆さんから提案が

あるものも含めて、反映をしながら精査をしながら予算を査定していくということ

でありますので、ご理解願いたいと思います。その中で私が思いを強めるものの中

で重点施策として、あるいはモデル的なものとして提案させてもらうものも当然入

っておりますし、この２２年度予算の中にも含まれているということは議員の皆さ

んもご承知のとおりでございます。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  議長。  

○町長（森田増範君）  吉原美智恵君。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  考え方の相違でしょうけれども、わたしが感じた

ところは、議会で全員協議会で説明されたりはされますけれども、じゃあそういう

同じようなこういうことをやろうと思うとか、そういうのをわたしたちももって帰

ってみんなに話すんですけれど、やはり一緒に考える機会ということで、これから

は協働協働って言われます。そしたら一緒に考える機会を、ないとけませんので、

やはりなるべく大事な問題、山香荘の活用とかでもやはりわたしたちだけでもなく、

何か広報の機会を利用してテレビでもいいですから、こういうことを考えている、

これだけお金が掛かるけれども、費用対効果はこうだとかそういうことを提案しな

がら一緒に決めていくというプロセスがこれから必要になるんではないかと思いま

す。  

 今、まちづくり推進員さんといわれましたけれど、これに関してはまだ全然進ん
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でおりませんので、そういう視点を持つんでしたら、もう少し部落の健康診断をも

う少し進めて、そしてその健康診断とか地区会議というものの重要性をきちんとも

う１回、じゃあ町民さんに説明していかないと噛み合わないと思いますがいかがで

しょいうか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  同じ思いをもっておるわけでありまして、地域の皆さんか

らの提案ということでおっしゃいます。そのような思いをもって今、いろいろな取

り組みを始めておるところであります。  

 実際に既に、農林水産業でいろいろな活動をしておられる団体もありますし、福

祉の関係、教育の関係、住民の皆さん方中心に詰めておられるものも、当然あるわ

けでありまして、そういった方々からの熱いものの政策提案、それを担当課の方が

受け、この予算の中に反映をしていることも当然あるわけであります。  

 おっしゃる思いは分かりますけれども、それを具現化していくのに時間が掛かる、

あるいはそういった方々がおられるならば、そういったグループの方々が、地域の

方々が、特に企画情報の方でも所管をしております地域活性化の交付金事業等々も

このたびの新しい事業の中でも入れておるわけでありまして、そういった方々が積

極的にこういった事業を活用していただくということも大切なことではないのかと

思っております。身近な方々が、そういった方があるとするならば、あるいは逆に

そういったことで取り組んでいこうと、一緒に汗をかいていかいやという方がある

とするならば、是非とも担当課のほうにも、そういったことについての説明や取り

組みをやりたいのでどうだろうかというぐあいな働きかけもいただければ状況がよ

くわかるのではないかなと思っています。議員の思いがこういった形で、地域から

の提案という形で現れてくるものもあるというぐあいに思っております。  

○議員（９番  吉原美智恵君）  終わります。  

○議長（野口俊明君）  吉原美智恵君の一般質問はこれで終わりました。ここで暫

時休憩いたします。再開は３時２０分。  

午後３時８分  休憩  

────────────────・───・─────────────────  

午後３時２０分  再開  

○議長（野口俊明君）  再開いたします。引き続き一般質問を継続いたします。次

１番  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  それでは通告にしたがいまして、定住施策と住宅需

要の質問をしたいと思います。  

「大山町に定住してほしい」という町長の言葉は、さまざまなところで耳にする

機会があります。しかしながら過去２年間、大山町営の賃貸住宅は、満室の状態が
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続いています。前回６月議会で空室がある若者向け住宅に絞って質問をしましたが、

その後満室になったということでほとんどの町営住宅が満室になっております。  

また、町内の分譲宅地には余裕がありますが、売れ行きをみると、ＩＵＪターン

者や若者には、家を所有したいという需要が少ないようにも感じます。そして、町

のホームページなどでも情報を提供しておりますが、空き家も同様で、そこに若い

人が移り住んできたという話をほとんど聞くことがありません。  

そこで質問したいと思いますが、まず町営賃貸住宅は、入居率１００％の状態が

続く現状がベストだと考えていらっしゃるのかどうか。  

そして町営なかやま団地若者向け住宅は敷地に余裕がありますが、追加の建設を

行う予定があるのでしょうか。  

また、７月に完成予定でありました大山口駅前の分譲宅地は、９月に購入申し込

み開始とのことでありますが、購入希望者を何人程度見込んでいらっしゃるのでし

ょうか。  

最後に、どのような住宅に住んでもらう想定で、ＩＵＪターン者や若者の定住施

策を考えていらっしゃるのか。以上答弁願います。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長  森田増範君。  

○町長（森田増範君）  それでは、竹口議員さんの定住施策と住宅需要ということ

につきましてお答えさせていただきたいと思います。４点の質問がございました。  

まず町営住宅の現在の状況はということでございます。公営住宅、改良住宅、特

定公共賃貸住宅、そして若者向けの住宅ということで、１６の団地で２２４戸の入

居となっております。満室の状態であるところでございます。  

既存の住宅につきましては、昭和４５年度から平成２１年度までの間にそれぞれ

建設いたしておるところでございますが、経過年数の古い住宅もありまして、維持

管理費も多額となっているところでございます。町営住宅の入居希望の問い合わせ

も頂いており、住宅が不足しているものと認識をしておりますけれども、新規の住

宅建設、これは財政の状況、また用地の確保等の問題もありまして、早期の建設計

画は、現時点ではもっておらないところでございますけれども、今後の情勢を見な

がらの検討課題であると思っております。特に財政状況ということも先ほど来から

のご指摘もあっております。  

２つ目に、町営なかやま団地若者向け住宅は、平成２１年度に建設いたしまして、

平成２２年度に入居の募集を開始をいたしまして、一次募集では５戸の入居でござ

いましたけれど、再募集により現在、７戸が入居及び契約済となっております。残

り１戸が予約済であり満室となっていたところでありましたが、ほんの先日、急で

ございましたけども、本人さんの都合だと思います、１戸のキャンセルがございま

して、今後募集の予定をいたしておるというところでございます。  
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敷地につきましては、当初計画で２棟分の面積を確保しておりますけれども、２

棟目の建設につきまして、８戸ほど入っていただけるスペースのところであります

けれども、これにつきましては、今後の需要の状況を見極め、判断をしていく必要

があるというぐあいに思っております。  

３つ目に大山口団地分譲地につきましては、９月の中旬に分譲を開始をいたしま

して１０月中旬頃に一次募集の締め切りを予定をいたしておるところでございます。 

購入希望者の見込みにつきましては、現在数件の問い合わせを頂いておりますけれ

ども、住宅建築に伴います特典も設けており、分譲が長期間とならないようこれか

らＰＲ等に努めてまいりたいと考えておるところでございます。  

４つ目にどのような住居に住んでもらう想定で、ＩＪＵターン者や若者の定住施

策を考えているのかとのことでございますけれども、基本的には先ほど述べました

町営住宅等や空き家バンクに登録のある空き家の利用というところで考えていると

ころでございます。以上です。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  町営住宅含めまして住宅が不足しているという認識

ということですが、まあ再三話に出てきますが、財政状況、お金が無限にあればど

んどん作りたいというようなお気持ちかもしれませんが、財政状況が絡んでくるた

め、建設すぐにはできないというようなお答えでした。  

 そして、ＩＪＵターン者や、若者定住施策を考える際に、どのような住居に住ん

でもらう想定で、施策を考えていらっしゃるかという質問に対しては、町営住宅や

空き家バンクに登録のある空き家の利用を考えてらっしゃるということですが、基

本的に町営住宅を考えられる場合というのは、もっと建設をして常に１００％満室

の状態っていうのを改善していかなければならないと思いますし、そもそも空き家

バンクに登録してある空き家に、入居される際に、賃貸でなしにまあほとんどが買

い取りというようなことになるかと思いますが、そういった需要が本当にあると思

われますか、町長。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  空き家バンクということについてのご質問でございますけ

れども、この空き家バンク自体が、買い取りの場合もありますでしょうし、こう他

町の状況の中では、いわゆる賃貸ということもあったりするわけでございます。ま

あ状況の中でこの空き家バンク、空き家ということの取り組みも本町でもやってお

るところでありますけれども、なかなか持ち家、地主さんのほうからそういった情

報の提供、あるいは登録の提供ということがどんどんこうスムーズに進んでいない

というのが現状ではございます。  
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○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  そこでですね、なるべく今のわれわれ世代、若い人

の世代の気持ちをなるべく代表して言いたいと思いますが、国土交通省や総務省が

ある程度、全国に向けたアンケート調査など報告、調査報告をまとめておりますが、

まあそういった調査の結果などをみますと、これは専門家も言われておることです

けども、年々やっぱり賃貸住宅って言う需要が増えている。もうこの現象は明らか

に顕著になっているといったことがあります。原因としましてはさまざまなことが

考えられるかと思いますが、雇用の問題なども不安定な雇用の問題などもあるかと

思いますが、今調査している中でですね、いろんな調査があるんですけれども、と

ある調査では、全国１万５，０００人ぐらいに向けた調査で、地域とかも均等に割

り付けて調査した結果では、持ち家、自己所有の家に将来住みたいという人は、約

半数ぐらいしかいないというような結果で、あと２０％近くが賃貸で暮らしていき

たいと。それから２０％ぐらいは特に考えていないといったようなことで、特に家

を建てて、大山町に今後住もうという人も少ないのではないかと思います。で、そ

れで若い人、他の市町村から人が入ってくるということは、税収増、税収が増える

とか、そういった要素もあるかと思うんですが、やっぱり違う自治体、県外などか

ら入ってくる若い人っていうのは、まちづくりの構成にもとても影響してくるもの

思いますが、町長はどういうふうに考えられていますでしょうか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  議員のほうから持ち家の関係、賃貸の希望の状況等との話

がございました。若い方々が、持ち家という視点がなかなかないというような話だ

ったのかなということでございますけども、まあ経済情勢の中でそうかなというぐ

あいに思っています。ただ町としてこれからそういった町営住宅、集合住宅等々を

建てていく形の中で、施設を建設するということになりますと、特に町営というこ

とになりますれば、当然、維持費、あるいは将来に向けての管理というようなこと

にもなってくるわけでありまして、この取り組みについてある程度期間を得たら本

人さんの持ち家になっていくとか、というとらえ方もある中の選択もあったりする

のかなというぐあいに思っております。やはり最終的には、最後の最後まで町営住

宅という形の中で残しておいて、町で維持管理をしていくんだということではなく、

今後の施策のとらえ方の中では、最終的には入っていただいた方に持ち家になって

いただくというような手法ではないのかなとわたしは思っております。議員のほう

では、今の話ではなかなかそういう思いをもっている者は、半分ぐらいしかおらな

いんだと。だから賃貸の住宅、あるいは集合住宅かなと思いますけれど、そういっ

たことの取り組みをもっとすべきではないのかなというぐあいなニュアンスの話か
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なと思っておりますけども、町のほうで施設を作ること、ということについては、

そういう将来に向けてのいろいろな負担、経費の負担のこともございます。手法に

ついては検討していかなければならないのではないのかなというぐあいに考えてお

るところであります。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  先ほどの質問、ちょっと長くなりまして、分かりに

くかったかと思いますが、今、町長、町で施設を持って、町営住宅、賃貸住宅を管

理していくとまあ当然維持管理費がずっと掛かってくると。まあ建設した費用も返

していかなければならない、そういった懸念があって、まあ今後の手法を検討して

いくといったような答弁だったかと思いますが、例えば、先進諸国では特に多いの

がイギリス、フランス、スウェーデンなんかっていうのが、単身世帯や若者世帯に

向けて、住宅に関する補助が手厚いですね。で、民間の賃貸住宅、入居された場合

に家賃の補助を出すと、いくらか。それもまあ収入に応じてなんですが、たとえば

町で町営住宅をもって維持管理費や、建設費用なんかに懸念を示されるということ

であれば、そういった手法なんかも考えられるのではないかなというふうに思いま

すが、町長はどう思われますか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  午前中の質問の中でもちょっと触れさせていただいた経過

があったのかなと思いますが、近藤議員さんの過疎の地域の計画の中で、民間のノ

ウハウを活用した、民間の宅地開発を誘導するというような施策というようなこと

も少し話をさせていただきましたけども、お話がございますように、これからの取

り組みの中では、やはり町のほうで土地をもって、町としての施設を造ってという

町営で造っていくということよりも、やはり民間の力をいただきながら、ある場面

で行政ができることを支援していくという形を研究していかなければならないとい

うぐあいに考えておるところでございまして、そういう思いも含めて少し話を進め

させていただいた経過がございます。竹口議員のご指摘の中でもいろいろなやり方

の提案であったと思っております。それは民間活力を活用した中での行政ができる

ことの支援ということであろうと思っております。中身のことについての検討研究

はこれから当然進めていくことであろうと思っております。参考の意見としていた

だきながら今後に向けてのそういった定住対策としての捉え方を民間の活力という

ことを一つのキーワードにしながら、いろいろな取り組みを熟慮し考慮し、あるい

は進めていかなければならないというぐあいに今考えておるところであります。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  
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○議員（１番  竹口大紀君）  ちょっと話を賃貸住宅に絞りたいと思いますが、今

大山町内には民間の賃貸住宅というのは、非常に少ないと思いますが、町長はどの

ように感じられますか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長。  

○町長（森田増範君）  賃貸住宅ということにつきましては、冒頭に１６団地で２

２４戸の数ということでお示しをさせていただきました。町として持っております

財産としては、少ないというぐあいに思っておりません。割合にあるのではないの

かなと。えっ、失礼。ちょっと休憩を  

○議長（野口俊明君）  休憩いたします。  

○議長（野口俊明君）  それでは再開いたします。  

○町長（森田増範君）  失礼いたしました。民間のほうが少ないのではないかとい

うことでしたね。はい、民間の方のですね、住宅については、わたしも少ないなと

思っています。それは民間の方々が、この大山町のエリアに対して、魅力をもって

いただいているのかどうかということも含めて、の視点で判断しなければならない

と思いますし、町としての民間の方々に対してのそういった施策というものについ

ては、特に強力にですね、出していたということではないというぐあいに思ってお

ります。旧町の段階で町のほうで下水道の完備をしたりですね、そういったことの

経過はあったことはありますけれども、そういうように理解をしています。       

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  しつこいようでちょっと繰り返しのような質問にな

ってしまうかもしれませんが、現在町内にはまあ、町長のご認識でも民間の賃貸住

宅が少ないというようなことで、米子なんかをみますと、本当に賃貸住宅、民間に

いっぱいありまして、だいたい町外に出る、町外に出るけれど県内に住むような人

っていうのは、米子周辺に住む方が多いんじゃないかなと勝手に思っていますが、

先ほど提案しましたそのいくらかの家賃補助というような施策を町が考えればそれ

に魅力を感じて民間の不動産開発会社なりがもっといっぱい賃貸住宅を建ててくれ

てそこに若い人、住んでくれるような方向になるんじゃないかなというふうに僕は

考えるんですが、町長はどのように考えられますか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  民間の方々のほうが、方がこの大山町のエリアの中にいわ

ゆる米子市、淀江町、米子市淀江町も含めてですけれど、米子市のほうよりも非常

に少ないという状況があります。特に隣の淀江のほうについては、米子市という合

併をされてから急速に民間の方々の住宅の建設ということでの、ラッシュといいま
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すか、取り組みが進んだ経過があります。これはやはり民間の方々にとって、ニー

ズがそのエリアにはあるということを判断をしながらとり進んでこられたことなの

ではないのかなと思っております。大山町におきましては、なかなかそういった形

で民間の方々の業者のほうからの形がどんどん進んでこないというのが現状であり

ます。  

 そういった事を踏まえまして、先ほど来も申し上げておりますようにこの定住化

策ということの中で、民間の活力を活かした取り組み、これを進めていかないとい

けないのではないかなということを述べさせていただきました。  

その中の手法として議員のほうからは、賃貸家賃の助成というような話がござい

ますけども、そういった手法もあるのかもしれませんし、もっとほかの方法もある

のかもしれません。手法の件については、いろいろとこれから研究をして、検討し

ていくことであろうと思っておりますので、ご意見については、参考意見としてた

まわりたいと思いますけども、いずれにしても民間の方々が、この大山町のエリア

の中に来ていただいて、そういった取り組みが芽生える、進んでいくということに

ついての策はこれから講じていかなければならない、検討していかなければならな

いというぐあいに考えております。ただそういう形の中でいきますと、可能性のあ

る、あるいはそういった求められる場所というのが逆に民間の事業者の方からの提

示であったり提案であったりということも出てくるというぐあい思ったりしており

ますので、この地域のエリアの中で、町のほうがここのところに、あるいはここの

ところにというやり方の中で納まるということには逆にならんのかなというぐあい

に思っています。やはり入っていただく方々のニーズ、ニーズのあるところにやっ

ぱり民間の方々の施設建設といいますか、そういうことになってくると思いますの

で、そういったところは、逆にいろいろと検討していく、まだまだ課題があるのか

なというぐあいに思ってるところであります。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  わたしはですね、まあ一般質問でよく発言すること

に、国全体でそういう施策をやったらいいのに、なにぶん国は動きが遅いものです

から、細かい事案に対処しきれてないのかなというようなことを申し上げるわけで

すが、日本ではその所有する家に対しては、減税、住宅ローン減税などがあります

けれども、賃貸住宅に対する補助というのはほとんどなくてですね、そういう先ほ

ど研究調査されるということでしたけれども、新しい施策、もう他の市町村が、な

んか大山町いいことやってるな、真似して、大山町真似しようというぐらいの新し

い施策、目立った施策っていうのをもう大山町発進で全国に向けて、全国に率先し

て先駆けてやっていくんだと、そういうような意気込みが町長にはあるのかどうか、

最後答弁願います。  
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○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  ふたたびになりますけれど、近藤議員の質問の中にも過疎

計画の中でも触れされていただきました。必要であるということを述べさせていた

だきました。特に施策の手法についてはですね、やはりいろいろといろんな問題、

課題が出てくるわけでありますので、検討し研究をしていかなければならないと思

っていますけれども、今の現在の定住ということの中で、あとから次の質問の中で、

たぶん子育ての関係であったりとかですね、いろいろな質問、また次の質問される

と思いますけども全国各地で、あるいはこの近隣町村で本当に子育て支援であった

りとか、福祉の施策であったりとか、さまざまな施策を先んじて、取り組みをして

是非ともわが町に来て欲しいというような形の取り組みがどこの自治体でもなされ

てきておると思っております。そういった施策をしっかりとＰＲしていくというこ

とと同時に、やはりこの定住という捉え方の中での民間活力、これは今後進めてい

かなければならないことであると思っております。  

ただ一点、その賃貸という形の中での集合住宅であったりすることの中で若い方

が集合住宅に入られます、賃貸に入られます。数年たったらじゃあどうされるのか

なということもございます。１０年たったらそこから別のところに移られていく、

新しいところにまた移られていく。それが町内なのか町外なのかという問題も出て

まいります。やはり来ていただくという形の中で、将来にこの町に住んでいただく

ということの視点をですね、何らかの形で持ちながら、そういった施策の提案、検

討、研究ができたらないいがなというぐあいに思ってるところであります。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君） 賃貸だと将来どこに住むか分からないということで、

それ以外、住宅施策以外に大山町に生涯住み続けたいと思うような施策を作ってい

きたいというようなことでしたので関連する次の質問に移りたいと思います。  

次は、幼児教育環境、子育て支援策と出生数について質問したいと思います。  

もうみなさんよくご存じのとおり、毎回議会が開かれますと、最低１度は出てく

るようになりましたが、年間出生数、大山町がもう１００人を割り込むようになり

ました。国や県や町の子育て支援策で、夫婦１組あたりの出生数は維持できるかも

しれませんが、世帯数が減少していく大山町では、町全体の出生数は減る一方だと

考えております。だからこそ、大山町で特徴と魅力のある幼児教育環境、子育て支

援策を作って、人口流入や世帯数増を達成した結果として、出生数も維持できるの

が理想的であると考えております。  

そこで質問したいと思いますが、まず大山町には出産祝い金の制度がありません

が、新設を行う計画はないのでしょうか。そして町長の持論であります大山町まる
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ごと体験花嫁募集プロジェクト、これの現状は今どのようになっているのか。また、  

今後どのような幼児教育環境、子育て支援策を作っていかれるのか、最後に具体的

にどのような幼児教育環境、子育て支援策であれば特徴と魅力があり、人口流出防

止と人口流入増大につながると考えておられるのでしょうか、答弁願います。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長、森田増範君。  

○町長（森田増範君）  竹口議員さんのほうから２つ目の質問をいただきました。

その前に、先ほどの質問の中の３つ目でございました大山口の分譲地の質問の中で、

区画の数でございます、１２区画を予定しておるということでございました。それ

から特典ということについては契約の日から５年以内でございますと、建築をして

いただきますのが、１戸について５０万円の助成、それから３年以内ですと１戸に

ついて１００万円の助成という特典があるということを申し訳ございません、伝え

させていただきたいと思います。  

それでは２つ目の質問でございます。幼児教育環境と子育て支援策、そして出生

ということについてでございます。  

まず 1 番目の大山町には出産祝い金の制度がないが、その新設を行う計画につい

てのご質問でございます。  

 ご指摘のように出生数は、毎年減少いたしておりまして、昨年は、年間出生数が

大山町で９５人でございました。その原因は、核家族や結婚をしない方が増加して

いるなど、社会環境のさまざまな要因が関係をしているものと考えております。以

前、少子化や過疎化対策の一環として、自治体が独自に取り組みます「出産祝い金

制度」、鳥取県内でもかつては多くの市町村が取り組んできておりましたけれども、

町村合併を機に見直しが進み、現在実施しておりますのは、６町村のみとなってお

るところでございます。新大山町におきましても自治体の厳しい財政状況のなか「特

定の方だけ恩恵があるのはどうか」とか「出生率向上に本当に効果があるかは疑問」

というような声もあり合併の時に廃止になった経過がございます。そのような中で、

子ども手当の創設、高校授業料の無料化、無償化など、国、県、町におきましては、

さまざまな子育て支援策が講じられてきておるところでございまして、子育て環境

は、以前に比べてかなりよくなっているものと考えております。したがいまして、

ご質問の出産祝い金を出すことについて、これによりますところの大きな効果につ

いては疑問に思っておるところでございます。現在のところ、この制度をすぐに設

けるということでなくて、今ある支援策のＰＲや子育て環境の整備に努めてまいり

たいと考えております。  

 二つ目の大山町まるごと体験花嫁募集プロジェクトの現状はということについて

のご質問でございます。  

この事業は、現在町内の青年を中心といたしますところの大山町結婚対策協議会
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で計画を進めていただいております。現在の進行状況は、詳細の内容につきまして

実は今週決定をして今月の末から参加者の募集が始まるところで、予定でございま

す。  

今年度の計画は、１２月と２月の２回の花嫁ツアーというのを計画いたしており

ます。大阪のほうから花嫁希望者に来ていただき、大山町内の独身男性と共にいろ

いろな作業体験を行っていただきます。またその作業を通じての交流、カップルに

なっていただくことにならないのかなというぐあいに思って、そういった内容での

計画がなされておるところであります。  

 このような取り組みについては今回が初めてでありますので、事業実施後には速

やかにまた反省会を行って、さらに結婚へということにつながる事業展開へと、そ

ういった検討を進めていこうというぐあいに思っておりますし、進めていっていた

だきたいというぐあいに考えております。  

３つ目の本町の子育て支援の方向性や具体策の概要につきましては、『大山町次世

代育成支援行動計画』で定めておるところでございます。この計画の基本理念は、「”

子育てについて、第一義的責任は父母その他の保護者にある”という基本認識の下

に、家庭や地域など、子どもたちを取り巻くすべての場で、子育てについての理解

が深められ、子育ての喜びが実感されるようなまちづくりをめざします」というこ

ととなっておりまして、現在この計画に沿って、各種の取り組みを総合的に推進を

しているというところでございます。  

 今後も、この計画の理念を実現すべく、折々の社会の状況や住民の皆さまの様々

な要望等を総合的に判断して、“心豊かでたくましいだいせんの子”を育てるために、

必要な施策を、適切かつ機敏に展開してまいる所存でございます。  

 ４つ目に、次に、具体的にどのような幼児教育環境・子育て支援施策であれば特

徴と魅力があり、人口流出、あるいは人口流入増大につながるかということについ

てでございます。  

 子育て世代に、子育てしやすいと感じてもらえる環境づくりには、決してこれと

いった“決め手”があるものではないと思っております。まずは住宅、先ほど来か

らのお話もございます、雇用、住宅、保健医療、各種子育て支援施策や子どもたち

が暮らしやすい社会環境の整備等を着実にかつ総合的に進めること。それに加えま

して、市町村とは一味違う特色ある施策、ということで議員のほうからもお話が出

ておるわけでございますけれど、そういった取り組みということについて、展開し

ていく、取り組みを進めていくということはやはり必要だろうというぐあいに思っ

ておるところでございます。  

 そのような考え方の中で、大山町では、企業誘致の関係、あるいは住宅団地の整

備、単町での子育て医療費の助成事業、また住民の皆様の力もお借りしながら、子

育て支援センターを核とした各種の子育て支援事業を推進をしてきたところでもご
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ざいます。  

また最近では、若者向き住宅の整備であったり、任意接種であります小児のイン

フルエンザ菌ワクチンの接種費助成などを、他の自治体に先駆けて行って、子育て

世代へのアピールをしているところでもございます。  

 今後も、住民の皆様や議員の皆様方からいただきますご意見、あるいは提言をふ

まえながら、効果的な施策を展開してまいりたいというぐあいに考えておるところ

でございます。以上で終わります。  

○教育委員長（伊澤百子君）  議長、教育委員長。  

○議長（野口俊明君）  教育委員長、伊澤百子君。  

○教育委員長（伊澤百子君）  ただいまの竹口議員さんの幼児教育環境、子育て支

援策と出生数につきまして、はじめに今後どのような幼児教育環境・子育て支援策

を作っていくのか、というご質問に教育委員会のほうからお答えいたします。  

先ほど町長さんも述べられましたとおり、町民のみなさまに安心して子どもの保

育、教育を託せる子育てしやすいまちだと感じていただける環境づくりをめざして

教育委員会でも鋭意取り組みを進めているところです。  

大山町は、平成１８年度に県内で初めて保育所を教育委員会の所管とし、保育所

と小学校の連携を強めて、保護者のみなさまと共に、保育士も教師も一体となって

大山町の将来を担う子どもたちの“生きる力”の育成に進めてまいりました。  

大山町に生まれ育つ子どもたちが、この豊かな自然環境とか温かい人間関係の“恵

み”を受けて心身ともに健康に成長し、基本的な生活習慣、忍耐力、思いやり、ま

た協調性を身につけて、自分やまわりの人やふるさとを愛する心を持って育つよう

に現在取り組んでいるところです。  

教育委員会といたしまして幼児教育環境の整備としては、まず保育所の整備とい

うのを最優先に考えています。ご存じのように昨年３地区の保育所と検討委員会に

おきまして、各地区に拠点の保育所を建設することが決まり、住民や保護者のみな

さまと協議を重ねてまいりました。     

大山地区におきましては、先般、業者による基本的、基本設計のプレゼンテーシ

ョン行いまして、ようやく拠点保育所建設の実施設計に取りかかっているところで

す。場所は、大山支所の駐車場、大山がよく見えるところに、平成２４年４月の春、

開所の予定であります。  

また名和や中山地区につきましては、現在いろいろな候補地の選定に向けて協議

中です。  

拠点保育所においては、未満児、早朝、延長保育、病後児保育など、その他さま

ざまな各種保育サービスの充実、子育て支援センターを備えた、まさに子育て支援

の拠点となる新しい保育所をめざして計画をしております。大山町に生まれて良か

った、大山町で子育てができてよかったと皆さんに思っていただける幼児教育環境
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を目指して今後も引き続き、住民のみなさまのご提言やご意見をいただきながら、

保育や子育て支援に取り組んでいきたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。  

続きまして、４番目に具体的にどのような幼児教育環境、子育て支援策であれば

特徴と魅力があり、人口流出防止と人口流入の増大につながると考えるか、とのご

質問でした。大変難しいご質問です。先ほどの答弁とも少しダブるかなと思ってお

りますが、お答えをいたします。  

現在、町内の未就学の子どもたちのうち３歳以上の子どもたちの９０％以上が現

在各保育所に入所しております。町内に幼稚園を持たないわが町では保育所を教育

委員会の所管といたしまして、小学校につながるいろいろな施策を行っております。 

まず、「ふるさとを大切にする心を育てる」活動に取り組み、そのひとつとして食

育に力を入れています。海から山まで広がる田や畑、果樹園、そこでとれる米や野

菜、梨、また近くのこの日本海でとれる魚や海草、牧場など牛や豚などの生き物の

成長を身近に見たり親しむことで、そういう大山町ならではの豊かな自然環境とい

うものを活用しての活動です。  

また、地域とのさまざまな形での交流もすばらしい体験活動のひとつだと思って

います。園庭のドングリの実を拾って日野川のおしどりに届けたり、今日ちょうど

日本海新聞にも出ておりました、所子地区の地域ボランティアによりますヒマワリ

畑の迷路遊び、大きな写真が出ておりましたが、とか老人クラブや母子会のみなさ

んに教わってチマキ作りなど、どの保育所も地域のみなさんのさまざまな支援をい

ただいてこの自然に恵まれた大山町ならではのたくさんの交流や体験をさせていた

だいています。これらのことはどこの町にも負けない大きな魅力であるというふう

に思っています。  

また、４年前からは、小学校の教員１名が１年間各保育所で体験をしたり、また

小学校の先生方全員が夏休みに一日各保育所に入っていただいて子どもたちと触れ

合いの体験をしていただいたり、また逆に保育所の年長児担当の先生が小学校で１

日体験をしたりというようなことで、保育所と小学校の連携を強めています。また

いくつかの園ではＡＬＴによる英語に楽しく親しむ活動というものにも取り組みを

始めているところです。  

このように幼児教育につきましては、大山町では非常に質の高い充実した保育に

取り組んでいるというふうに思っています。  

まあこれらのことが即、人口流出防止と流入の増大につながるかといえばなかな

か難しいかもしれませんが、先ほど町長もお話しになりましたとおり、雇用や住宅、

保健医療、幼児教育も含めて総合的に子育て環境の整備を進めていくということが

住民のみなさまから求められているものだというふうに思っています。魅力ある子

育てができるまち、安心して働きながら子育てができるまちというものを目指して
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今後も必要な施策を展開していきたいというふうに考えています。以上です。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  残り１２分となりましたが、テンポよく質問してい

きたいと思います。教育委員会関係の答弁では、４年前に県内はじめて所管を町長

部局から教育委員会のほうに移したということでありますが、これわたしの主観で

すけれども、やっぱり福祉施策としての保育所というより、教育施策としての保育

所というような印象が大山町の保育所においてはもう非常に強くなってきているよ

うに感じています。まあ、ある課長も言われておりましたけれども、教育委員会の

所管になったことでだいぶ効果が出てきているんじゃないかというような話もあり

ました。  

で、またちょっと話は変わりますが、町長のいただいた答弁の中では、大山町ま

るごと体験花嫁募集プロジェクト、これは具体的に話が計画が進んでいて１１月と

２月ですね、町長１２月とおっしゃいましたけれど、１１月ですね、はい。に、あ

るということで、大阪から花嫁希望者に来ていただくと。これ非常におもしろい展

開になるんじゃないかと思って今後に期待しておりますが、もう一つのほう、出産

祝金の制度のほう、ちょっと追及したいと思いますが、町長、他の議員の一般質問

でもありましたが、町長選挙の際にですね、討議資料で何度か、子育て少子化・若

者定住の施策の中で、定住促進をはかるため、出産祝金の新設とというようなこと

を書かれていまして、まあ実際こういうことを期待されてた同世代の方も多くいら

っしゃるかと思いますが、これは、何て言いますか、もう断念したと、方向転換し

たというようなことでよろしいですか。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  断念、方向転換という、あ、失礼。竹口議員さんのほうの

質問にお答えさせていただきます。方向転換、断念という言葉があるわけでござい

ますけれど、先ほど申し述べましたように現状のこの状況を踏まえる中で、その取

り組みについて、効果が本当にどうなのかなということを思い、今現在先ほど述べ

たようなお答えをさせていただいたところでございます。いろいろと思うところは

ございますけども、いろいろと効果の関係だったりとか、近隣の町村の状況であっ

たりとかということも踏まえながら、現在そのように判断しておるところでありま

すので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  現状では、そういったものを新設しないというよう

なことかと思いますが、時間がありませんので、次、質問移りたいと思いますが、

夫婦一組当たりの出生率、日本全体では、夫婦一組当たり、夫婦二人と仮定して、
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１．８とか２を切っている状態、というようなことがよく取り上げられますが、だ

いたい町内ではですね、出生率というものは、特に出ていないということで、独自

にちょっとこれアバウトな数字なんですけれど、１５歳以下の子どもが２１年の３

月現在で約２，２００人ぐらいいます。で、これをですね、子ども手当ての対象者

数、対象者数というのは、親の数ですね、が、約９００後半ということで、約１０

００としても、だいたい２．２ぐらいあるんじゃないかなと思っておりますが、や

っぱり日本全体の課題としては、出生率の向上かもしれませんが、大山町の課題と

いうのは、出生率の向上というよりも世帯数をいかに増やすかということだと思い

ます。で、その町の施策としては、厚い支援、子育てしやすい環境を作ることが目

的のようになっておりますが、あくまでもそれは手段であって、やっぱり大山町に

住みたいなと、いかに思わせる施策を作っていくかっていうのが大事だと思います

が、町長はどのように考えられますか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長。  

○町長（森田増範君）  私もそのように思っておるところであります。住みたいな

という施策をとらえる中で、先ほど教育委員会のほうからもございましたけれども

さまざまな取り組みを今、しておるというところであります。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  今、今ではないですね、先ほど昼一番、近藤議員へ

の答弁で財政への影響、ということで今後の施策なども選択と集中をしていかなけ

ればならないと、それは財政全般に関してのことだと思いますが、町長選択と集中

をするというふうにおっしゃられたんですが、その選択するという施策の中に子育

て支援策、子育て施策というのが入っていますか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  子育て施策というもの当然入っておるわけであります。大

きな事業ということでいきますれば、議員の皆さん方のほうからもご意見をいただ

いたり、ご審議いただいているところであります、保育所の再編、これも現在１０

あります保育所、それぞれに乳児保育ができたりとか、あるいは一時であったりと

かですね、それから延長であったりとかという保育所ごとに特長があるという形の

中での提案をさせてそれぞれに希望にあったところに入所していただいているとい

う状況がありますけれども、保護者の皆さんのほうからはやはり一つでしっかりと

した保育、そしてそうしたニーズを一箇所で対応できるようなところというような

思いも強く声をいただく中で現在教育委員会のほうで検討していただき、取り組み

を進めておるところの拠点保育所の建設ということがございます。これを当初から



 210 

も以前にもお話を申し上げましたけども、合併特例債の使えますまでの範囲内で、

地元の方々のご理解をいただきながら、できればということをめざして検討が今現

在進みつつありますところでありますし、大山地区におきましての拠点保育施設が、

役場の大山支所にございます大きな駐車場のスペースで今建設をしていくというこ

とでの設計業者を決めていただき、検討がなされているという現状でございます。

金額ということに視点をおきますと、そういったことがまずあるということであり

ます。  

○議員（１番  竹口大紀君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  竹口大紀君。  

○議員（１番  竹口大紀君）  時間がありませんので、最後の質問になるかと思い

ますが、今鳥取県では、子育て王国鳥取ということで、県全体で子育て支援策を強

化していこうかというような取り組みが成されていますが、やはり子育て支援策が

あるというのは、そこの場所に住みたい、住み続けたい、出て行きたくない、もし

くはそれ以外の地域からそこに住みたいというような思わせる魅力が非常にあると

僕は思っています。  

鳥取県がそのような、子育て支援策を強化していくなかで、大山町が子育て支援

策を強化していくというのは、すごく相乗効果があって非常にチャンスだと思うん

ですが、町長はどのように考えておられますか。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  県のほうでも先ほど議員のほうから話がございました県の

ほうの取り組み、特に小学校、中学校の医療費助成といったことも、県のほうで今

検討がなされて来年度からという形でスタートする運びのように理解しているとこ

ろでありますけども、わが町につきましてはそれを先んじて取り組みをしておった

というところであります。県のほうの取り組みを重ねる形の中で、大山町としての

子育て支援。それに限らずもっとたくさんの子育て支援策を講じております。担当

課のほう、教育委員会のほうと連絡とりながら、以前にも議会のほうからご指摘が

ありました大山町の子育て支援の策のまとめたものはだいたいどういうことなんだ

ろうかということのお話もいただいた経過がございます。先般、そういったことの

まとめをですね、くまなくではないですけれども、保健課あるいは教育委員会、福

祉介護課、そういった関係するところからいろいろなものを出させてもらってまと

めたりしておるところであります。こういったものも今後のいろいろな形の中でＰ

Ｒのものとして使わせていただきながら地元のこの大山町の支援策としてアピール

をしていきたい、あるいは活用していただきたいというぐあいに思いますし、そう

いう形の中で、大山町のこの子育て支援策の良さということもトータルとして感じ

ていただく利用していただく場面ももっと多くなるんではないかなと思っておると

ころであります。  
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○議長（野口俊明君）  はい、時間がまいりました  

○議員（１番  竹口大紀君）  はい終わります。  

○議長（野口俊明君）  これで竹口大紀君の一般質問は終わりました。  

 ここで休憩いたさいます。再開は１６時３０分。  

午後４時２０分  休憩  

────────────────・───・─────────────────  

午後４時３０分  再開  

○議長（野口俊明君）  再開いたします。ここで傍聴者の皆さん、議員及び管理職

の皆さんにお断りをいたします。次の通告順７番大森正治君の質問通告の時間は６

０分ということでありますので、本日の一般質問は大森議員を最後の質問者にいた

します。残りました通告８番の米本議員以降の一般質問は明日継続して行いたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。  

 また本日の会議時間は、議事の都合によってあらかじめ延長したいと思いますが

ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（野口俊明君）  異議なしと認め、大森議員の質問終了まで会議を延長いた

します。そういたしますと一般質問を継続いたします。３番  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  はい。本日の最後になりました、延長戦になるよう

ですけどもお疲れでしょうがよろしくお願いします。  

 私の最初の質問ですけども、「同和対策事業は終結を」というテーマで、町長の所

見を伺います。私はこの課題につきまして、これまで昨年度の決算審査と予算審査

の本会議おきましても、同和関係の特別対策は終了して一般施策へ移行すべきだと

いう観点から、二度、討論をさせていただきました。今回は、こうした一般質問の

中で、この課題についてさらに深めていきたいと思います。  

 ご周知のとおり、同和問題は、日本の社会的問題としてその解決を図るために、

１９６５（昭和４０）年に同和対策審議会答申が出されて以来、国を挙げての様々

な特別対策事業が約４０年にわたって行われてきました。それによって、部落差別

に起因する劣悪な生活環境は大きく改善され、結婚差別・就職差別・日常生活での

差別的言動などの差別的事象は激減してきたといえます。そして、旧同和地区内外

の社会的交流は進み、私たちは今や違和感なく日常的に交流をしております。  

 このように、今ではわが大山町におきましても、生活環境、労働、教育などの面

で格差は是正され、旧同和地区に対する偏見や先入観にもとづく差別的言動は、も

はや社会の中で受け入れられない状況になっていると考えます。  

つまり、約４０年にわたる同和問題に対する特別な事業は大きな成果を収めてき

たわけです。そのため、今では社会問題としての同和問題は、基本的に解決した状

況にあるといえます。当初１０年間に限った特別措置法は、名称を変えたり延長さ
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れたりして特別対策事業が継続されてきましたけども、２００２年には国の同和対

策事業も終了しました。  

 ところが、８年経過した現在も、大山町では、県内の他の自治体もそうですけど

も、旧同和地区に限った特別な対策としての事業が存続しております。これに対し

ては、旧同和地区を含む少なくない町民からいつまで継続するのかという不満や、

いつまでも同和地区を固定化することになるという危惧の声が聞かれます。  

 そこで、「同和地区」住民と「一般地区」住民が垣根も溝もない関係をつくり、「同

和地区」ということを誰もが意識しなくなるような町、そして社会を実現すること

が大事だと思いますが、その観点から次の諸点について伺います。  

１つ目です。現在、大山町で実施されているすべての同和対策事業とそれぞれの

今年度の予算規模を明らかにしていただきたいと思います。  

２つ目、この中で、今後、廃止ないしは縮小したい事業はあるのか伺います。  

３つ目に子どもたちの中に「部落差別」はなく、また基本的に同和問題が解決し

てきている中で、いわゆる「地区進出学習会」、これは終わらせるべきだとわたしは

考えますが、いかがでしょうか。  

４つ目に、どういう状況になったら同和問題は解決したと考え、同和対策事業、

これは地区進出学習会を含みますが、これを終了するのでしょうか。以上お伺いし

ます。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長  森田増範君。  

○町長（森田増範君）  大森議員さんの同和対策事業は終結をということにつきま

してお答えさせていただきたいと思います。４つの質問をいただいております中で

質問の３番目につきましては教育委員会のほうからお答えさせていただきますので

よろしくお願い申し上げます。  

 その３点の質問項目にお答えする前に、「今では社会問題としての同和問題は、

基本的に解決した状況にあり」という話がございました。そのことにつきまして、

基本的な考え方をまず述べさせていただきたいと思っております。  

おっしゃいますとおり、２００２年、平成１４年３月３１日をもって、３３年間

続きました同和対策事業にかかわります特別措置法では、生活環境の改善や社会福

祉の増進などの当初の目的をおおむね達成したという理由で終わったところでござ

います。しかし、現在なお大山町内をはじめ、鳥取県内や全国各地で様々な部落差

別事象が多数発生をいたしております。結婚差別あるいは差別の落書き、差別発言、

差別手紙などは言うに及ばず、最近は、インターネットの発達がございます。イン

ターネットの上の掲示板などでの極めて悪質な事象が発生をいたしておるところで

ございます。手の込んだものになりますと、総ページ数で３２０ページにもなる部

落差別を目的としたホームページ、これを立ち上げ、実存する同和地区の地名、地
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図、写真、動画などを詳細に掲載したまさに「画像付の電子版・部落の地名の総鑑」

ともいえるような物まで実は現れておりまして、アクセス件数も１万件を超えてい

るというような状況もあるようでございます。  

また、鳥取県が平成１７年に実施をいたしました「鳥取県人権意識調査」により

ますと、「人々の意識や社会の仕組みに差別や偏見が存在していると思うのは次の

どれですか」という問いの中で、約６割の方が「同和地区の人々に関すること」と

回答されているところでもございます。  

 今までの長年にわたります様々な事業の取り組みにより、確かに差別事象の減少

や住民の皆さんの人権意識の相当な高まりはあるところでございます。  

しかし、先ほど述べました差別事象や意識調査結果から考えて、「同和問題は基

本的に解決した状況にある」という議員のご指摘、そういう認識は持っておりませ

ん。今でも、同和問題は重大な社会問題であると考えております。住民同士が垣根

もなく、溝もない関係を作り、同和地区ということを誰もが意識しなくなるような

町、社会を実現する」という考えについては、私も全く同じ考えでございます。  

ただ、垣根や溝を作っておりますのは、同和対策事業のせいではなく、人の心の

奥底に存在いたします「同和地区に対する差別・偏見の心」であると考えておりま

す。  

そこで１番目の現在、大山町で実施されておりますすべての同和対策事業とそれ

ぞれの予算規模についてということでございます。少し時間が掛かるかもしれませ

んが、詳細について話をさせていただきたいと思います。  

１つ目に、大山町地域改善対策に係る固定資産税の減免措置であります。平成２

２年度５３２件、３４３万８，１００円を減免いたしております。  

２つ目に、地区活動費補助金、部落差別解消を目指した活動を支援し、地域の自

立と振興を図るという目的でありますが、田中地区のほうで１１０万円、押平地区

のほうで１５０万円、中高地区のほうで１５０万円ということで４１０万円であり

ます。  

３つ目に、地域組織活動育成補助金、母親クラブでこれは県補助３分の２という

ことでございますが、田中地区で１７万円、押平地区で１７万円、中高地区で１７

万円ということで、合計５１万円であります。  

４つ目に隣保館運営事業、これは県の補助金が補助基準額として４分の３ござい

ます。人権交流センターで１，２３０万８，０００円、中高ふれあい文化センター

で１，０３６万２，０００円、中山ふれあいセンター１，２５９万円、合わせて３，

５２６万円ございます。  

５つ目に児童館運営事業  、あすなろ児童館で７３２万２，０００円、中高児童館

で２３５万２，０００円、下田中児童館６０７万６，０００円、合わせて１，５７

５万円であります。  

６つ目に、生活相談員設置事業ということで、３人の設置がございまして、これは

市町村総合交付金ということで２分の１ございます。７４８万２，０００円であり
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ます。  

７つ目に、老人憩いの家運営事業ということで２４万５，０００円、８つ目に特

定新規学卒者就職促進奨励金ということで、１１名おられます、これも市町村総合

交付金２分の１ございます。２７万５，０００円、９つ目、大山町進学奨励交付金

交付事業２２６万８，０００円、１０番目に名和地区改良区補助金ということで、

これは農林業地域改善対策事業ということで、改良区の計上賦課金の補助という形

ではございますが、６万２，０００円、１１番目に住宅新築資金等貸付事業、これ

は特別会計でございますが、３，７０１万７，０００円ということで、２番目から

１０番目の合計ということで、６，５９５万２，０００円ほどということになりま

す。  

 ２番目の「このなかで、今後、廃止ないしは縮小したい事業はあるか」というこ

とについてでございます。  

先ほど述べました１番目の固定資産税の減免につきましては、順次減らしつつある

現状でございます。その他の事業につきましては、差別の現状と照らし合わせ、必

要に応じて検討してまいりたいと思います。また県との関わりの補助金の制度等と

も照らし合わせながらということになろうと思っております。  

４つ目になりますけれど、４番目のどういう状況になりましたら同和問題は解決し

たと考え、同和対策事業を終了するかということについてでございます。  

この４番目のテーマについてでございますけれども、一律な線引きや状況を個別具

体的に示すことは難しいというぐあいに思います。究極的には、さまざまな差別事

象が起こらなくなり、町民の意識の中から同和地区への差別や偏見がなくなった時

であるというぐあいに考えます。現実的な対応といたしまして、先ほどの答弁の中

でも述べておりますけれども、現在実施をいたしております事業を差別の現状と照

らし合わせて内容を検討し、それぞれ見直しをし、検討をしていくということにな

ろうというぐあいに考えております。  

以上で終わります。３番目につきましては、教育委員会のほうからお答えをさせて

いただきます。  

○教育委員長（伊澤百子君）  議長、教育委員長。  

○議長（野口俊明君）  教育委員長、伊澤百子君。  

○教育委員長（伊澤百子君）  ただいまの大森議員さんの子どもたちの中に部落差

別はなく、基本的に同和問題が解決してきている中で、地区進出学習会はもう終わ

らせるべきと考えるが、いかがかというご質問にお答えいたします。  

 地区進出学習会につきましては、大山小学校を除く町内６つの小中学校で実施さ

れております。それぞれの学校によって、学習会のやり方などは若干の違いはあり

ますが、いずれの学校におきましても、子どもたちが部落差別に負けない力、部落

差別をなくしていく力をつけるために実施をしてきております。  
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 これまでの積み重ねてまいりました同和教育とか、解放運動、住民啓発などの成

果として、以前に比べまして同和問題が少しずつ解消に向かいつつあるとは認識を

しております。先ほど大森議員さんから「基本的に同和問題が解決してきているの

で、地区進出学習会は終わらせるべき」ではないかとありましたが、わたしどもの

基本的な認識としましては、同和問題は未だ完全には解消されておらず、地区進出

学習会を終わらせる時期にあるとは考えておりません。  

 あからさまな差別事象というのは、確かに減りつつありますし、差別が見えにく

くなってきてはいますが、町内でもつい先年、差別落書き事象が発生をし、小地域

懇談会のテーマにも取り上げて学習をしております。また他にも差別事象はまだま

だ報告をされております。  

 確かに、今、子どもたちの生活の中に明らかな部落差別という現象は見えないか

もしれませんが、やがて厳しい社会に出て行く子どもたちです。その社会の中でこ

れから出会うかもしれない部落差別に負けない力を身に付けさせ、またその子ども

たち一人ひとりの進路をしっかりと保障してやりたいという先生方の熱い思いで地

区進出の学習会が行われてきていますので、教育委員会といたしましても、当分は

今の形で頑張って取り組んでいる学校をしっかり支援していきたいというふうに考

えてているところです。以上です。  

○議員（３番  大森正治君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  今も大山町として行っている同和対策事業、いろい

ろと細かく言ってくださいました。たくさんありますし、金額も相当ありますが、

これは確か旧町時代からみますとかなり減っている事業じゃないかなというふうに

思います。以前は保育料の減免だとか、進学する際にあたっての就学ですか、補助

とか、あるいは農業関係の補助等いろいろあったようですけれど、今それはありま

せんよね。そういうふうに大山町としましても、この同和対策事業っていうのは、

縮小っていうんでしょうか、されてきている経過もあるんじゃないかなと思うんで

すよね、これは大山町に限らず、ほかの市町村でもずっとあるし、現在は鳥取市な

んかは、更にもう止めていくということで進められております。その大山町でです

ね、その事業が縮小されてきたからにはその理由っていうのがあったと思うんです

けども、先ほどは、まだ差別は残っているからこういう事業を続けなければならな

いんだという答弁でしたけども、簡潔にいいますと、みやすく言いますと、じゃあ

なんで縮小されてきたものもあるのか、その理由をお伺いしたいと思います。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  議員のほうからの質問の中で、縮小された理由されたとい

うことについてでございますけども、３つの町が合併をして、６年目になります。
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その経過の中でいろいろと検討され今日のこの状況になってきておるという具合に

理解しておるところであります。  

○議員 (３番  大森正治君 ) 議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  今の答弁ちょっとよう分からないんですが、難しい

んでしょうか。その理由を答えていただくのは。新町時代になってからは、廃止な

いし縮小した事業はないっていうことですか。旧町時代でもこういう理由で廃止さ

れたんだ、縮小されたということが分かりましたらお願いしたいと思うんですけれ

ど。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  縮小した事業がどれだけあるかということについて、わた

しは理解を今しておりません。ご指摘の点があれば述べていただきたいなと思って

おります。述べましたように、合併をいたしましてからいろいろな施策等々を検討

する形の中で、現在のこのような形での事業、ということになっておるということ

で理解をしておるところであります。  

○議員（３番  大森正治君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  どうもはっきりしませんけども、やはりその理由と

いうのがあったから廃止された事業が出たと思うんですよね。やはり、まあこれ推

測なんで言えませんけども、やはりそれは、この同和対策事業によって一定の成果

も上がってきている、差別の解消に向かってきている、そういうものがあったんじ

ゃないかなと。その上での判断で、廃止ないしは縮小をされてきたんじゃないかと

いうふうに思うんですよね。  

そうしますとですね、まだこれだけ大山町にも今お示しのあったとおりの同和対

策事業があるわけですけども、果たしてこれもずっと差別があるから、言ってみれ

ばもうちょっと言えば、差別がある限りこれはするんだというふうにもとられる、

把握、理解されるわけですけども、いったいじゃあこれはいつになったらこう、ど

ういう状態になったら終わるのかということも出てきますよね。これは現状認識の

違いということにもなるかもしれませんが、先ほど答弁では、結婚差別とか、差別

落書きとかその他、さまざまな差別がまだ残っているということですけども、完全

に差別がなくなるというのは、非常に難しいことでないかなとわたしたち人間社会、

ほんとうになくなる、ないというのが一番理想的なわけですけども、この同和問題、

部落問題に限らず、男女間のあいだでも、あるいは民族間、在日問題なんかねあり

ますし、その他、仕事上のいろいろな課題ありますよね、それは本当に差別的事情

がたくさんあります。  
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ところがこの同和問題に限っては、このことが凄く特別対策として行わなければ

ならないと、その他の課題ももちろん人権施策ということでやってるわけですけれ

ども差別の解消の方向に向かっている、もうかなり進んでいるとわたしは思うんで

すけれど、完全になくならないにしてもね、特に結婚問題につきましては、今や若

い人の中には、もう旧同和地区内外の交流はもうどんどん進んで違和感ないぐらい

行われています。結婚にいたる過程にはさまざまな困難な問題もあるかもしれませ

んけど、それももうもはや克服されつつありますよね。結婚問題については「止め

とけ」と「なんで、あそこの人と結婚するだ」というような人が仮にあったとして

も、それはその人を説得することができる関係になってきています。それでその人

も「そうか、わかった」ということで、ゴールインする例がもうたくさんあるじゃ

ないかと思うんですけど。まあ完全とはわたしも言いませんけども、むしろこの旧

同和地区に限って特別な対策をするよりも、していくよりももうそれを順次縮小し

たり廃止したりすることによって本当に旧同和地区内外の交流がもっともっと進ん

でいくんじゃないかなと。意識しなくなる状態、同和地区ということを意識しなく

なる状態というのもやっぱり作り出せるんじゃないかというふうにわたしは思うん

ですね。  

そこでですね、現状認識についてわたしはお伺いしたいんですけども、差別があ

る限りっていうと本当にね、半永久的な感じがして、これいつまでも、わたしはあ

えて旧と言いますけれど、旧をつけますけれど、旧同和地区を存在させることにな

るんじゃないかなという気がしてなりません。そういうことで先ほどのようなわた

しの発言をしているわけですけども。その部落問題が解決された状態として、先ほ

どの答弁の中で、究極的には、さまざまな差別事象が起こらなくなり、町民の意識

の中から同和地区への差別や偏見がなくなったときだと考えます。というふうにあ

りますけども、非常にちょっとこれではね、抽象的なわけですけども、実はわたし、

ある運動団体の提言のようなものがあるんですが、部落問題が解決された状態とい

うことについて、こういう点がありますので、ちょっと聞いていただきたいんです

が。  

部落問題とは、封建的身分制に起因する問題であり、国民の一部が歴史的にまた

地域的にべっ視され、職業、居住、結婚の自由を奪われるなど不当な人権侵害を受

け、劣悪な生活を余儀なくされてきたという問題を言う。そして部落問題の解決と

は、一つ、部落が生活環境や労働教育などで、周辺地域との格差が是正されること、

いいでしょうか、部落が生活環境や労働教育などで、周辺地域との格差が是正され

ること。  

二つ目、部落問題に対する非科学的の認識や偏見に基づく言動がその地域社会で

受け入れられない状況が作りだされること。つまり先入観とか偏見に基づいた言動

がその地域社会で、もう受け入れられないんだと、そういう状況が作り出されるこ
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と。  

三つ目、部落差別に関わって部落住民の生活態度、習慣に見られる歴史的後進性

が克服されること。  

そして四つ目に、地域社会で、自由な社会的交流が進展し連帯融合が実現するこ

とであるという非常に明快な部落問題が解決された状態を言ってるわけですが、ま

さに４つ、一つひとつとってみれば、もう既にそういう状態になってるんじゃない

かなっていうふうに判断できると思うんですよね。そういう今この差別がない、あ、

部落差別が解決された状態というのはこういうことだということについて町長どん

なふうに聞いてお考えなったでしょうか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  森田町長。  

○町長（森田増範君）  大森議員さんのほうからたくさんの話を提示をされて話が

ございましたけれども、話の中でも現状認識というご発言もございました。質問の

中にも先ほども申し述べましたけれども、議員、大森議員さんのほうからでは、今

では社会問題としての同和問題は基本的に解決した状況にありという基本的な認識

の中で、このたびのご発言も再質問をしておられるというぐあいに、追及質問をし

ておられるというぐあいに認識をしております。  

私の現状認識の違いがあるということであります。先ほど来から話をしておりま

すように、いろいろな長年のわたる事業の取り組みによって、確かに住民の皆さん

方の意識の、人権意識の高まりということの中での差別事象の事象が問題事件等が

減ってきているというところではありますけれども、インターネットの問題であっ

たりとか、結婚の問題であったりとか、さまざまな問題の中で同和問題はまだまだ

重大な社会問題であるという認識をもっておるところであります。認識の違いの中

でのご発言であろうというぐあいに思っています。必要な状況の中で、事業取り組

みもしていくということであります。  

○議員（３番  大森正治君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  じゃあもうちょっと具体的に同和対策事業が行なわ

れているその一つの中にですね、大山町進学奨励交付金事業というのがあるわけで

すけども、いろいろある中でちょっとまあ一つだけ例を出してあれかもしれません

けれど、ちょっとこの例を言いますならば、この例えば今の事業が進学奨励金の事

業がある根拠というのがあると思うんですけども、わたしはこれについては、今ま

でも言ってきましたけども、一般施策の中でも十分できることではないかと、県に

も国にも奨学金制度あるわけですから、その中でももう、もはや旧同和地区の生徒

さんに限らなくてもいいじゃないかなという気がします。やるなら大山町内すべて

の生徒を対象にしてこういう制度をやったほうがいいじゃないかと。それが先ほど
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からありましたけど、子育て事業の一環として皆さんから喜ばれることではないか

という気もするわけです。まあ例えばということで出しましたけども、これをまだ

継続される根拠というのは何でしょうか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長。  

○町長（森田増範君）  先ほど一例ということでお話がございました。この制度事

業について担当課のほうから述べさせていただきます。  

○教育委員長（伊澤百子君）  議長、教育委員長。  

○議長（野口俊明君）  伊澤教育委員長。  

○教育委員長（伊澤百子君）  ただいまのご質問につきましては、担当課の社会教

育課長よりお答えいたします。  

○社会教育課長（手島千津夫君）  議長  社会教育課長。  

○議長（野口俊明君）  手島社会教育課長。  

○社会教育課長（手島千津夫君）  大山町進学奨励交付金、交付につきましての個

別な案件ということで、言ってくださったんですけれども、説明を求めていただき

ました。  

大山町進学奨励交付金交付要綱というものを設けております。この中で、先ほど

もう必要なくなったではないかと、逆に町内全体に広げた形での活用のほうが望ま

しいんではないかというようなお言葉をいただきました。この事業を行っておりま

す内容としましては、確かにさまざまな奨学金等ができておりまして、その奨学金

だけで十分賄うんでないかという言葉、そのものも現実的な話かとは思いますけれ

ども、この新たに町として月額高校生４，０００円、大学生・専門学校等に５，０

００円のお金等を出しまして、更にその進学して、進学された後での経済状況等も

一生懸命支援してそれによって高度の教育等を受ける機会を補償したいと。その思

いっていいますものを特に設けているという内容でございます。時代が変わってと

いうこともあろうかと思いますけれども、この一点だけをとっていただいてもやは

りこの差別を無くすうえで教育というものはすばらしく重要なものであるというこ

と。この教育を更に大切にしておかんといけんということの一貫だと思っておりま

すので、どうぞよろしくお願いします。  

○議員（３番  大森正治君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  わたしとしてはあまり説得された感じがしないんで

すけども、他の事業につきましてもやはりこれから見直していってもいいじゃない

かなというものがあると思います。やはりそのへんをですね、今まであるものだか

ら、これやっぱり差別がある限りそのまま続けるんだということではなくて、答弁

の中にもありましたけども、やっぱり見直しをしていくということが必要だろうと
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思うんですね。これは先ほど来議論になってました行革の視点からも本当に必要な

ことではないかというふうに思います。だから一番は、本当に差別解消に向かって

る中で、特別な対策をしないで、やっぱり一般施策の方に移していく、同じように

していくということがわたしは必要だろう思っておりますが、もう一つの地区進出

学習会について質問いたします。  

追及質問いたしますけども、大山小学校以外のところの全ての小中学校で、学習

会が行われているわけですけども、これにつきましては、以前からいろんな課題が

あったんじゃないかなと思うんです。わたしも実際に学校に勤めておりまして、い

わゆる地区を有する学校にも勤めました。その際にもこの地区進出学習会があって

わたしも出ました。その中で、子どもたちのさまざまな思いも聞いてきました。も

ちろん親御さんの中にもこれには賛否両論あって行かしたくないという親御さんも

あって、だけどもしかたないかなと、先生がここがやることだからというようなこ

とで消極的に参加されているという親もありました。そして現在もですね、聞くと

ころによりますと、実際に聞いたわけですけども、うちは参加させたくないと、や

はり特別なこういう学習会ではなくて、やるならみんな一緒にやって欲しいと、補

助学習ならそれはそれで、うちの子らばっかりでなくて、みんなにやってほしいと

いうようなことも言っておられましたけども、そういう旧同和地区の子どもたちだ

けを対象にした学習会というのが、やはりいまやもう問題になっておるんじゃない

かなと。かつてのように、差別に起因して学力に差が付いているというときなら分

かります。だからこそやってきたんです。でも今やそれがほとんどないわけですか

ら、学力に対する差っていうのはね。そういう中で、旧同和地区の人たちにも、子

どもの中にですね、これには反対だという人もある中でやはり見直しをしていく、

いけばやっぱりこれはもうすぐに止めていくべきではないかと。そういう県下でも

自治体があるわけですから、鳥取市のように。そのへんも考慮されて考えていって

いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。  

○教育委員長（伊澤百子君）  議長  教育委員長。  

○議長（野口俊明君）  伊澤教育委員長。  

○教育委員長（伊澤百子君）  ただいまの大森議員さんのご質問でございます。長

い、長い長い重い歴史を抱えてきた地区の中でも、その背景の中で行われてきた地

区進出学習会という歴史がありますが、今の件につきましては、教育長が変わって

お答えいたします。  

○教育長（山根  浩君）  議長、教育長。  

○議長（野口俊明君）  山根教育長。  

○教育長（山根  浩君） 大森議員さんのご質問にお答えしたいと思いますけれど、

一番最初に基本的な考え方っていいますか、大森議員さんは、もう差別はなくなっ

たんだと、必要はないということからいきますとそういう論理になるだろうと思い
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ます。で、わたしたち、わたしも校長させていただいたり、教員さしていただいた

りしたわけでございますけれども、子どもたちの姿を見ておりますとですね、まだ

まだあるというのが正直な気持ちでございます。で、学習会、一般的なその人権学

習はどの生徒もやっとるわけですので、教科の時間にですね、まあ地区学習会は、

前にも委員長が申し上げましたように、部落差別に負けない人間だったりあるいは

差別をなくしていくための力をつけていきたり、それから差別に立ち向かっていけ

る仲間を作っていくというのが一番大きな目的とします。その中で教科の力といい

ますが、学力というのは大きな大きな進路を開くときの、なりますので、どこの小

学校・中学校も人権学習と教科学習をやっておるというのが実情だろうと思います。

まあうちは参加させないという方がおられるということも聞いておりますけれども、

まあいろんな形でこれから全く地区の生徒が外に出ました時に、全く差別を受ける

ことがないということならいいわけですけれども、大森議員さんもおっしゃいまし

たようにいろんな差別があるということはお認めでした。その中で地区の生徒がや

っぱり一番大事な結婚するだとかですね、いろんなときに合わないとも限りません。

そのためには、やっぱりそれに負けないあるいは仲間や力や、なくしていくための

力を付けておく必要があるだろうというふうに思っています。以上でございます。  

それから今までいつも出てまいりましたけれども、どういった段階になったら、

ならなくすかということがありましたので、ついでにお答えさせていただきます。  

山口県の詩人でありました丸岡忠雄さんの「ふるさと」という詩を大森議員さん

もご存じだと思いますけれども、「ふるさとを隠すことを父は獣のような鋭さで覚え

た。ふるさとを暴かれ、壊死した友がいた。ふるさとを告白し、いいなずけに去ら

れた友がいた。わが子よ、お前には胸を張ってふるさとを名乗らせたい。瞳を上げ、

何のためらいもなく、これがわたしのふるさとですと名乗らせたい。」これにつきる

だろうと。無くなった状態というのは、胸を張ってふるさとを名乗ることができる

状態でないかなというふうに思っています。以上でございます。  

○議員（３番  大森正治君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君） 時間がありませんので、一応収めたいと思いますが、

２点目の質問に入らせていただきます。  

国民健康保健について質問します。これにつきましても一般質問でわたし二度取

り上げましたけども、国保をだれにも喜ばれる保険にしてほしいという思いから三

度取り上げました。本来そうあるべき保健制度であるからだと思っています。  

 言うまでもなく国民健康保険は、社会保障及び国民保険のための制度であり、国

の財政的支援のもとに市町村が保健・福祉とも連携しながら、住民に医療を給付す

る社会保障の仕組みであります。  

 ところが、生活困窮者にとっては、安心して医療を受けられるどころか、逆に受
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診抑制によって、命やくらしが脅かされている状況も生まれてきている、というの

が現状です。その根本的な原因というのは、国保の主な財源である国庫負担が当初

の半分に減らされて加入者の負担が増えて低所得者にとって国保税が高くて払おう

にも払えない、そういう点にあるとわたしは思います。  

 大山町では、国保の滞納が昨年６月 1 日現在で約３８４世帯、これは加入者世帯

の１３％、県下では４市を除いて岩美町に続いて高い滞納率であります。その滞納

額は町税、あるいは固定資産税など他の会計と比べても突出しています。昨年度の

国保税の滞納額は、現年の分で約２，７００万円ありました。これは一般会計、特

別会計の滞納額全体の３６％で２番目に比率が高い固定資産税の２６％よりも１０

ポイントも高く、突出しております。  

 また昨年６月１日現在、本町の国保の滞納による資格証明証の発行枚数が２枚、

短期保険証発行数は２２７枚、これ滞納世帯の約６０％ですが、にも及んでおりま

す。  

 このような実態は、国保税がいかに高いか、低所得に方々にとっては、いかに国

保税の負担が重いかを示しているものだと思います。そうした中、国会では、国保

の「広域化」をめざす国保法の改定が行われ、県ではそのための「方針」を策定す

ることになっております。しかし、県単位の「広域化」にすれば、一般会計からの

法廷外繰り入れができず、財政が悪化し被保険者の負担増を招いたり、住民の意思

が反映できなくなったりなど弊害が予想されます。  

 そこで、大山町の行政自ら、国保を社会保障・住民福祉としての本来の制度にす

るために、次の点について伺いたいと思います。  

一つ目、国保加入者の負担軽減のため、国保基金の活用や一般会計の法定外繰り

入れによって、国保税を引き下げる努力をすべきと考えますが、どうでしょうか。  

二つ目、生活困窮者を無保険にしないために、正規の保険証の取り上げをしない

ようにできないものでしょうか。  

三つ目、また、受診抑制にならないために、窓口負担の減免制度を長として早く

創設できないか、これは１年前にわたし質問させていただいたものとの関連でござ

いますが、早く創設できないものでしょうか。  

四つ目、国保の県単位による広域化によって、大山町の国保の財政や制度にどの

ような影響が出ると予想されるか。また、大山町としては、広域化に対してどのよ

うな判断をされるのか、そういう考えか以上お伺いします。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長  森田増範君。  

○町長（森田増範君）  大森議員さんの二つ目の質問でございます。国保をだれに

も喜ばれる保険にということで４つの質問をいただきました。順を追ってお答えさ

せていただきたいと思います。  
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まず１つ目の国保加入者の負担軽減のため、国保基金の活用や一般会計の法定外

繰り入れによって、国保税を引き下げる努力をすべきであると考えるが、どうかと

いうことについてでございます。  

現在の大山町の国保につきましては、被保険者一人あたりの医療費は増加傾向を

示しているのに対しまして、国保税は所得の落ち込みなどで一人あたりの税額は減

少傾向にあり、厳しい運営状況となっているところでございます。  

 今年は、特に今年度でございますけれども、議会のほうでもお示しをさせていた

だき、ご説明をさせていただいたところでございます。今年度は、前期高齢者交付

金の減額精算により歳入不足となるところを、大幅な国保税の負担増とならないよ

うに、国保基金を取り崩しをして対応する予算を編成いたしたところでございます。 

 これによりまして、国保基金活用によります国保税の実質の引き下げを図ったと

ころでございます。  

また、一般会計の法定外繰り入れにつきましては、現在のところ考えておりません。 

２つ目の生活困窮者を無保険にしないために、保険証の取り上げをしないように

できないかについてご質問でございます。    

 生活困窮者、国保税の滞納世帯でありましても、適正な更新手続きを取られた被

保険者に対しましては、短期の被保険者証の交付をいたしているところでございま

す。更新手続きに来られず、被保険者証が手元に渡っていないということはあるの

かもしれませんけれどもが、決して無保険ということはなく、国民健康保険資格は

有しておられるところであります。  

 短期被保険者証の窓口交付は、被保険者の保険証を取り上げているのではなく、

滞納者との接触の機会、これの確保により、適正な収納に努め、健全な国保運営を

図るための措置として実施をいたしているところでございますので、今後もこの短

期被保険者証の交付は、続けていく考えでございます。  

３つ目になりますが、受診抑制にならないために、窓口負担の減免制度を町とし

て早く創設できないかということについてのご質問でございます。  

 昨年度もご説明いたしましたけれども、厚生労働省におきまして、医療機関の未

収金問題に関する検討会報告がが取りまとめられまして、医療機関の未収金は、生

活困が原因である未収金に関しては、医療機関窓口で支払う一部負担金の未収発生

を水際で防止するため、一時的に生活保護に準じる状況にある世帯を減免対象とす

るなど制度の運用改善策がまとめられたところでございます。  

昨年度、国において、一部負担金減免制度及び保険者徴収制度の運用について、

モデルの事業を実施をして、結果が検証され、今年度中には、一定の基準が示され

ることとなっているところでございます。  

 ４つ目の国保の県単位広域化によって、大山町の国保の財政・制度にどのような

影響が出ると予想するのかと。また、大山町として広域化に対してどのような判断
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をされる考えかということについてございます。  

市町村が運営をいたします国民健康保険は、被用者保険に加入する者等を除く全

ての者を被保険者とする公的医療保障制度であります。  

かねてより国保制度については様々な問題が指摘されており、それを改善する方

策のひとつとして、県単位による広域化が考えられているところでございます。  

確かに、小規模保険者では、財政が不安定となりやすいこともありますが、現在

の国の財政支援策のままでは、一概に広域化すれば安定した国保運営ができるとも

いえません。国の方針も定まっておりませんので、大山町といたしましては、今後

の動向を見守ることといたしているところでございます。以上で終わります。  

○議員（３番  大森正治君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  時間がなくなってきましたので、３つ目の問いにつ

いてですね、伺えば、もう時間がなくなりますね。それについてですが、大山町で

は窓口負担を少しでも軽減するための制度というのが無いわけですから、これを求

めているわけですし、また国のほうもそうするように、国保法の第４４条に基づい

て行うようにということで、先ほども答弁があったとおり、モデル事業を実施して、

その基準が示されることになっているということですが、実は先般そのことが示さ

れたようですよね、そのニュースはニュースされていなかったんでしょうか。厚労

省のほうが、運用の新基準を通知しております。ですから早急にこの点について熟

知されて対応していただきたいんですけども、ただその答弁としましてこれを創設

してほしいというわたしの問いに対しましての回答がないんですけども。その点を

今後どういうふうにされるのか、基準が示されたら。町としての考えをお聞きした

いと思います。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長。  

○町長（森田増範君）  時間がせまっておるところでありますけども、この件につ

きまして、まあそういった示しが出てきているということでございます。これから

その状況等については、内容等について検討する中でこの取り組みについてどうな

なのかということは研究し検討していかなければならないなというぐあいに思って

おるところであります。合わせて他町村のほうでこの取り組みについて実際にどう

いう現状であるのかということも状況の把握もしていかなければならないんではな

いのかなというぐあいに思っております。特に聞いてみますとこの取り組みについ

て全国的にも今の段階では非常に取り組みが少ないと、県内の中では２町が２つの

町が制定をされているところのようでございますけれども、実際の運用の実績がな

いんだというような状況も聞いたりいたしているところでございます。まあいずれ

にいたしましてもそういった周辺の状況、示されました国の基準等々を状況を把握
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する中でこれについては検討していくことになるのではないかなというぐあいに思

います。まあ実施するかどうかについては今後の検討課題になるのではないかとい

うぐあいに考えているところでございますので、ご理解願いたいと思います。特に

生活困窮ということでありますけれども、まあ生活保護者の方についてはそれの国

保のほうの対象ということもあったりしておるわけでございますので、この方々に

ついて限られた方々なのかなというぐあいに思ったりはしておるところであります

が、いずれにしてもそのように提示をされたり状況が分かった段階で検討してまい

りたいというぐあいに思います。  

○議員（３番  大森正治君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  大森正治君。  

○議員（３番  大森正治君）  その内容というのがですね、国が示した国保税の減

免に半額負担をするというふうなことも言っておりますので、是非前向きに検討し

ていただきたいと思うんです。何とか国保税も払ったけども受診ができないという

人もおって、そして手遅れになるという例もあるようです。町内のことではありま

せんけども、ですからよその例も見ながらというよりも主体的に判断していただき

たいと思うんですが、この制度創設に向けてどうでしょうか。  

○町長（森田増範君）  議長。  

○議長（野口俊明君）  町長。  

○町長（森田増範君）  ２番目の質問の中でもお答えいたしましたように生活困窮

者を無保険にしないための取り組みということについても、いわゆる短期の被保険

者証の交付という形での取り組みもしておるところでございます。まあそういった

ことにつきましても議員さんのほうも十分現状の状況やご理解もいただきなと思っ

ておりますので、よろしくお願い申し上げます。  

○議長（野口俊明君）  時間となりました。  

○議員（３番  大森正治君）  はい、終わります。  

○議長（野口俊明君）  これで大森正治君の一般質問を終わります。  

────────────────・───・─────────────────  

散会報告   

○議長（野口俊明君）  次会は明日９月１７日金曜日に本会議を再開します。引き

続き一般質問を行いますので、定刻午前９時３０分まで本議場に集合してください。

本日はこれで散会します。ご苦労さんでした。  

────────────────・───・─────────────────  

午後５時３２分  散会  

 

 

 


